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国土交通省では、豊かな自然などの観光資源や、都市部の貴重な

オープンスペースとしての価値を有する河川敷地において、治水上、

利水上又は河川環境上の支障が生じないように配慮しつつ、快適で

にぎわいのある水辺空間の創出を推進しています。

河川敷地の占用は、原則として公的主体（地方公共団体等）に限

られており、営業活動を行うことはできません。

しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを

受け、平成２３年に河川敷地占用許可準則（以下、「準則」とい

う。）を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事

業者等も営業活動を行うことができるようになりました。

これを「河川空間のオープン化」といいます。

その後平成２８年には、安定的な営業活動を行うことが出来るよ

うに準則を改正し、民間事業者等による占用許可期間を「３年以

内」から「１０年以内」に延長しました。

本事例集は、全国における様々な河川空間のオープン化の事例を

とりまとめ、広く知らせることで、地方公共団体や地域住民、民間

事業者等の多様な主体による河川敷地の一層の活用に資することを

目的としています。

国土交通省水管理・国土保全局
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○河川敷地を利用する区域、施設、主体について地域の合意が図られていること。

○通常の占用許可でも満たすべき各種基準に該当すること。
（治水上及び利水上の支障がないこと等）

○都市・地域の再生及び河川敷地の適正な利用に資すること。

①広場、イベント施設、遊歩道、船着場

②前述の施設と一体をなす飲食店、売店、
オープンカフェ、広告板、広告柱、
照明・音響施設、キャンプ場、バーベキュー場、
切符売場、案内所、船舶修理場等

③日よけ、船上食事施設、突出看板、川床

④その他都市・地域の再生等のために利用する施設

河川空間のオープン化とは

（R5.3.31現在）

都市・地域再生等利用区域において
占用許可が可能な施設

河川空間のオープン化
活用実績数（累計）

オープン化の主な流れ

協議会等による地域の合意形成

都市・地域再生等利用区域の指定
（＝オープン化の実施区域）

河川敷地の占用申請・許可
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河川空間のオープン化活用事例（１）

No. 河川管理者 所在地 区域名称

1 北海道開発局長 １級 沙流川水系 沙流川（さるがわ） 北海道平取町 平取地域イオル再生事業

2 北海道開発局長 １級 十勝川水系 十勝川（とかちがわ） 北海道音更町 十勝川温泉（アクアパーク）

3 北海道開発局長 １級 十勝川水系 十勝川（とかちがわ） 北海道音更町 十勝川温泉（エコロジーパーク）

4 北海道開発局長 １級 十勝川水系 十勝川（とかちがわ） 北海道帯広市 十勝川河川敷多目的施設

5 北海道開発局長 １級 石狩川水系 豊平川（とよひらがわ） 北海道札幌市 豊平川ウォーターガーデン

6 北海道開発局長 １級 石狩川水系 石狩川（いしかりがわ） 北海道砂川市
砂川オアシスパーク（砂川遊水
地）

7 北海道開発局長 １級 網走川水系 網走川（あばしりがわ） 北海道網走市 網走湖呼人地域

8 東北地方整備局長 １級 最上川水系 置賜野川（おきたまのがわ） 山形県長井市
長井ダム及びダム湖周辺地区（飲
食店等）

9 東北地方整備局長 １級 名取川水系 名取川（なとりがわ） 宮城県名取市 閖上かわまちづくり

10 関東地方整備局長 １級 利根川水系
首都圏外郭放水路（しゅとけん
がいかくほうすいろ）

埼玉県春日部市 首都圏外郭放水路

11 関東地方整備局長 １級 相模川水系 宮ヶ瀬ダム（みやがせだむ） 神奈川県相模原市 宮ヶ瀬ダム

12 関東地方整備局長 １級 多摩川水系 多摩川（たまがわ） 東京都世田谷区 二子玉川駅周辺地区

13 関東地方整備局長 １級 利根川水系 八ッ場ダム（やんばだむ） 群馬県長野原町 八ッ場ダム

ne w 14 関東地方整備局長 １級 利根川水系 渡良瀬川（わたらせがわ） 栃木県足利市 本町緑地

15 群馬県知事 １級 利根川水系 利根川（とねがわ） 群馬県みなかみ町 道の駅「みなかみ水紀行館」周辺

16 埼玉県知事 １級 荒川水系 都幾川（ときがわ） 埼玉県ときがわ町 ときがわ町「川の広場」

17 埼玉県知事 １級 荒川水系 入間川（いるまがわ） 埼玉県飯能市 名栗弁天河原河川広場

18 埼玉県知事 １級 利根川水系
大落古利根川（おおおとしふる
とねがわ）

埼玉県春日部市 大落古利根川河川広場

19 埼玉県知事 １級 荒川水系 荒川（あらかわ） 埼玉県寄居町 かわせみ河原

20 埼玉県知事 １級 荒川水系 荒川（あらかわ） 埼玉県皆野町 親鼻橋河原河川広場

21 埼玉県知事 １級 利根川水系 神流川（かんながわ） 埼玉県神川町 秩父瀬神流パークバーベキュー場

22 埼玉県知事 １級 荒川水系 横瀬川（よこぜがわ） 埼玉県横瀬町 道の駅あしがくぼバーベキュー場

23 埼玉県知事 １級 荒川水系 入間川（いるまがわ） 埼玉県飯能市 飯能河原及び周辺

24 埼玉県知事 １級 荒川水系 都幾川（ときがわ） 埼玉県ときがわ町
都幾川河川敷（ときがわ町グラン
ピングプロジェクト）

25 埼玉県知事 １級 荒川水系 荒川（あらかわ） 埼玉県秩父市 秩父ジオグラビティパーク

26 埼玉県知事 １級 荒川水系 入間川（いるまがわ） 埼玉県狭山市
入間川河川敷中央公園(入間川に
こにこテラス）

27 埼玉県知事 １級 利根川水系 綾瀬川（あやせがわ） 埼玉県さいたま市 大門上池調節池底面広場

28 埼玉県知事 １級 利根川水系
大落古利根川（おおおとしふる
とねがわ）

埼玉県杉戸町 大落古利根川河畔

29 埼玉県知事 １級 荒川水系 槻川（つきかわ） 埼玉県嵐山町 嵐山渓谷バーベキュー場

河川名
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（令和５年３月末現在）

※「かわまちづくり計画」とは、「河川」と「まち」の活性化のため、景観、歴史などの「資源」や創意に富んだ「知恵」を活かし、
市町村、民間事業者及び地元住民と河川管理者の連携の下、実現性の高い水辺の整備・利用に係る取組みを定めた計画

主な利用形態 占用主体
準則第22第４項

各号の別

区域
指定日

かわまち

づくり計画
ページ

水辺空間 平取町長 第１号 H24.4.1 ○ 12

広場、イベント施設 音更町長 第１号 H28.4.19 ○ 14

広場、イベント施設 北海道知事、音更町長 第１号 R1.10.25 ○ 14

広場、イベント施設 帯広市長 第１号 R1.9.2 ○ 16

広場、イベント施設 札幌市長 第１号 R2.1.27 18

広場、イベント施設 砂川市長 第１号 R2.11.11 ○ 20

広場、イベント施設
オホーツク農山漁村活用体験型ツーリズ
ム推進協議会

第２号 R3.10.27 22

長井ダム周辺河川敷広場及び河川敷と一体
をなす船着き場等、飲食店、売店等

長井市長 第１号 R2.2.20 24

多目的広場、親水エリア、堤防天端道路及
び法面、遊歩道、船着場、河川防災ステー
ション

名取市長 第１号 R3.3.18 ○ 26

施設見学、広場 首都圏外郭放水路利活用協議会 第１号 H30.3.20 28

食品貯蔵、イベント及びオープンカフェな
ど

地域連携DMO　公益財団法人　宮ヶ瀬
ダム周辺振興財団

第１号 R2.4.8 32

飲食施設、アウトドアオフィスなど
都市再生推進法人  一般社団法人　二子
玉川エリアマネジメンツ

第１号 R3.2.5 34

イベント施設、船着場、売店等 長野原町長 第１号 R3.3.25 36

便益施設（飲食店、売店、駐車場、トイレ
等）、園路、広場、休養施設（休憩所
等）、その他の施設（展望台、集会所）

足利市長 第１号 R5.2.2 ○ 38

広場、イベント施設、オープンカフェ等 みなかみ町長 第１号 R1.5.30 ○ 40

バーベキュー場 ときがわ町長 第１号 H25.5.24 42

バーベキュー場 飯能市長 第１号 H25.5.24 44

オープンカフェ、イベント利用 春日部市長 第１号 H26.5.23 46

バーベキュー場 寄居町長 第１号 H26.5.23 48

バーベキュー場 皆野町長 第１号 H27.2.20 50

バーベキュー場 神川町長 第１号 H28.3.25 52

バーベキュー場 横瀬町長 第１号 H28.6.8 54

キャンプ場、バーベキュー場 飯能市長 第１号 H29.3.23 56

キャンプ場、バーベキュー場 ときがわ町長 第１号 H30.1.11 58

スカイウォーク、キャニオンスイング、
ジップライン、バンジージャンプ施設

秩父市長 第１号 H30.8.27 60

飲食店（オープンカフェ） 狭山市長 第１号 R1.5.31 62

イベント施設 さいたま市長 第１号 R2.4.1 ○ 64

広場、イベント施設 杉戸町長 第１号 R3.4.1 66

キャンプ場、バーベキュー場 嵐山町長 第１号 R3.6.15 68
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河川空間のオープン化活用事例（２）

No. 河川管理者 所在地 区域名称

30 埼玉県知事 １級 荒川水系 都幾川（ときがわ） 埼玉県ときがわ町 ときがわ町木のむらキャンプ場

31 千葉県知事 １級 利根川水系 新坂川（しんさかがわ） 千葉県松戸市 親水テラス等（新松戸地区）

32 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都台東区 隅田公園オープンカフェ

33 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都台東区 隅田川かわてらす®

34 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都台東区 隅田川かわてらす®

35 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都江東区 隅田川かわてらす®

36 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都墨田区 隅田川かわてらす®

37
東京都知事
墨田区長

１級 荒川水系
隅田川（すみだがわ）
北十間川（きたじゅっけんが
わ）

東京都台東区
東京都墨田区

すみだリバーウォーク

38 中央区長 １級 荒川水系 日本橋川（にほんばしがわ） 東京都中央区 日本橋川かわてらす®

39 江東区長 １級 荒川水系 大横川（おおよこがわ） 東京都江東区 大横川かわてらす

40 品川区長 ２級 目黒川水系 目黒川（めぐろがわ） 東京都品川区
区立大崎橋広場、区立五反田ふれ
あい水辺広場

41 渋谷区長 ２級 古川水系 渋谷川（しぶやがわ） 東京都渋谷区 渋谷リバーストリート

42 渋谷区長 ２級 古川水系 渋谷川（しぶやがわ） 東京都渋谷区 渋谷リバーストリート

43 墨田区長 １級 荒川水系
北十間川（きたじゅっけんが
わ）

東京都墨田区 北十間川親水テラス等

44 港区長 ２級 汐留川水系 汐留川（しおどめがわ） 東京都港区 竹芝地区

45 東京都知事 ２級 目黒川水系 目黒川（めぐろがわ） 東京都目黒区 目黒川船入場

46 東京都知事 １級 荒川水系 隅田川（すみだがわ） 東京都台東区 隅田川かわてらす®

ne w 47 神奈川県知事 １級 相模川水系 相模川（さがみがわ） 神奈川県厚木市 相模川三川合流点地区

48 山梨県知事 １級 富士川水系 早川（はやかわ） 山梨県早川町 早川町オートキャンプ場

49 山梨県知事 ２級 本栖湖水系 本栖湖（もとすこ） 山梨県富士河口湖町 本栖湖（富士河口湖町）

50 山梨県知事 ２級 精進湖水系 精進湖（しょうじこ） 山梨県富士河口湖町 精進湖

51 山梨県知事 ２級 西湖水系 西湖（さいこ） 山梨県富士河口湖町 西湖（桑留尾地区、前浜地区）

ne w 52 山梨県知事 ２級 本栖湖水系 本栖湖（もとすこ） 山梨県身延町 本栖湖（身延町）

53 北陸地方整備局長 １級 信濃川水系 信濃川（しなのがわ） 新潟県新潟市 信濃川やすらぎ堤

54 北陸地方整備局長 １級 信濃川水系 信濃川（しなのがわ） 新潟県三条市 三条防災ステーション周辺

55 新潟県知事 １級 信濃川水系 刈谷田川（かりやたがわ） 新潟県見附市 刈谷田川防災公園

56 新潟県知事 １級 信濃川水系 通船川（つうせんがわ） 新潟県新潟市 通船川河口の森区域

57 新潟県知事 １級 阿賀野川水系 阿賀野川（あがのがわ） 新潟県五泉市 咲花温泉地域

58 新潟県知事 １級 信濃川水系 魚野川（うおのがわ） 新潟県湯沢町 穴沢河川公園

河川名
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（令和５年３月末現在）

主な利用形態 占用主体
準則第22第４項

各号の別

区域
指定日

かわまち

づくり計画
ページ

キャンプ場、バーベキュー場 ときがわ町長 第１号 R3.12.17 70

川床 松戸市長 第１号 H29.10.23 72

オープンカフェ
タリーズ・コーヒー・ジャパン（株）
松竹（株）事業開発本部事業推進部

第２号 H24.12.10 ○ 74

川床 Nabeno-Ism（株） 第２号 H29.11.30 ○ 76

川床 （株）バルニバービ 第２号 H30.3.23 ○ 78

川床 （株）サンプラス 第２号 H30.12.12 ○ 80

川床 ヒューリック（株） 第２号 R2.4.24 ○ 82

遊歩道 東武鉄道（株） 第２号
R1.6.21
R2.1.29

84

川床 三井不動産（株） 第２号 H28.3.1 ○ 86

川床 未定 未定 H31.1.21 ○

広場 一般社団法人大崎エリアマネージメント 第２号 H30.4.1 88

広場、水景施設 渋谷区長 第１号 H24.11.9 90

広場、広場に係るファニチャー、鉄道の遺
構

渋谷区長、東京急行電鉄（株） 第１号
第２号 H30.3.30 90

飲食店、売店他
東武鉄道及び浅草・とうきょうスカイツ
リー駅間高架下開発計画出店者共同体

第２号 H31.3.25 ○ 92

①船着場
②河川教育・学習施設
（干潟）

都市再生推進法人
一般社団法人
竹芝エリアマネジメント

第１号 R1.10.1 94

広場、イベント施設等 目黒区長 第１号 R3.10.15 96

川床 （株）リバティネット 第３号 R4.1.12 ○ 98

広場、これらと一体をなすバーベキュー場
等

厚木市長 第１号 R4.11.28 100

キャンプ場 早川町長 第１号 H25.3.21 102

船舶係留施設、キャンプ場等 富士河口湖町長 第１号 H25.3.21 104

船舶係留施設、イベント施設等 富士河口湖町長 第１号 H26.3.25 106

船舶係留施設、キャンプ場等 富士河口湖町長 第１号 H31.3.1 108

船舶係留施設、キャンプ場等 身延町長 第１号 R5.3.1 110

広場、イベント施設 新潟市長 第１号 H28.2.25 ○ 112

広場、イベント施設 三条市長 第１号 H28.9.16 ○ 114

道の駅 新潟県見附市長 第１号 H24.10.26 ○ 116

舟小屋 （ＮＰＯ法人）新潟水辺の会 第２号 H25.3.19 ○ 118

イベントスペース 碧水荘、ホテル平左エ門 第２号 H28.1.22 120

イベントスペース （株）エンゼル 第２号 H31.3.22 122
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河川空間のオープン化活用事例（３）

No. 河川管理者 所在地 区域名称

59 新潟県知事 １級 信濃川水系 旧黒川（きゅうくろかわ） 新潟県長岡市 与板河川緑地

60 福井県知事 １級 九頭竜川水系 足羽川（あすわがわ） 福井県福井市 AQUAテラス

61 福井県知事 １級 九頭竜川水系 竹田川（たけだがわ） 福井県あわら市 竹田川河川公園

ne w 62 福井県知事 １級 北川水系 河内川（こうちがわ） 福井県若狭町 山座熊川OutdoorsBase

63 中部地方整備局長 １級 狩野川水系 狩野川（かのがわ） 静岡県沼津市 かのがわ風のテラス

64 中部地方整備局長 １級 大井川水系 大井川（おおいがわ） 静岡県島田市 蓬莱橋周辺地区

65 中部地方整備局長 １級 狩野川水系
狩野川（かのがわ）、大場川
（だいばがわ）

静岡県函南町 伊豆ゲートウェイ函南

66 中部地方整備局長 １級 矢作川水系 矢作川（やはぎがわ） 愛知県豊田市
矢作川「白浜・千石公園地区（コ
アエリア）と右岸地区」

67 中部地方整備局長 １級 狩野川水系 狩野川（かのがわ） 静岡県伊豆の国市 狩野川神島公園

68 中部地方整備局長 １級 木曽川水系 長良川（ながらがわ） 岐阜県岐阜市 長良川右岸プロムナードエリア

69 岐阜県知事 １級 神通川水系 高原川（たかはらがわ） 岐阜県飛驒市
ミズベリング in 神岡／ひだ神岡
夏まつり

70 岐阜県知事 １級 木曽川水系 粕川（かすがわ） 岐阜県揖斐川町 揖斐川町粕川イベント施設等

ne w 71 岐阜県知事 １級 木曽川水系 付知川（つけちがわ） 岐阜県中津川市 付知川付知町地区

72 静岡県知事 ２級 都田川水系 都田川（みやこだがわ） 静岡県浜松市 浜名湖舟運

73 愛知県知事 １級 矢作川水系 乙川（おとがわ） 愛知県岡崎市
乙川リバーフロントQURUWA戦
略地区

74 愛知県知事 ２級 日光川水系 蟹江川（かにえがわ） 愛知県蟹江町 蟹江川須成地区

75 名古屋市長 １級 庄内川水系 堀川（ほりかわ） 愛知県名古屋市 納屋橋地区

76 三重県知事 ２級 三滝川水系 三滝川（みたきがわ） 三重県四日市市 三滝川慈善橋市場

77 滋賀県知事 １級 淀川水系 琵琶湖（びわこ） 滋賀県高島市 白ひげ浜水泳場北部

78 滋賀県知事 １級 淀川水系 琵琶湖（びわこ） 滋賀県高島市 STAGEX高島前水泳場

79 滋賀県知事 １級 淀川水系 琵琶湖（びわこ） 滋賀県大津市 湖上TOWNMARKET

80 大阪府知事 １級 淀川水系 旧淀川（大川（おおかわ）） 大阪府大阪市 八軒家浜

81 大阪府知事 １級 淀川水系
旧淀川（堂島川（どうじまが
わ））

大阪府大阪市 中之島バンクス

82 大阪府知事 １級 淀川水系
旧淀川（堂島川（どうじまが
わ）・大川（おおかわ））、土
佐堀川（とさぼりがわ）

大阪府大阪市 中之島東部

83 大阪府知事 １級 淀川水系 土佐堀川（とさぼりがわ） 大阪府大阪市 北浜テラス

84 大阪府知事 １級 淀川水系
旧淀川（堂島川（どうじまが
わ））

大阪府大阪市 若松浜

85 大阪府知事 １級 淀川水系 箕面川（みのおがわ） 大阪府箕面市 箕面川床

86 大阪府知事 １級 淀川水系 尻無川（しりなしがわ） 大阪府大阪市 尻無川河川広場

87 大阪府知事 １級 淀川水系 旧淀川（安治川（あじがわ）） 大阪府大阪市 安治川右岸（船津橋下流）

河川名
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（令和５年３月末現在）

主な利用形態 占用主体
準則第22第４項

各号の別

区域
指定日

かわまち

づくり計画
ページ

イベント施設、売店 （株）与板BBQビール園 第２号 R2.3.31 124

イベント広場 まちづくり福井（株） 第１号 R2.6.1 126

広場、イベント施設等 あわら市長 第１号 R3.5.25 128

広場、イベント施設、船着場、船舶係留施
設等

若狭町長 第１号 R4.5.11 130

広場、イベント施設
沼津上土町周辺狩野川河川空間利用調整
協議会

第１号
H26.2.26
R3.3.25
（変更）

132

広場、イベント施設 島田市長 第１号
H29.3.23
R3.3.19
（変更）

○ 134

川の駅 函南町長 第１号 H30.2.1 ○ 136

広場、イベント施設 豊田市長 第１号
H30.3.26

R4.8.9
（変更）

○ 138

広場、自転車オフロードコース 伊豆の国市長 第１号 R2.3.13 ○ 140

イベント施設 岐阜市長 第１号 R3.3.19 ○ 142

イベント施設 飛騨市長 第１号 H30.6.11 144

イベント施設 揖斐川町長 第１号 H30.8.22 146

イベント関連施設等 中津川市長 第１号 R4.12.14 148

遊覧船事業
湖西市、（NPO法人）浜名湖観光地域
づくり協議会、浜名漁業協同組合、浜名
湖遊覧船（株）、奥浜名湖商工会

第１号
第２号 H25.9.30 150

広場、オープンカフェ
乙川リバーフロント地区かわまちづくり
協議会

第１号 H27.11.26 ○ 152

遊歩道、船着場、船舶係留施設 蟹江町長 第1号 R2.3.27 ○ 154

オープンカフェ、イベント利用、公共コ
ミュニティサイクルステーション

（公益財団法人）なごや建設事業サービ
ス財団

第１号 H24.3.1 156

広場、売店 四日市市長 第１号 H27.9.25 160

ウォーターパーク 有限会社藤丸 第２号 H30.6.22 162

水泳場 光亜興産（株） 第２号 R3.6.30 164

湖上カフェ、湖上ステージ 琵琶湖畔利活用運営委員会 第２号 R3.9.29 166

川の駅はちけんや （NPO法人）大阪水上安全協会 第１号 H23.7.15 ○ 168

船着場、水上食事施設
（公益財団法人）大阪府都市整備推進セ
ンター

第１号 H24.3.26 ○ 170

中之島公園、レストラン 大阪市長 第１号 H24.3.26 ○ 172

川床 北浜水辺協議会 第２号 H24.3.26 ○ 174

リバークルーズ、レストラン （株）ケー・エキスプレス 第２号 H24.7.19 ○ 176

イベント施設、川床 箕面市観光協会 第１号 H24.3.26 ○ 178

広場、イベント施設、レストラン 大阪市大正区長 第１号 H27.2.23 ○ 180

海の駅 大阪市福島区長 第１号 H28.2.19 ○ 182
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河川空間のオープン化活用事例（4）

No. 河川管理者 所在地 区域名称

88 大阪府知事 １級 大和川水系 西除川（にしよけがわ） 大阪府大阪狭山市 狭山池

89 大阪府知事 １級 淀川水系 旧淀川（安治川（あじがわ）） 大阪府大阪市 安治川右岸（桜島入堀上流）

90 大阪市長 １級 淀川水系 道頓堀川（どうとんぼりがわ） 大阪府大阪市
水辺遊歩道「とんぼりリバー
ウォーク」

91 大阪市長 １級 淀川水系
東横堀川（ひがしよこぼりが
わ）

大阪府大阪市 β本町橋

92 堺市長 ２級 内川水系 内川（うちかわ） 大阪府堺市
内川（堺駅南歩道橋から南蛮橋）
右岸

93 兵庫県知事 ２級 夢前川水系 夢前川（ゆめさきがわ） 兵庫県姫路市 姫路市夢前町山之内地区

94 兵庫県知事 ２級 武庫川水系 有馬川（ありまがわ） 兵庫県神戸市 有馬川親水広場等

95 中国地方整備局長 １級 吉井川水系 吉井川（よしいがわ） 岡山県和気町 吉井川河川公園の休憩所

96 中国地方整備局長 １級 太田川水系 元安川（もとやすがわ） 広島県広島市
水辺のコンサート、水辺のオープ
ンカフェ

97 中国地方整備局長 １級 太田川水系 太田川（おおたがわ） 広島県広島市 太田川放水路泊地

98 中国地方整備局長 １級 太田川水系 元安川（もとやすがわ） 広島県広島市 かき船

99 中国地方整備局長 １級 旭川水系 旭川（あさひがわ） 岡山県岡山市 石山公園周辺イベント施設群

100 中国地方整備局長 １級 旭川水系 旭川（あさひがわ） 岡山県岡山市 旭川岡山京橋クルーズ

101 中国地方整備局長 １級 太田川水系 旧太田川（きゅうおおたがわ） 広島県広島市 基町環境護岸

102 中国地方整備局長 １級 芦田川水系 芦田川（あしだがわ） 広島県福山市 芦田川緑地かわまち広場

103 広島県知事 １級 太田川水系 京橋川（きょうばしがわ） 広島県広島市 水辺のオープンカフェ

104 広島県知事 １級 太田川水系 猿猴川（えんこうがわ） 広島県広島市 イベント広場等

105 山口県知事 ２級 深川川水系
深川川（ふかわがわ）、大寧寺
川（だいねいじがわ）

山口県長門市 長門湯本温泉街川床テラス等

106 徳島県知事 １級 吉野川水系 新町川（しんまちがわ） 徳島県徳島市 ひょうたん島遊覧船

107 九州地方整備局長 １級 球磨川水系
川辺川（かわべがわ）、五木小
川（いつきおがわ）

熊本県五木村 川辺川ダム水没予定地

108 九州地方整備局長 １級 五ヶ瀬川水系 大瀬川（おおせがわ） 宮崎県延岡市 大貫かわまち交流広場

109 九州地方整備局長 １級 筑後川水系 筑後川（ちくごがわ） 大分県日田市 竹田公園沿い河川敷広場

110 九州地方整備局長 １級 本明川水系 本明川（ほんみょうがわ） 長崎県諫早市 本明川河川敷（高来地域）

111 九州地方整備局長 １級 菊池川水系 迫間川（はざまがわ） 熊本県菊池市 竜門ダムキャンプ場

112 九州地方整備局長 １級 白川水系 白川（しらかわ） 熊本県熊本市 白川「緑の区間」

ne w 113 九州地方整備局長 １級 遠賀川水系 犬鳴川（いぬなきがわ） 福岡県宮若市 犬鳴川河川公園

ne w 114 九州地方整備局長 １級 遠賀川水系
遠賀川（おんががわ）、
彦山川（ひこさんがわ）

福岡県直方市 直方リバーサイドパーク

ne w 115 九州地方整備局長 １級 遠賀川水系 遠賀川（おんががわ） 福岡県直方市 植木桜づつみ公園

116 福岡県知事 ２級 那珂川水系
那珂川（なかがわ）、薬院新川
（やくいんしんかわ）

福岡県福岡市 オープンカフェ

河川名
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（令和５年３月末現在）

主な利用形態 占用主体
準則第22第４項

各号の別
区域

指定日

かわまち

づくり計画
ページ

広場、イベント施設 大阪狭山市長 第１号 H29.3.31 184

広場、イベント施設
（公益財団法人）大阪府都市整備推進セ
ンター

第１号 R4.3.7 186

水辺遊歩道 南海電気鉄道（株） 第１号 H24.4.1 ○ 188

イベント施設、売店 β本町橋共同事業体 第２号 R3.6.1 ○ 192

広場、イベント施設 堺市長 第１号 R2.3.30 194

広場 姫路市長 第１号 H29.9.7 196

広場 有馬温泉まちづくり基本計画実行委員会 第１号 R2.6.1 ○ 198

広場、飲食店 和気町長 第１号 H25.6.3 ○ 200

イベント施設、オープンカフェ 水の都ひろしま推進協議会 第１号 H24.3.27 ○ 202

カヌー体験教室、カヌー保管庫 広島市長 第１号 H25.10.16 206

船上食事施設 （株）かなわ 第２号 H26.11.28 208

オープンカフェ、休憩施設、船着場
岡山市長、株式会社おかやま旭川遊覧ク
ルーズ、カヌーパークOKAYAMA

第１号
第２号 R2.4.20 ○ 210

船着場 （株）岡山京橋クルーズ 第２号 R3.2.15 ○ 212

イベント施設 River Do!基町川辺コンソーシアム 第２号 R3.4.23 214

イベント施設 福山市長 第１号 R4.2.9 ○ 216

オープンカフェ 水の都ひろしま推進協議会 第１号 H23.4.12 ○ 218

広場、イベント施設 広島駅周辺地区まちづくり協議会 第１号
H29.8.18
R3.5.26

○ 220

川床 長門湯本オソト活用協議会 第２号 H30.10.23 222

広場、イベント施設
徳島市長、（ＮＰＯ法人）新町川を守る
会

第１号
第２号 H24.12.25 ○ 224

広場、バンジージャンプ施設、観光農園、
キャンプ場

五木村長 第１号 H27.2.23 226

広場、飲食店、売店、バーベキュー場 延岡市長 第１号 H28.11.30 ○ 228

広場、飲食店、鮎やな 日田市長 第１号 H29.3.29 230

そば畑・フラワーゾーン 諫早市長 第１号 R3.8.10 232

広場、キャンプ場 菊池市長 第１号 R4.1.28 234

広場、売店 白川「緑の区間」利活用推進協議会 第１号 R4.2.10 236

広場、イベント施設、遊歩道、出店、キッ
チンカー等

宮若市長 第１号 R5.3.8 238

広場、イベント施設、遊歩道、カヌー乗り
場、オートキャンプ場、売店、キ ッチン
カー等

直方市長 第１号 R5.3.8 240

広場、イベント施設、遊歩道、バーべ
キュー場、売店、キッチンカー等

直方市長 第１号 R5.3.8 242

広場、オープンカフェ 福岡市長 第１号 H24.4.1 ○ 244
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1．北海道平取町（一級河川 沙流川）

区域名称 平取地域イオル再生事業

概要

河川敷地に水辺空間を整備し、周辺のイオル（アイヌの伝統的生活空
間）の森等と一体となったアイヌ文化の伝承の場を創出、文化の薫り
高いまちづくりを促進。

アイヌ文化有用植物の栽培、文化の伝承・体験・交流空間の整備。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・沙流川水系・沙流川

指定範囲 平取町親水公園～平取橋

指定日 Ｈ２4.4.1

占用主体 平取町長

占用施設 水辺空間及びこれと一体をなす施設

合意方法 沙流川流域イオル構想平取町推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
北海道開発局ＨＰ
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g70000008l
ty.html

位 置

びらとりちょう さるがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 伝統料理の材料となる穀物を栽培し、他の場所で採れた穀物も含め、アイヌ

の伝統料理体験を継続して実施。

• アイヌ文化伝承に必要な自然素材を確保し、伝承活動を通じて、多くの方に

アイヌ文化を知ってもらう。

• 地域に息づくアイヌ文化を全道・全国、世界に向けて発信。

水辺の様子

平取地域イオル再生事業で
行われている収穫への儀礼

アイヌ文化有用植物の収穫
（ヨシ、ガマ、雑穀等）

事業スキーム

河川管理者

地域関係団体、行政

沙流川流域イオル構想平取町推進協議会（地域の合意）

許可申請

連絡・調整
占用主体【平取町長】

占用許可

整備後 （R４.9.2撮影）
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H28.4.19指定

2・3．北海道音更町（一級河川 十勝川）

区域名称 十勝川温泉（アクアパーク・エコロジーパーク）

概要

十勝川温泉地区の都市再生整備計画事業と連携し、水辺空間を活かし
た賑わいの創出や魅力あるまちづくりを推進。

オープンカフェや十勝川を活用した自然体験活動を通じて、地域の賑
わいや活性化が期待される。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・十勝川水系・十勝川

指定範囲 河東郡音更町十勝川温泉北７丁目～南１９丁目５－３地先

指定日 H28.4.19、R1.10.25（追加指定）

占用主体 北海道知事、音更町長

占用施設
広場、イベント施設、その他都市及び地域の再生等のために利用する
施設（公園緑地）、これらと一体をなす売店・照明・音響施設等

合意方法 十勝川温泉地区河川利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

北海道開発局ＨＰ
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g70000008l
ty.html

位 置

おとふけちょう とかちがわ

R1.10.25指定

地図データ 国土地理院地図
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効果と今後の展開

北海道十勝を代表する十勝川温泉地区において、四季折々の豊かな十勝川の魅力を伝え、
地域の水辺の賑わいあるまちづくりを形成するため以下のイベントを都市・地域再生等利
用区域で行う予定です。
・夏季：フットパスイベント、自然観察等イベント
・冬季：スノーラフティング、スノートレッキング
※上記イベントと一体をなす飲食販売の実施
アクアパークに加えてエコロジーパークを追加指定することで、両区域が連携して様々

なイベントを開催し、十勝の観光振興の更なる促進と交流人口増加を目指していきます。

十勝川温泉地区
（都市再生整備計画事業）

都市・地域再生等利用区域
（指定区域）

十勝川

つながり

十勝川温泉地区

十勝エコロジーパーク

事業スキーム

水辺の様子
オープンカフェ

多彩なアウトドア体験メニューを提供
(十勝川ワシ観察クルーズの様子)

河川管理者

十勝川温泉観光振興協議会、行政

十勝川温泉地区河川利用調整協議会（地域の合意）

許可申請

連絡・調整
【占用主体】北海道知事・音更町長

占用許可

施設使用者

使用契約

利用者選定・調整

※占用者以外の施設利用については検討中
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４．北海道帯広市（一級河川 十勝川）

区域名称 十勝川河川敷多目的施設

概要

帯広市新総合体育館の供用開始に合わせ、多様な市民が交流し賑わう
場として水辺空間を活用していくため、体育館と連携したイベント等
を展開していく。各種イベントやオープンカフェの実施により、地域
の活性化が期待される。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・十勝川水系・十勝川

指定範囲 帯広市西５条北５丁目１－１～東6条北１丁目２地先

指定日 R１.９.２

占用主体 帯広市長

占用施設
広場、イベント施設、その他都市及び地域の再生等のために利用する
施設（公園緑地）、これらと一体をなす売店・照明・音響施設等

合意方法 帯広市かわまちづくり協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
北海道開発局ＨＰ
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g70000008l
ty.html

位 置

おびひろし とかちがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

帯広市新総合体育館と連携し、スポーツや観光を通じた多様な市民が交流し賑わう場と
して河川空間を利活用していくため、以下のイベントを展開していく予定です。
・河川敷を利用したスポーツイベント（マラソン、クロスカントリーなど）
・体育館と連携したイベント（各種スポーツ大会、コンサート）
・その他花火大会などのイベント
※上記イベントと一体をなす飲食販売の実施
一年間を通じて様々なイベントを展開することにより、地域活性化と交流人口増加を目

指していきます。

事業スキーム

水辺の様子
各ゾーンにおいて様々なイベントを開催

河川管理者

帯広市体育連盟、帯広商工会議所、町内会、行政

帯広市かわまちづくり協議会（地域の合意）

許可申請

連絡・調整
【占用主体】帯広市長

占用許可

アウトドアゾーン

親水ゾーン

イベントゾーン

パークゾーン

帯広市総合体育館

施設使用者
利用者選定・調整

※占用者以外の施設利用については検討中

使用契約
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５．北海道札幌市（一級河川 豊平川）

区域名称 豊平川ウォーターガーデン

概要
札幌市の公園緑地「豊平川ウォーターガーデン」を中心として、自然
とのふれあいの場や子育ての場としての機能充実と利活用促進を図る
ため、環境教育等のイベント開催、飲食物の販売等を実施する。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・石狩川水系・豊平川

指定範囲
札幌市中央区南２６条西７丁目３９５－９～

南区南３０条西８丁目５１０－１地先

指定日 R2.１.２７

占用主体 札幌市長

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道その他都市及び地域の再生等のために利
用する施設（公園緑地）、これらと一体をなす飲食店・売店・オープ
ンカフェ・照明音響施設・日よけ等

合意方法 豊平川利活用協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
北海道開発局ＨＰ
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g70000008l
ty.html

位 置

さっぽろし とよひらがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

・「豊平川ウォーターガーデン」には、遊水路や遊具が設置され、夏には多くの家族連れ
が訪れる。
・環境教育イベントの開催や民間事業者との連携による飲食物等の販売、休憩施設等の利
便施設の充実により、レクリエーション・レジャー空間としての利用促進を図る。

事業スキーム

水辺の様子

水遊び

地域の合意

施設使用者（指定管理者または国・地方公共団体）

使用契約（都市公園）

河川管理者

豊平川利活用協議会

札幌市、河川管理者、
公益社団法人札幌市子ども会育成連合会など

許可申請

【占用主体】札幌市長

占用許可

施設使用者との
使用契約、施設
利用計画等につ
いて確認

キッチンカー
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６．北海道砂川市（一級河川 石狩川）

区域名称 砂川オアシスパーク（砂川遊水地）

概要

地域の観光資源を情報発信するとともに河川空間を有効活用し、レク
リエーション・レジャー空間として砂川オアシスパーク地区の魅力を
高めていく。また、既存イベントと連携し、新たなアクティビティの
運営や飲食物の提供、物品販売などを行い、観光交流の促進・産業振
興のさらなる発展を目指す。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・石狩川水系・石狩川

指定範囲 砂川遊水地内

指定日 R2.11.11

占用主体 砂川市長

占用施設
広場、イベント施設、その他都市及び地域の再生等のために利用する
施設（公園緑地）、これらと一体をなす売店・照明・音響施設等

合意方法 オアシスパークからゆめまちづくり協議会

許可期間 １０年

関連ＵＲＬ

北海道開発局ＨＰ
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g7000000
8lty.html
砂川市HP
https://www.city.sunagawa.hokkaido.jp/kankou/oasis_park.h
tml

すながわし いしかりがわ

位 置位 置

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

事業スキーム事業スキーム

地域の合意

施設使用者
選定

使用契約

河川管理者

オアシスパークからゆめまちづくり協議会

（地域関係団体、砂川市、河川管理者）

許可申請

【占用主体】砂川市長

占用許可

水辺の様子水辺の様子

・ SNS等による情報発信の強化を図り事業者の拡大を図る。
・ 既存イベントの他に民間団体が主導するイベント（ウィンドサーフィン・水上バイク・
釣り・サイクリング・スイートマラニック・各種スポーツ・ミニフェス等）開催の場と

してより認知度を高め利用促進を図る。

スイートマラニック

アイスカルーセル

令和４年７月１６・１７日 The祭り

ワカサギ釣り
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７．北海道網走市（一級河川 網走川）

区域名称 網走湖呼人地域

概要

オホーツク管内網走市呼人地域の豊かな自然環境を生かしたカヤック
ツアーなどの体験型ツーリズム事業の実施により、水辺とまちを繋ぐ
観光拠点として網走川沿いの賑わいを創出し、地域活性化を推進する
ことを目指す。

河川管理者 北海道開発局長

水系名・河川名 １級・網走川水系・網走川

指定範囲 網走市字呼人839地先

指定日 R3.10.27

占用主体 オホーツク農山漁村活用体験型ツーリズム推進協議会

占用施設
広場、イベント施設、船着場、これらと一体をなす飲食店、売店、
オープンカフェ、広告板、照明、切符売場、案内所、その他都市及び
地域の再生等のために利用する施設

合意方法 呼人地域網走湖畔利用調整協議会

許可期間 １０年

関連ＵＲＬ

北海道開発局HP

https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/kengyou/ud49g70000008l
ty.html

位 置

位 置位 置

あばしりし あばしりがわ

地図データ 国土地理院

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・アドベンチャーツーリズムの開発や、地域の食資源を活用した観光を推進する拠点と

して期待されている。

・地域の活性化に向けた観光体験事業のさらなる発展及び事業を支える人材育成。

体験型事業例：地元食材を使ったお豆腐・ピザ・郷土料理作り体験、カヤックツアー、

冬季のわかさぎ釣り、ファットバイク等 ※事業に伴う飲食物販売も実施。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

ファットバイク

カヤック

氷上スノーダッキー

カヤックガイド育成教室

【占用主体】
オホーツク農山漁村活用体験型

ツーリズム推進協議会

河川管理者

呼人地域網走湖畔利用調整協議会

（地域関係団体、網走市、河川管理者）占用許可許可申請

地域の合意

ピザ作り体験
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8．山形県長井市（一級河川 置賜野川）

区域名称 長井ダム及びダム湖周辺地区（飲食店等）

概要
観光振興計画の中で長井ダムを「水の観光の拠点」として位置づけ、
民間事業による本格運営を行い、一層の賑わいを創出する。

河川管理者 東北地方整備局長

水系名・河川名 １級・最上川水系・置賜野川

指定範囲 ダム及びダム湖周辺

指定日 R2.2.20

占用主体 長井市長

占用施設

①ダム下流広場、エレベーター塔ほか

②船庫展示室、船庫展示室前広場

③折草沢管理用通路

④合地沢湖面広場

合意方法 協議会（長井ダム水源地域ビジョン推進会議）

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

東北地方整備局ＨＰ
https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00037/k00290/river-
hp/kasen/HPrenewal_2/Homepage%20Builder%20Version%2021%20SP/tmp
/openka/open.pdf

長井市ＨＰ
https://www.city.nagai.yamagata.jp/soshiki/chiikidukuri/1/2/7727.html

位 置

ながいし おきたまのがわ

①
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効果と今後の展開

• 長井ダム湖を活用した「水陸両用バス運行事業」をはじめとする「水を活

かした観光振興」を推進し、水辺の賑わいを創出。

• 飲食物の提供や物品販売により、一層の賑わいの創出を図る。

水辺の様子

事業スキーム
水陸両用バス運行状況

ゴムボートツーリング

ダム下流広場の状況

河川管理者（最上川ダム統合管理事務所）

許可申請

事業者（施設使用者）

占用許可

施設利用料使用契約公募・選定

占用主体（長井市長）

地元団体代表、地域住
民、行政（山形県、長
井市）、河川管理者

長井ダム水源地域
ビジョン推進会議

意見聴取

飲食物の提供（フルーツタルト店）

ダム見学状況
（クロスギャラリー
イルミネーション）

水上自転車による
湖面サイクリング
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9．宮城県名取市（一級河川 名取川）

区域名称 閖上かわまちづくり

概要

水辺のあるまちの特徴を活かし水辺空間と一体となった賑わいのある
まちづくりを実現するため、民間事業者と連携し、名取川河口部の良
好な景観を活かし、観光振興による地域活性化を図り、さらなる水辺
の賑わいを創出する。

河川管理者 東北地方整備局長

水系名・河川名 １級・名取川水系・名取川

指定範囲 名取市閖上柳原下地先～閖上２丁目地先

指定日 R3.3.18

占用主体 名取市長

占用施設 名取川右岸河川敷及び河川敷と一体となす船着場等

合意方法 閖上地区まちづくり協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

名取市観光物産協会ＨＰ

https://www.kankou.natori.miyagi.jp/news/8058

かわまちてらす閖上HP

https://kawamachi-terasu.jp

位 置

なとりし なとりがわ

位 置位 置
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効果と今後の展開

• 河川空間を活かした賑わいの拠点が創出されたことにより、交流人口が拡

大し、魅力あるまちづくりに寄与。

• 水辺を地域の資源として十分活用し、各事業及び事業間の連携により、さ

らなる閖上地区の観光振興そして地域活性化を図る。

水辺の様子

事業スキーム

水辺のオープンカフェ

河川管理者（仙台河川国道事務所）

許可申請

事業者（施設使用者）

占用許可

施設使用契約公募・選定

占用主体（名取市長）

地域住民、事業団体、
行政（名取市）、河
川管理者

心地よい「閖上かわ
まちエリア」の保全
と活用のための会議

地域の合意

河川空間の利用の様子

SUPを体験、川遊びを
満喫する子供たち

利用者数

かわまちてらす閖上

（商業施設）来客者数

（千人）

Ｒ３年度 Ｒ４年度

４３３ ４９４

Ｒ２年度

４７５

周遊船運航状況
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10．埼玉県春日部市（一級河川 首都圏外郭放水路）

区域名称 首都圏外郭放水路

概要

首都圏外郭放水路については、広く一般の方に「施設の役割」や
「治水に関する事業効果」について情報発信を行うことにより、防災
意識の向上を図ると共に、治水事業等に対する理解を深めてもらい、
今後の国土交通行政の円滑な推進を図ることを目的として、見学会を
開催している。
施設内にある体験型広報施設「龍Q館」、多目的広場等についても、

春日部市民の憩いの場所等として、重要な役割を担っており、有効に
利用されている。
今後の利活用に向けての仕組みづくりとして、民間開放による魅力

あるコンテンツと地域連携の積極的な活用を進めていく。

河川管理者 関東地方整備局長

水系名・河川
名

１級・利根川水系・首都圏外郭放水路（しゅとけんがいかくほうすいろ）

指定範囲 埼玉県春日部市上金崎720

指定日 H30.3.20（R3.6.29最終変更)

占用主体 首都圏外郭放水路利活用協議会

占用施設

１）調圧水槽
２）首都圏外郭放水路管理支所（操作室）
３）龍Q館（エントランス、会議室、展示室説明室、地底体感ホール等）
４）多目的広場
５）庄和排水機場
６）第一立坑
７）第二立坑（換気棟含む）
８）第三立坑（中川流入施設、管理棟トイレ、発電機室含む）
９）第四立坑（換気設備棟含む）
１０）第五立坑（電気室トイレ含む）
１１）第一工区～第四工区トンネル及び連絡トンネル
１２）調圧水槽最奥部（インペラ）、通路、階段
１３）上記施設と一体をなす照明・音響施設等
１４）上記施設と一体をなすオープンカフェ、飲食店、売店等

合意方法 首都圏外郭放水路利活用協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
関東地方整備局江戸川河川事務所ＨＰ

http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00845.html

かすかべし しゅとけんがいかくほうすいろ
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事業スキーム

①協議会構成メンバー 会長：春日部市副市長
委員：春日部商工会議所副会頭、庄和商工会副会長、春日部市観光協会副会長、

国土交通省関東地方整備局江戸川河川事務所長
②協議会等の役割 協議会は、首都圏外郭放水路のさらなる利活用及び地域の活性化を進めるための

ルール作りや準備を行う占用主体であり、具体的に民間活力による利活用を担うの
が運営主体である東武トップツアーズ（株）である。

位 置

都市・地域再生等利用区域
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水辺の様子

利用者数

17,731人 18,502人 19,512人

44,707人

54,333人

21,571人

34,454人

54,624人

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

見学会参加者数

※R2.3.2より新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止していたが、R2.7.15より一部再開。

(年度）

調圧水槽

＊立坑（キャットウォーク） ポンプ室

インペラ
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効果と今後の展開

社会実験見学会は、平成31年３月より第２弾として魅力をより「深く」体感
できるよう、それぞれ魅力・見学時間の異なる全３コースを実施してきたが、令
和３年７月から新たに「インペラ探検コース」を設定し、全４コースとなった。
新型コロナウイルスの蔓延により令和2年3月2日から令和2年7月14日まで

の期間に一時休止もあり見学会参加者が減少したが、令和2年7月15日の再開後
は、徐々に見学会参加者も増え、R4には、新型コロナウィルス蔓延前の水準ま
で回復している。
インフラツーリズムが急増している現状の中で、今後、テレビなどの各種メ

ディアからの注目もさらに高まることが見込まれる。
そうした状況を受け、引き続き安全対策を行いつつ、見学会の運営主体と協力

しながら、さらなる見学コースの拡大など、様々な取り組みの企画・検討を行っ
ていく。

令和2年7月15日再開時の状況令和３年7月「インペラ探検コース」誕生
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11．神奈川県相模原市（一級河川 宮ヶ瀬ダム）

区域名称 宮ヶ瀬ダム

概要
宮ヶ瀬湖周辺ＤＭＯ推進について実施する地域活性化事業として、多
様な関係者との連携・協力の熟知を高め、マネージメント力を発揮し、
事業者や地域がＷｉｎ-Ｗｉｎの関係を構築できる取組の推進を図る。

河川管理者 関東地方整備局長

水系名・河川名 １級・相模川水系・宮ヶ瀬ダム

指定範囲 神奈川県相模原市緑区青山字南山2145ー50

指定日 R2.4.8

占用主体 地域連携DMO 公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団

占用施設

①水とエネルギー館進入路及び駐車場

②水とエネルギー館前広場

③ダム天端通路

④ダム下広場

⑤堤体右岸管理用階段

⑥堤体内（エレベーター及び監査路の一部）

⑦インクライン

⑧桟橋

⑨上記施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、照明・音響施設、切符売
場等

合意方法 宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
相模川水系広域ダム管理事務所HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/sagami00623.html

さがみはらし みやがせ

位 置位 置

32

https://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/sagami00623.html


効果と今後の展開効果と今後の展開

・今後も監査廊等宮ヶ瀬ダム施設の利活用について、様々な利活用方法や

関連イベントの実施について、ネットワーク会議等において検討を続け

ていく。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

【占用主体】
地域連携ＤＭＯ

【(公財)宮ヶ瀬ダム周辺振興財団】

【ダム管理者】
相模川水系広域ダム管理

事務所

占用料
許可申請

神奈川県

占用許可

【地域の合意(水辺利用調整協議会)】
宮ヶ瀬湖水源地域ビジョン推進協議会
宮ヶ瀬湖水源地ビジョン推進会議

【施設使用者】
各民間事業者等

（ＤＭＯ連携事業者を主と
する）

施設利用料

使用契約

意見・調整・承認

宮ヶ瀬ダム監査路内貯蔵状況

宮ヶ瀬ダム監査廊において厚木市の蔵元の酒蔵として活用し、ダム貯蔵
酒として販売。
地域名産品のブランディングを図ることで、来訪者の増、情報発信、事
業者同士のきっかけを作っていく。

①ブレイクギャラリー ②左岸リムトンネル

33



12．東京都世田谷区（一級河川 多摩川）
せたがやく たまがわ

区域名称 二子玉川駅周辺地区

概要

水辺のにぎわいを創出するとともに、人々の交流・懇親の機会と場
を創出すること、また、貴重な自然環境を活かし、新常態に即した柔
軟な働き方を創出することを目的に飲食店・売店事業、アウトドアオ
フィス事業の実施をし、持続的な発展を遂げるまちづくりを目指す。

河川管理者 関東地方整備局長

水系名・河川名 １級・多摩川水系・多摩川

指定範囲 東京都世田谷区玉川３丁目地先・鎌田１丁目地先

指定日 R3.2.5（指定）、R5.3.3（変更）

占用主体 都市再生推進法人「一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツ」

占用施設
広場と一体をなす
①飲食施設(キッチンカー・テント・テーブル・椅子等)
②アウトドアオフィス（テント・テーブル・椅子等）

合意方法 都市再生整備計画の位置づけ

許可期間 3年

関連ＵＲＬ

京浜河川事務所HP https://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin01247.html

世田谷区HP

https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/sumai/003/002/003/d00139408.html

一般社団法人二子玉川エリアマネジメンツHP https://futako.org/

位 置位 置
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水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

効果と今後の展開効果と今後の展開

・まち、都市公園、河川敷が一体となった地域のにぎわいの創出を図る。

（既存の商店街、商業施設、複合施設と自然環境の調和によるにぎわい創出）

・自然災害のリスクのある地区において地域住民の防災意識と自然環境の

保全意識の向上を図る。

【河川管理者】
京浜河川事務所

【占用主体】
一般社団法人

二子玉川エリアマネジメンツ
（都市再生推進法人）

公園管理者

飲食店・売店事業
アウトドアオフィス事業

占用
許可

許可
申請

二子玉川エリアマネジメンツ
協議会

構成：玉川町会
（玉川１～４丁目）
二子玉川商店街振興組合
東急（株）
東神開発（株）等

地域の合意

使用
許可

許可
申請

提案

都市再生整備計画

策定

※アウトドアオフィス事業は、
当面の間、占用主体が事業者
として運用。

都市再生推進法人
支援担当所管

【世田谷区】

使用契約

施設使用料

事業者

出店者、利用者

調整出店料
利用料

兵庫島公園の使用
がある場合

水辺にキッチンカーのある風景を毎週末に創出水辺にキッチンカーのある風景を毎週末に創出 焚火を囲むミーティングコーナー（アウトドアオフィス事業）焚火を囲むミーティングコーナー（アウトドアオフィス事業）

⒞小林直子
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13．群馬県長野原町（一級河川 八ッ場ダム）
ながのはらまち やんば

区域名称 八ッ場ダム

概要
八ッ場ダムや八ッ場あがつま湖の周辺地域で既存の観光資源や新たに
整備した地域振興施設等の更なる利活用を図りダムの役割の発信や地
域振興を図る。

河川管理者 関東地方整備局長

水系名・河川名 １級・利根川水系・八ッ場ダム

指定範囲 一級河川利根川水系八ッ場ダムで「位置」に示す区域

指定日 R3.3.25（R4.3.14最終変更)

占用主体 長野原町長

占用施設

①ダムサイトエリア堤体（天端、フーチング階段、左岸堤体下流面、エレベータ、監査
廊）、下流広場、ダムサイト広場（広場、駐車場、管理棟）、リムトンネル
②八ッ場大橋エリア八ッ場大橋（湖面上空利用）
③川原畑湖岸エリア川原畑湖岸（桜植樹範囲）
④川原湯温泉駅エリア川原湯ＢＢＱキャンプ場（河川広場）、湖面進入路
⑤林ふるさと公園エリア林ふるさと公園、湖面進入路
⑥八ッ場湖の駅丸岩周辺エリア湖面進入路
⑦長野原さくら公園エリア長野原さくら公園"

合意方法 八ッ場ダム水源地域ビジョン協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

長野原町HP

https://www.town.naganohara.gunma.jp/www/index.html

一般財団法人つなぐカンパニーながのはらHP

https://tsunacom.or.jp/

位 置位 置
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水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

効果と今後の展開効果と今後の展開

・ダム堤体や水陸両用バス・観光船の運行、キャンプ場等の地域振興施設の

利活用を図っている。また、ダムサイトエリアを利用したキッチンカーの出

店、日本酒の貯蔵など、更なる賑わいの創造や地域活性化を目指していく。

バンジージャンプ 水陸両用バス 観光船

リムトンネルを利用した日本酒の貯蔵
キッチンカーの出店

キャンプ場・BBQ

飲食提供及び物販
販売（やんば茶屋）

ダム見学ツアー
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14．栃木県足利市（一級河川 渡良瀬川）

区域名称 本町緑地

概要

市民や来訪者等の憩いの場として、河川敷の魅力をより一層高め、ま

ちと川を繋ぎ、地域のにぎわいを創出する施設として民間活力による

飲食店等を中心とした公園施設整備を予定。

河川管理者 関東地方整備局長

水系名・河川名 １級・利根川水系・渡良瀬川

指定範囲 栃木県足利市栄町２丁目地先

指定日 R5.2.2

占用主体 足利市長

占用施設

１）便益施設（飲食店、売店、駐車場、トイレ等）

２）園路、広場

３）休養施設（休憩所等）

４）その他の施設（展望台、集会所）

合意方法 都市再生整備計画

許可期間 準備中

関連ＵＲＬ
渡良瀬川河川事務所HP

https://www.ktr.mlit.go.jp/watarase/watarase_index021.html

位 置
位 置位 置

あしかがし わたらせがわ
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・市民や観光客、サイクリストが滞在できる魅力的な緑地となるよう、民間事業者の資

金やノウハウを有効に活用した施設整備及び管理運営を行うことにより、渡良瀬川河

川敷の憩いの増進、賑わいの創出を目指す。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

【占用主体】
足利市長

【河川管理者】
渡良瀬川河川事務所

許可申請 占用許可

都市再生整備計画

【民間事業者】
公募設置管理制度

（Park-PFI）により選定施設使用料

基本協定

地域の合意

整備イメージ
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15．群馬県みなかみ町（一級河川 利根川）

区域名称 道の駅「みなかみ水紀行館」周辺

概要
道の駅「みなかみ水紀行館」と清流公園、利根川を一つのエリアとし
て、人々が水辺に親しみやすい空間を整備することで、水辺の魅力を
生かした観光拠点を展開する。

河川管理者 群馬県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・利根川

指定範囲 利根郡みなかみ町小日向地先

指定日 R1.5.30

占用主体 みなかみ町長

占用施設 広場、イベント施設、オープンカフェ等

合意方法 みなかみ町かわまちづくり協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
群馬県ＨＰ

https://www.pref.gunma.jp/page/11158.html

位 置

とねがわまち
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効果と今後の展開

• 道の駅に隣接する清流公園（利根川河川敷）では、様々なイベントが実

施されており、地域のにぎわいづくりに貢献している。

• 道の駅周辺と河川空間（親水護岸、清流公園等）の整備に併せて、自然

体験の場やオープンカフェを設ける計画となっており、河川空間を活用

して地域の魅力向上を図る。

水辺の様子

事業スキーム

ラフティング体験の様子

施設使用者

【占用主体】みなかみ町長

河川管理者

選定

占用許可 許可申請

使用契約

みなかみ町
かわまちづくり協議会

利用者数

令和2年度 令和3年度 令和４年度

275,370 291,414 418,071

道の駅「みなかみ水紀行館」
利用者数（人）

イベント開催時の様子

河川空間の利用の様子
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16．埼玉県ときがわ町（一級河川 都幾川）

区域名称 ときがわ町「川の広場」

概要
水辺再生事業で整備した河川敷地を活用。車両の乗り入れが可能なデ
イキャンプ場として賑わい空間を創出している。
バーベキュー場としての初の制度適用。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・都幾川

指定範囲 ときがわ町大字玉川4439番地5付近

指定日 H25.5.24

占用主体 ときがわ町長

占用施設 広場、広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

合意方法 ときがわ町川の広場河川利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

ときがわ

地図データ 国土地理院

平面図（ときがわ町川の広場）

まち

42
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効果と今後の展開

• 平成２５年７月にオープンし、食材や鉄板、網などを用意した「手ぶら

でバーベキュー」サービスが利用者に喜ばれており、お客様のごみの持

ち帰りが不要なサービスも好評である。

• 今後も近隣の直売所などと連携し、さらに新鮮でおいしい旬な地元野菜

が提供できるよう取り組んでいる。

水辺の様子

予約サイト

事業スキーム 利用者数

都幾川/川の広場ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場利用者数（千人）
河川管理者（埼玉県知事）

施設使用者（NPO法人たまがわ）

選
定

ときがわ町川の広場河川利用
調整協議会

構成員：ときがわ町、河川管
理者、自治会、商工会、観光
協会、ＮＰＯ法人等

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

ときがわ町川の広場 全景

占用主体
（ときがわ町長）

6.0 

2.8 2.9 2.8

1.8

0.4
0

2.8 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
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17．埼玉県飯能市（一級河川 入間川）

区域名称 名栗弁天河原河川広場

概要
社会実験的に地元自治会が運営してきたバーベキュー場に新たなサー
ビス（ゴミの受入れ等）を加え制度を適用。地元「河又自治会」が運
営。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・入間川

指定範囲 飯能市大字下名栗字新シ地内

指定日 H25.5.24

占用主体 飯能市長

占用施設 広場、広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

合意方法 名栗弁天河原河川広場利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

平面図（名栗弁天河原河川広場）

地図データ ⓒ2018 Google、ZENRIN

はんのうし いるまがわ

地図データ 国土地理院

44

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteiitiran.html


効果と今後の展開

・利用者のニーズを取り入れ、トイレにウォシュレットを設置する等を

行い、利用者から好評価を受けている。

・周辺とのレジャー施設とも連携した取り組みを行っていく。

水辺の様子

名栗弁天河原河川広場 全景

事業スキーム 利用者数

名栗弁天河原ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場利用者数（千人）
河川管理者（埼玉県知事）

施設使用者（河又自治会）

選
定

占用主体 （飯能市長）

許可申請
占用許可

施設使用契約

地域の合意

名栗弁天河原河川広場
利用調整協議会

（構成員）

飯能市、河川管理者、自治
会、観光関係者、漁業協同
組合、キャンプ場事業者等

11.8

17.5 17.3 16

R1 R2 R3 R4
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18．埼玉県春日部市（一級河川 大落古利根川）

区域名称 大落古利根川河川広場

概要
水辺再生事業で整備した親水テラスを「イベント広場」として活用。
定期的に商店会等がイベントを開催し、水辺の賑わい空間を創出して
いる。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・大落古利根川

指定範囲 春日部市粕壁1丁目4番地先

指定日 H26.5.23

占用主体
春日部市長

(R3.4.1に大落古利根川河川広場等利用調整協議会から変更)

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架
施設（斜路を含む。）、一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・
広告板・照明・音響施設・切符売場・案内所、船上食事施設等

合意方法 大落古利根川河川広場等利用調整協議会

許可期間 ２年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

かすかべし おおおとしふるとねがわ

地図データ 国土地理院

春日部駅から徒歩5分（約350m）
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・R2以降は新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数は大幅に減

少したが、主に地域の春・夏のイベント会場として定着し、例年は多

くの人出で賑わっている。

・今後、更なる利活用の促進等に取り組みながら、年間を通じた賑わい

の創出を図っていく。

効果と今後の展開

水辺の様子

親水テラス 全景 イベントの様子

事業スキーム 利用者数

大落古利根川イベント広場利用者数（百人）
河川管理者（埼玉県知事）

施設使用者（一般社団法人 春日部市観光協会）

選
定

占用主体

（春日部市長）

許可申請 占用許可
大落古利根川河川広場等利用調整協議会

構成員 ： 春日部市、河川管理者、
商店会、町内会、観光協会
商工会議所、商業協同組合等

施設使用契約

意見交換

93
66

46

125

201

0.3 5

39

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
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19．埼玉県寄居町（一級河川 荒川）

区域名称 かわせみ河原

概要
バーベキューやカヌーなどが楽しめる人気のスポットの一角を活用。
バーベキューの予約ブースや飲食物・物品等の販売エリアとして、
（株）まちづくり寄居が運営する。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・荒川

指定範囲 寄居町大字保田原321番地先

指定日 H26.5.23

占用主体 寄居町長

占用施設 広場、広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

合意方法 寄居町かわせみ河原利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
埼玉県ＨＰ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

利用区域拡大図

よりいまち あらかわ

地図データ 国土地理院
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• 町から指定管理を受けている株式会社まちづくり寄居が、事前予約バーベ

キューエリアも一体的に運営し、利用者ニーズに的確に答えている。

• 近くの”埼玉県立「川の博物館」”との相乗効果もある。

• 指定管理者が行う自主事業と合わせ、効果的で適切な運営を行っている。

水辺の様子

埼玉県立
川の博物館

予
約
サ
イ
ト

川
遊
び
を
楽
し
む

子
ど
も
た
ち

効果と今後の展開

事業スキーム 利用者数

寄居町かわせみ河原 全景

かわせみ河原利用者数（千人）
河川管理者（埼玉県知事）

施設使用者（㈱まちづくり寄居）

選
定

寄居町かわせみ河原利用調整協
議会

構成員：寄居町、河川管理者、
自治会、商工会、まち会社等

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

占用主体(寄居町長)

50.7 

35 33
29.2

32.7

41.8

24

41.1

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
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20．埼玉県皆野町（一級河川 荒川）

区域名称 親鼻橋河原河川広場

概要
バーベキューや川遊びを主たる事業として活用。皆野町を訪れる観光
客誘致の拠点として、地域への回遊性と恒常的な賑わいを創出する。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・荒川

指定範囲 秩父郡皆野町大字下田野字上川端1250番地

指定日 H27.2.20

占用主体 皆野町長

占用施設 広場、広場と一体をなすバーベキュー場及び売店等

合意方法 親鼻橋河原河川広場利用調整協議会

許可期間 １年

関連ＵＲＬ
埼玉県ＨＰ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

平面図（親鼻橋河原河川広場）

みなのまち あらかわ

「みなの」
地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• バーベキューや川遊びスポットとして多くの人出で賑わっている。

※Ｒ２については、豪雨による河川の氾濫により営業実施できず利用者が減少した。

• 道の駅「みなの」と連携し、地域の活性化を図ると共に地域住民に憩いの場を提供する。

水辺の様子

みなの親鼻河原 全景

荒川に沿って流れる三沢川

事業スキーム 利用者数

親鼻河原ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場利用者数（千人）
河川管理者（埼玉県知事）

親鼻橋河原河川広場
利用調整協議会

構成員

皆野町、河川管理者、
自治会、観光協会、商
工会、農業協同組合、
秩父鉄道、ラフティン
グ業協会等

施設使用者（ちちぶ農業協同組合）

選
定

占用主体 （皆野町長）

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

2.8 2.9 2.8

1.8

0.4
0

2.8 

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4
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21．埼玉県神川町（一級河川 神流川）

区域名称 秩父瀬神流パークバーベキュー場

概要
環境整備事業で整備した「秩父瀬神流パーク」の一部と河川敷地を
バーベキュー場として活用。隣接する「道のオアシス神泉」とともに
水辺の賑わい空間を創出している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・神流川

指定範囲 児玉郡神川町下阿久原70番1地先

指定日 H28.3.25

占用主体 神川町長

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設又は船舶上下架
施設（斜路を含む。）、一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・
広告板・照明・音響施設・バーベキュー場・切符売場・案内所等

合意方法 神川町神流川利用調整協議会

許可期間 １年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

利用区域 4,600㎡

かみかわまち かんながわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

・バーベキュー場のオープンとともに、バーベキュー場でゴミを受け入

れることにより、周辺におけるゴミの不法投棄が減少し、環境美化に

つながっている。

・今後、利用者のニーズを取り入れ、貸出品や食材等のサービスの充実

を行っていく。

水辺の様子

秩父瀬神流パーク前の神流川

バーベキューを楽しむ人々

事業スキーム 利用者数

秩父瀬神流パーク
バーベキュー場利用者数（人）

地域の合意

河川管理者（埼玉県知事） 神川町神流川
利用調整協議会

構成員
神川町
河川管理者
観光協会、漁協
ダム管理所
民間企業 等

施設使用者（ふぁーむニコ㈱）

選
定

占用主体 （神川町長）

許可申請 占用許可

施設使用契約

529 503 529

348

834
718

H29 H30 R1 R2 R3 R4
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22．埼玉県横瀬町（一級河川 横瀬川）

区域名称 道の駅あしがくぼバーベキュー場

概要
西武秩父線「芦ヶ久保駅」と「道の駅 果樹公園あしがくぼ」に隣接す
る河川敷地を活用。地元の食材が堪能できる手ぶらで気軽に楽しめる
バーベキュー場として水辺の賑わい空間を創出している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・横瀬川

指定範囲 秩父郡横瀬町大字芦ヶ久保137番地先

指定日 H28.6.8

占用主体 横瀬町長

占用施設 広場、イベント施設、遊歩道、一体をなすバーベキュー場等

合意方法 横瀬町横瀬川利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

芦ヶ久保駅

道の駅
果樹公園あしがくぼ

横瀬川
横瀬町ブコーさん

観光案内所

国道299号

4,400㎡

よこぜまち よこぜがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 地域外からの入込客等が、道の駅でお土産や地元農産物を購入するな

どにより、地域の活性化に寄与している。

• 利用者にとってより快適な区域整備を図り、BBQ場としての魅力を高

めることで、入込客の増加を見込む。

水辺の様子

横瀬川の川遊び場

バーベキュー場

道の駅 果樹公園あしがくぼ

事業スキーム 利用者数

河川管理者（埼玉県知事） 横瀬町横瀬川
利用調整協議会

＜構成員＞
横瀬町

河川管理者
観光協会
漁業協同組合
西武鉄道 等

施設使用者（㈲果樹公園あしがくぼ）

選
定

占用主体（横瀬町長）

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意 657 709
559

130 59 140

H29 H30 R1 R2 R3 R4

あしがくぼバーベキュー場利用

者数（人）

657

55



23．埼玉県飯能市（一級河川 入間川）

区域名称 飯能河原及び周辺

概要

埼玉県が水辺再生事業で整備した親水施設をイベント広場として活用
するとともに、民間の占用施設をバーベキュー場として活用。バーベ
キュー、川遊びスポットとして人気が高い飯能河原に新たな賑わい空
間を創出している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・入間川

指定範囲 飯能市稲荷町、大字久下、大字飯能及び大字大河原地先

指定日 H29.3.23（追加指定：R5.2.13）

占用主体 飯能市長

占用施設 広場、イベント施設、売店、バーベキュー場等

合意方法 飯能河原利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置
平面図（飯能河原及び周辺）

はんのうし いるまがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 駅から近いバーベキュー・川遊びスポット、地域住民の憩いの場とい
う魅力に加えて、水辺のイベント会場、手ぶらでバーベキューのス
ポットとして定着している。

• 川の国埼玉はつらつプロジェクト事業の一環で飯能河原周辺の自然環
境が楽しめるルートの整備を進めている。

水辺の様子

事業スキーム 利用者数

ステージ広場

飯能河原ステージ広場（千人）
河川管理者（埼玉県知事）

飯能河原
利用調整協議会

構成員
飯能市
河川管理者
自治会
環境団体
観光協会
民間企業
商工会議所

まちづくり団体
等

施設使用者（（一社）奥むさし飯能観光協会、㈱ムーミン物語）

選
定

占用主体（飯能市長）

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場「ﾘﾊﾞﾗﾝﾀ」（千人）

バーベキュー場
リバランタ

中州部分

10

0.2 0.8 0.2

R1 R2 R3 R4

9.3

0 0
2.5

R1 R2 R3 R4
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24．埼玉県ときがわ町（一級河川 都幾川）

区域名称 都幾川河川敷（ときがわ町グランピングプロジェクト）

概要
町有施設と河川敷地を一体的に活用。水辺のバーベキュー・キャンプ
場と、隣接するカフェ・宿泊施設の相乗効果で通年で新たな水辺の賑
わい空間を創出する。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・都幾川

指定範囲 比企郡ときがわ町大字本郷930番地1地先

指定日 H30.1.11

占用主体 ときがわ町長

占用施設 広場、一体をなすキャンプ場、バーベキュー場等

合意方法 ときがわ町旧農村文化交流センター及びその周辺の河川利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

平面図（都幾川河川敷）

ときがわ

地図データ 国土地理院

明覚駅

まち
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効果と今後の展開

• 水辺のBBQ・キャンプ場と、隣接する宿泊所の相乗効果で通年で新たな入
込客を創出。宿泊もあるため地域への滞在時間も増加。

• アウトドア初心者に人気のグランピング（手ぶらで楽しめる贅沢なBBQ・
キャンプ）を打ち出すことにより、集客力の強化と高単価化を実現。

• 今後、地域の食材その他産品の紹介、体験ツアー・研修旅行など着地型観光
商品の開発に注力することにより、地域経済の活性化を図る。

水辺の様子

事業スキーム 利用者数

上記の利用者数は
BBQ、キャンプ宿泊所利用等の
合計数

河川管理者（埼玉県知事）
ときがわ町旧農村文化交
流センター及びその周辺
の河川利用調整協議会

構成員

ときがわ町、河川管理者、
自治会、観光協会、商工
会、民間企業

施設使用者（㈱温泉道場）

選
定

占用主体（ときがわ町長）

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

ときたまひみつきち
ＣＯＭＯＲＩＶＥＲ（コモリバ）利用者数(千人)

～ 都幾川の清流 ～ グランピング（キャンプ場）の様子

11.2

16.3

6.2
8.7

14.9 

H30 R1 R2 R3 R4
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25．埼玉県秩父市（一級河川 荒川）

区域名称 秩父ジオグラビティパーク

概要

秩父鉄道「三峰口駅」周辺エリアにおいて、一級河川荒川の渓谷であ
る地形を生かした新たなアクティビティ施設（バンジージャンプに代
表される、重力（＝グラビティ）を使ったアドベンチャーアクティビ
ティ）の整備を行い、他では経験することのできない秩父地域の新た
な体験型・観光拠点として広く展開する。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・荒川

指定範囲 秩父市荒川白久字沖１６５２番４地先

指定日 H30.8.27

占用主体 秩父市長

占用施設
グラビティスポーツ（キャニオンウオーク、キャニオンフライ、キャ
ニオンスイング、キャニオンバンジー）の各施設

合意方法 秩父市三峰口駅周辺荒川利用調整協議会

許可期間 3年

関連ＵＲＬ

埼玉県ＨＰ

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

あらかわちちぶし

荒川

平面図（秩父ジオグラビティパーク）

地図データ 国土地理院

Ｎ
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H30 R1 R2 R3 R4

効果と今後の展開

• 今後も、施設周辺の整備や新規アクティビティ施設を展開していく。
• 同様のグラビティスポーツ複合施設は国内でも他に例がなく、首都圏から
近いことからも、観光地・秩父での更なる集客力の向上を期待できる。

• 三峰口駅周辺の民間施設や秩父地域の観光関係団体・事業者とも連携し、
行政、地元住民、事業者が一体となって地域の活性化を図っていく。

水辺の様子

事業スキーム
利用者数

＜キャニオンスイング （2019年6月開設）＞

川面の上を大きなブランコのようにスイングするアクティビティ。

利用区域の指定（埼玉県）

河川管理者（埼玉県知事）

施設使用者（民間事業者）

占用許可申請 占用許可

占用主体（秩父市長）

施設使用契約
（施設の設置及び運営）

＜キャニオンフライ （2019年3月開設）＞

ワイヤー上の滑車に吊り下がって荒川上空を滑空するアクティビティ。

【今後整備予定の施設】
キャニオンドロップ 全長約500m、ハイスピードで荒川上空を滑空する長距離ジップライン。
ローラージップ 小さな子どもや親子で楽しめる周回型の小規模なジップライン。

【平成３１年３月１８日開業】

秩父ジオグラビティパーク利用者数(千人)

9.9 9.5 10.5 11.3

＜キャニオンバンジー（2021月6月開設）＞

グラビティスポーツの代表格バンジージャンプ。

＜キャニオンウォーク（2019年3月開設）＞

ハーネスをつけて吊り橋を渡るアクティビティ。

0.2
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26．埼玉県狭山市（一級河川 入間川）

区域名称 入間川河川敷中央公園(入間川にこにこテラス)

概要

狭山市の中心部を流れる入間川は、市の観光資源であるとともに、散
歩やサイクリングなどで多くの市民や来訪者に利用されている憩いの
場となっている。また、開放的な景観を楽しめるオープンカフェや大
型複合遊具、イベント開催等の相乗効果により、魅力ある水辺空間を
創出し、地域の活性化を図ります。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・入間川

指定範囲 狭山市柏原字宿田川原2911番地先

指定日 R1.5.31

占用主体 狭山市長

占用施設 広場、イベント施設、遊歩道、これらの施設と一体をなす飲食店等

合意方法 狭山市入間川河川敷利用調整協議会

許可期間 9年

関連ＵＲＬ

埼玉県HP

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

さやまし いるまがわ
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効果と今後の展開

• 大型遊具の設置や「スターバックスコーヒー

狭山市入間川にこにこテラス店」の開業、イベ

ントの開催などを通じて恒常的な賑わいが創出さ

れた。

• 今後、民間事業者等が主体性を発揮できる体制を

構築し、さらなる賑わいの創出を図る。

水辺の様子

入間川河川敷

事業スキーム

河川管理者（埼玉県知事）

許可申請

施設使用者（スターバックス コーヒー ジャパン㈱）

占用許可

施設使用契約

占用主体（狭山市長）

狭山市入間川
河川敷利用
調整協議会

構成員
地元自治会、地
域活動団体、大
学教授、観光協
会、商工会議
所、行政（埼玉
県、狭山市）等

地域の合意

選
定

自動芝刈り

公園内の桜
オープンカフェと大型遊具

イベントの様子
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区域名称 大門上池調節池底面広場

概要

綾瀬川の治水施設“大門上池調節池”内に、「埼玉スタジアム２○○
２公園と連携し、外から人を呼び込む賑わい・交流の場」、「地域住
民が様々なスポーツや健康づくりができる場」の創出を目的として多
目的広場を整備（R3.4.1供用開始）。イベント開催等による地域活性
化を目指している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・綾瀬川

指定範囲 埼玉県 さいたま市緑区美園二丁目１８地先

指定日 R2.4.1

占用主体 さいたま市長

占用施設
広場、イベント施設、これらと一体をなす飲食店、売店、オープンカ
フェ、広告板、照明・音響施設、キャンプ場、バーベキュー場及びそ
の他都市及び地域の再生等のために利用する施設

合意方法 さいたま市美園地区河川利用調整協議会

許可期間 4年

関連ＵＲＬ

さいたま市ウェブサイト

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/010/003/p080883.html

アーバンデザインセンターみその（UDCMi）ウェブサイト

https://www.misono-tm.org/udcmi/projects/2229.html

27．埼玉県さいたま市（一級河川 綾瀬川）
あやせがわ

位 置位 置

し

64

https://www.city.saitama.jp/001/010/015/010/003/p080883.html
https://www.misono-tm.org/udcmi/projects/2229.html


効果と今後の展開効果と今後の展開

• 公民連携で管理運営を行い、隣接する「埼玉スタジアム２○○２公園」と連携しながら、集客イベ

ント開催等の利活用を促進することで、賑わい・交流の創出（交流人口増）を図るとともに、地域

住民のスポーツ活動等を促進し、健康増進を図る。

• 雑草刈払い等日常管理も含め、民間主体で一体的に行うスキームの構築を目指す。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

埼玉スタジアム２○○２公園および大門上池調節池広場
提供：一般社団法人美園タウンマネジメント

大門上池調節池広場

大門上池調節池広場

スポーツイベント
提供：一般社団法人さいたまスポーツコミッション

河川管理者：埼玉県知事 公園管理者：埼玉県

占用主体：さいたま市長

占用許可
(河川法)

設置管理許可
(都市公園法)

さいたま市美園地区
河川利用調整協議会

地域の合意
意見調整

使用契約締結

施設使用者：一般社団法人美園タウンマネジメント
※河川区域で選定した施設使用者が公園区域も一括運営

選定

管理
主体

運営
主体

雑草刈払い等の日常管理を実施

イベント誘致(利用受付事務含む)や自主イベント開催等の運営を実施

許可申請
(河川法)
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28．埼玉県杉戸町（一級河川 大落古利根川）

区域名称 大落古利根川河畔

概要

古利根川活用推進協議会を中心に、SUPやカヌー等の水辺のアクティ
ビティを実施。また、観光案内所とも連携し、町内飲食店や観光ス
ポットの紹介を行うことで、観光客のまちなかへの回遊性を高め、地
域の賑わい創出をしている。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・大落古利根川

指定範囲 北葛飾郡杉戸町杉戸３丁目９番地先

指定日 R3.4.1

占用主体 杉戸町長

占用施設
広場、イベントスペース、散策路、船着場、これらと一体をなす飲食
店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明、音響施設、バー
ベキュー場、その他都市及び地域再生等のために利用する施設

合意方法 古利根川活用推進協議会

許可期間 ２年

関連ＵＲＬ

埼玉県HP

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置位 置

すぎとまち おおおとしふるとねがわ

地図データ 国土地理院

平面図（大落古利根川河畔）

66

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteiitiran.html


効果と今後の展開効果と今後の展開

・「古利根川流灯まつり」は、散策路の整備により、より水辺に近い場所から

大型灯篭を眺めることができるようになり、魅力が向上した。

・カヌーやSUP等の水上アクティビティに触れる機会を創出することによ

り、水辺空間を身近に感じる機会の創出を図っていく。

・散策路を活用したイベントの開催により、地域の活性化と賑わいの創出を

図っていく。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

河川管理者（埼玉県知事） 古利根川活用
推進協議会

構成員
杉戸町
河川管理者
自治会
商工会
民間企業
等

施設使用者（杉戸町観光協会）

選
定

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

占用主体（杉戸町長）

毎年８月上旬に開催する夏の風物詩「古利根川流灯まつり」

散策路でイベントを開催

SUP体験

14

62 

R3 R4

※古利根川流灯まつり来場者数含む

（百人）
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29．埼玉県嵐山町（一級河川 槻川）

区域名称 槻川河川敷：嵐山渓谷バーベキュー場

概要
「嵐山渓谷バーベキュー場」とそれに隣接する河川敷地を活用。水遊び
のほか、事前に器具や食材の予約をすれば、手ぶらでバーベキューが楽
しめるバーベキュー場として、水辺の賑わい空間を創出している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・槻川

指定範囲 比企郡嵐山町大字鎌形２７８５番地先

指定日 R3.6.15

占用主体 嵐山町長

占用施設
広場、これと一体をなすバーベキュー場、その他都市及び地域の再生
等のために利用する施設

合意方法 嵐山渓谷バーベキュー場・学校橋河原キャンプ場河川利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

埼玉県HP

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置

位 置位 置

らんざんまち つきかわ

平面図（嵐山渓谷バーベキュー場）

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・新緑や紅葉が美しい嵐山渓谷にあるバーベキュー場は、町の人気観光ス

ポットの一つとなっており、紅葉まつりなどのイベントでも利用されてい

る。

・地域食材の活用、周辺を絡めたアクティビティの造成により、地域経済の

活性化、更なる知名度向上を図る。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

河川管理者（埼玉県知事） 嵐山渓谷バーベ
キュー場・学校
橋河原キャンプ
場河川利用調整
協議会

構成員
嵐山町
河川管理者
自治会
観光協会
商工会
等

施設使用者（（一社）嵐山町観光協会）

選
定

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

占用主体（嵐山町長）

31.3

嵐山渓谷バーベキュー場利用者数
（千人）

嵐山渓谷バーベキュー場全景

バーベキュー野外炉

イベント風景

R3 R4

44.7
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30．埼玉県ときがわ町（一級河川 都幾川）

区域名称 ときがわ町木のむらキャンプ場

概要
「ときがわ町木のむらキャンプ場」とそれに隣接する河川敷地を活用。
水遊びのほか、バーベキュー、キャンプが楽しめるスポットとして、水
辺の賑わい空間を創出している。

河川管理者 埼玉県知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・都幾川

指定範囲 比企郡ときがわ町大字大野１６６７番地先

指定日 R3.12.17

占用主体 ときがわ町長

占用施設
広場、これと一体をなすキャンプ場、バーベキュー場、その他都市及
び地域の再生等のために利用する施設

合意方法 ときがわ町木のむらキャンプ場周辺河川利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

埼玉県HP

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1008/kawanosaisei/kuikisiteii
tiran.html

位 置位 置

まち ときがわ

地図データ 国土地理院

平面図（ときがわ町木のむらキャンプ場）
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・遊びの舞台は、緑あふれる大自然。一歩足を踏み入れれば、そこは木々の

香り溢れる濃い緑の世界。キャンプ場に沿って流れる清流で水遊びをしな

がらのバーベキューが大好評。

・今後は、冬季閉村時期の利活用等を検討し、さらなる集客力向上の取り組

みを行う。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

河川管理者（埼玉県知事） ときがわ町木の
むらキャンプ場
周辺河川利用調
整協議会

構成員
ときがわ町
河川管理者
自治会
観光協会
商工会
周辺施設管理者
等

施設使用者（木のむら管理委員会）

選
定

許可申請 占用許可

施設使用契約

地域の合意

占用主体（ときがわ町長）

木のむらキャンプ場 水遊びの様子

ときがわ町木のむらキャンプ場

利用者数（千人）

14.4 

R4
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31．千葉県松戸市（一級河川 新坂川）

位 置 平面図（新坂川 区域指定）

区域名称 親水テラス等（新松戸地区）

概要
新坂川の新松戸地区において、地区振興を目的として河川空間を活用
する。

河川管理者 千葉県知事

水系名・河川名 １級・利根川水系・新坂川

指定範囲
松戸市幸谷1080－４水琴橋下流～松戸市新松戸２丁目423－３新幸谷橋上
流

指定日 H29.10.23

占用主体 松戸市長

占用施設

河川敷デッキ及び川床、遊歩道、広場、イベント施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音
響施設、案内所、給排水電気施設、その他都市及び地域の再生等のた
めに利用する施設

合意方法 新松戸親水施設利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ
千葉県ＨＰ

https://www.pref.chiba.lg.jp/kakan/kasensenyou.html

まつどし しんさかがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 当面は、松戸市が親水テラスを管理する。

• 松戸市は、利用調整協議会（委員：松戸市、千葉県（河川管理者）、地区長、商店会連合

会・商店会の会長等）で決定する施設使用者に対して、上記テラスの使用許可を行うこと

としている。

• 現在は、利用調整協議会が関わる一時的なイベント（朝市、屋台村等）に活用している。

水辺の様子

事業スキーム

千葉県知事（河川管理者）

新松戸親水施設利用調整協議会
（地域の合意）許可申請

選定

松戸市長（占用主体）

占用許可

委 員：県・市職員、沿川地域代表者
事務局：行政（松戸市建設部河川清流課）

施設使用者

使用契約

（現在、施設使用者を募集中。）

新松戸朝市

新松戸星空バル

さくら祭り
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32．東京都台東区（一級河川 隅田川）

隅
田
川

吾妻橋

仲
見
世
通
り

浅草水上バス乗場

浅草寺

東武線浅草駅

銀座線浅草駅

雷

門

雷門通り

言問橋

東京水辺ライン

浅草（二天門）発着場

言問通り

東京スカイツリー
墨田区役所

指定区域

隅
田
公
園

位 置

区域名称 隅田公園オープンカフェ

概要

隅田川の水辺とその周辺地域に恒常的な賑わいを創出し、地域の活性
化を図ることを目的として、東京スカイツリーを臨む絶好のビューポ
イントである台東区立隅田公園内の河川区域に、水辺空間を活用した
オープンカフェを出店する。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 台東区花川戸一丁目及び二丁目地先

指定日 H24.12.10

占用主体
タリーズ・コーヒー・ジャパン（株）

松竹（株）事業開発本部事業推進部

占用施設 広場及び遊歩道と一体をなすオープンカフェ

合意方法 隅田公園オープンカフェ協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

台東区ＨＰ

http://www.city.taito.lg.jp/index/bunka_kanko/midokoro/sumi
datanoshimi/cafe/opc1.html

すみだがわたいとうく
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水辺の様子

効果と今後の展開

• オープンカフェが広く話題をもたらし、誘客を図ることで東京スカイツリーからの

回遊を促し、この周辺地域全体を活性化させるための大きな役割を果たしている。

• 収益の一部は、テラスの花壇整備や観光パンフレット作成等に充当して地域に還元

している。

• このオープンカフェに、より多くの人々が集い、にぎわいが創出されるよう、イベ

ント開催等により、地域の活性化を図っていく。

（・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民、町会、企業と協働した活動
の実施 ・店舗区画内のライトアップ等、水辺のカフェとしての演出）

事業スキーム

河川管理者
学識経験者、地元団体代表、

地域住民、行政（東京都、台東区）

隅田公園オープンカフェ協議会

隅田公園オープンカフェ出店者会

許可申請
占用料

選定

【占用主体】出店者

占用許可
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33．東京都台東区（一級河川 隅田川）

区域名称 隅田川かわてらす®

概要
隅田川の河川区域をレストランのオープンテラスとして利用すること
により、隅田川の水辺の賑わいを創出し、地域活性化につなげる。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 台東区駒形二丁目１番１７号地先

指定日 H29.11.30

占用主体 Nabeno-Ism（株）

占用施設 川床

合意方法 土地・建物所有者、地元町会、隣接土地・建物所有者等の同意

許可期間 3年

関連ＵＲＬ
東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

位 置

駒形橋

すみだがわ

指定範囲

地図データ 国土地理院

たいとうく
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム

・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民、町会、企業と協働した活動の
実施 ・店舗区画内のライトアップ等、水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者 建物・土地所有者、地元町会、
隣接建物・土地所有者

※対象範囲は、地域の実情に合わせて決定

地域合意の対象者

③許可申請
占用料 ②地域の合意

④占用許可①事前協議

【占用主体】出店者

外観

• 落ち着いた雰囲気の中で特別な空間を演出するフレンチレストラン。ミシュラン

ガイド東京2023において2つ星を獲得。

• 地産地消や地域の伝統品をアピールすることで地元貢献に取り組む。

• 引き続き、浅草地域の魅力を発信する場として、かわてらすを活用し、にぎわい

創出を図っていく。

Nabeno-Ism(ナベノイズム)
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34．東京都台東区（一級河川 隅田川）

区域名称 隅田川かわてらす®

概要
隅田川の河川区域をレストランのオープンテラスとして利用すること
により、隅田川の水辺の賑わいを創出し、地域活性化につなげる。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 台東区駒形二丁目１番７号地先

指定日 H30.3.23

占用主体 （株）バルニバービ

占用施設 川床

合意方法 土地・建物所有者、地元町会、隣接土地・建物所有者等の同意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

厩橋

すみだがわ

指定範囲

位 置

地図データ 国土地理院

たいとうく
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム

• “人と人とのつながりを大切に”というコンセプトのもと、地元の方々が気軽に集

える空間を創出。

• かわてらすからは、東京スカイツリーが眺望でき、観光客も多く訪れる場として、

地元の賑わい創出に大きく寄与している。

• 引き続き、水辺の魅力発信や地域の更なる賑わい創出に向けて取り組み、地元貢献

を図っていく。

・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民、町会、企業と協働した活動の
実施 ・店舗区画内のライトアップ等、水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者 建物・土地所有者、地元町会、
隣接建物・土地所有者

※対象範囲は、地域の実情に合わせて決定

③許可申請
占用料 ②地域の合意

④占用許可①事前協議

地域合意の対象者

【占用主体】出店者

ボン花火 テラス席からの眺望
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35．東京都江東区（一級河川 隅田川）

区域名称 隅田川かわてらす®

概要

ホテルの開業にあわせ隅田川の河川区域を２階レストラン及びホテル
のオープンテラスとして利用するともに、外部からも直接アクセスで
きる階段を設けて地域に開放することで、隅田川の水辺の賑わいを創
出し、地域活性化につなげる。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 江東区清澄一丁目１番７号地先

指定日 H3０.12.12

占用主体 （株）サンプラス

占用施設 川床

合意方法 土地・建物所有者、地元町会、隣接土地・建物所有者等の同意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

位 置

すみだがわ

地図データ 国土地理院

こうとうく

清洲橋
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム

・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民、町会、企業と協働し
た活動の実施 ・店舗区画内のライトアップ等、水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者 建物・土地所有者、地元町会、
隣接建物・土地所有者

※対象範囲は、地域の実情に合わせて決定

地域合意の対象者

③許可申請
占用料 ②地域の合意

④占用許可①事前協議

【占用主体】出店者

• かわてらすが一般開放されており、飲食・休憩・散策など多目的な利用が可能

となっている。

• 定期的なイベントや隅田川テラスとの一体使用によるマルシェが開催されるな

ど、周辺地域全体の活性化に大きな役割を果たしている。

• 引き続き、地域住民との連携を深め、地域が主体となったイベントの開催を継

続し、更なる水辺の魅力向上と地域活性化を図っていく。

LYURO 東京清澄

マルシェの様子

夜間照明

81



36．東京都墨田区（一級河川 隅田川）

区域名称 隅田川かわてらす®

概要

両国リバーセンター整備事業により、PPPを活用した複合施設（ホテ
ル、レストラン、水上バス待合所、子育て支援施設）やスーパー堤防、
防災船着場が整備された。このうち、隅田川のスーパー堤防上の河川
区域を、レストランのオープンテラスとして利用することで、隅田川
の水辺の賑わいを創出し、地域活性化につなげる。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 墨田区横網一丁目２番１３号地先

指定日 R２.４.24

占用主体 ヒューリック（株）

占用施設 川床

合意方法 両国リバーセンター水辺活用協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

位 置

すみだがわ

地図データ 国土地理院

すみだく
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム

②地域の合意

・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民、町会、企業と協働し
た活動の実施 ・店舗区画内のライトアップ等、水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者

③許可申請
占用料

④占用許可①事前協議

【占用主体】出店者

地元町会、地先地権者（事業者）、
観光協会、行政（東京都、墨田区）

両国リバーセンター水辺活用協議会

• 隅田川テラスを使用した水辺のマルシェが開催されるなど、周辺地域全体の活性

化に大きな役割を果たしている。

• 引き続き、地域住民との連携を深め、地域が主体となったイベントの開催を継続

し、更なる水辺の魅力向上と地域活性化を図っていく。

店内より

イベントの様子

かわてらす

両国リバーセンター
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37．東京都墨田区・台東区（一級河川 隅田川・北十間川）

位 置

すみだがわ きたじゅっけんがわ

隅田川

北十間川

とうきょうスカイツリーライン

至浅草駅 至とうきょうスカイツリー駅

区域名称 すみだリバーウォーク

概要

東京を代表する二大観光拠点の浅草と東京スカイツリー間の水辺空間
の魅力向上や動線の強化により地域の活性化を目的に、河川敷地を活
用して新たに歩道橋を整備したものである。

特例占用を活用した日本初の歩道橋である。

河川管理者
隅田川：東京都知事

北十間川：墨田区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名
１級・荒川水系・隅田川
１級・荒川水系・北十間川

指定範囲 台東区花川戸一丁目地内から墨田区向島一丁目地内まで

指定日 R元.６.２1、R２.１.29

占用主体 東武鉄道（株）

占用施設 遊歩道

合意方法 地域団体等の同意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

東京ミズマチＨＰ

https://www.tokyo-mizumachi.jp/

東京都HP

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/content/000044711
.pdf

墨田区HP

https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kasen_kyouryou/tac
03000.html

たいとうくすみだく
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• すみだリバーウォークの開業に併せて、東武鉄道㈱が運営する鉄道高架下複合商

業施設「東京ミズマチ」や墨田区立隅田公園・北十間川親水テラスなどを一体的

に整備したことで、東京スカイツリーと浅草間に新たな賑わいが生まれ、回遊性

が向上している。

水辺の様子

効果と今後の展開

東京ミズマチ

すみだリバーウォーク

全景

東武鉄道とうきょうスカ
イツリーラインの線路下
をくぐります。

スカイツリー側から浅草側を望む

事業スキーム

墨田区・台東区

地域の合意

許可申請

区域指定の要望

占用主体
（民間事業者）

占用許可

河川管理者

北十間川水辺活用協議会
隅田川オープンカフェ協議会

利用者数

令和４年１1月15日（開業から

約２年５か月）に利用者数が

300万人を突破し、令和５年４

月現在、約370万人が利用。
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38．東京都中央区（一級河川 日本橋川）

位 置

にほんばしがわちゅうおうく

区域名称 日本橋川かわてらす®

概要
水辺の更なる魅力向上と地域の活性化を目的に、河川敷地を活用して
飲食店の営業を行う“かわてらす”を実施する。

河川管理者 中央区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名 １級・荒川水系・日本橋川

指定範囲 中央区日本橋室町一丁目地先

指定日 H28.3.1

占用主体 三井不動産（株）

占用施設 川床

合意方法 地域団体等の同意

許可期間 5年

関連ＵＲＬ

東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

中央区ＨＰ

http://www.city.chuo.lg.jp/kankyo/kasen/kasennsikitisennyou
kyokajunnsoku.html
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• 日本橋の地で長く愛される昭和6年創業の洋食店。

• 日本橋中地区の再開発に伴い、一時的に店舗を日本橋川沿いに移転している。

• 引き続き、日本橋川の日本橋地域において、人々が集い、賑わいが生まれる水辺

空間の創出の実現を目指していく。

水辺の様子

効果と今後の展開

事業スキーム 利用者数

②地域の合意

・地元で実施される各種イベントへの参加による日本橋川のPR ・地域住民、町会、企業
と協働した活動の実施 ・店舗区画内の植栽等、水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者 建物・土地所有者、地元町会、
地域団体、隣接建物・土地所有者

※対象範囲は、地域の実情に合わせて決定

地域合意の対象者

③許可申請 ④占用許可①事前協議

【占用主体】出店者

東京都
調整

たいめいけん
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40．東京都品川区（二級河川 目黒川）

位 置

めぐろがわ

地図データ 国土地理院

区域名称 区立大崎橋広場、区立五反田ふれあい水辺広場

概要
目黒川の水辺空間において、ケータリングカーによる飲食提供、イベ
ント開催、イルミネーション等により賑わいを創出する。

河川管理者 品川区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名 ２級・目黒川水系・目黒川

指定範囲 品川区西五反田一丁目10番2号及び東五反田二丁目9番11号

指定日 H30.４.１

占用主体 一般社団法人大崎エリアマネージメント

占用施設 広場

合意方法 五反田地区目黒川利活用協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

品川区ＨＰ

https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/

kankyo-mizube/hpg000033287.html

しながわく
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効果と今後の展開

・五反田ふれあい水辺広場では、桜のライトアップ、夏の水辺を楽しむ

夜のイベント、冬の桜色のイルミネーションイベントを実施した。

それぞれのイベントでケータリングカーの出店を行い、賑わい創出に

繋がった。

・大崎橋広場に隣接する五反田リバーステーションを使用したクルーズ

イベントを実施し、水辺及び地域の更なる活性化を図った。

水辺の様子

事業スキーム 利用者数

河川管理者

許可申請
実績報告

占用主体

占用許可

五反田地区目黒川利活用協議会

地域の合意

令和４年度

約12,000名

イベント利用者数（人）

89



41・42．東京都渋谷区（二級河川 渋谷川）

区域名称 渋谷リバーストリート

概要
渋谷駅の再開発に併せて、渋谷川の潤いと交流を創出をする広場等の空
間づくりを行い、賑わいと魅力的な水辺の景観づくりに寄与する事業を
実施している。

河川管理者 渋谷区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名 ２級・古川水系・渋谷川

指定範囲
渋谷区渋谷三丁目地先

（①第一区間 稲荷橋～八幡橋 ②第二区間 八幡橋～新並木橋先）

指定日 ①第一区間 H24.11.9 ②第二区間 H30.3.30

占用主体
①第一区間 渋谷区長

②第二区間 渋谷区長、東京急行電鉄（株）

占用施設
①第一区間 広場、水景施設のための排水管渠（区）

②第二区間 広場、広場に係るファニチャー（区）、鉄道の遺構（東急電鉄）

合意方法 渋谷川広場運営連絡会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
渋谷区ＨＰ
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kankyo/douro_kasen/toshi_tii
kisaiseitouriyoukuiki.html

位 置
第1区間

第2区間

しぶやがわ

： 区域指定場所

しぶやく
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効果と今後の展開

・清流復活水を壁沿いに流す壁泉や、川沿いの緑の遊歩道、２つの賑わいの広場を整

備することなどにより、都市における水辺の賑わいと潤いの空間をつくり新たな

人の流れを創出した。

・引き続き、2つの広場を中心に、さらに地域と一体になって賑わいをつくり出して

いくことを目指す。

事業スキーム

水辺の様子

稲荷橋広場で開催されたマーケット 渋谷川の壁泉

©渋谷ストリーム ©渋谷ストリーム

許可申請

河川管理者

許可申請

占用許可

施設使用者
（民間事業者）

施設使用契約

施設利用料

渋谷川広場運営連絡会

学識経験者、地元団体代表、
民間事業者、行政（都・区）

地域の合意

占用主体
（区長）

占用主体
（民間事業者）

占用許可

（第二区間）
※鉄道の遺構

（第一・二区間）

地域への還元
ゴミ拾い、花植え等を地域と共
に行うイベントの企画、町内会
イベント、祭事等へスペースの
貸し出し
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43．東京都墨田区（一級河川 北十間川）

区域名称 北十間川親水テラス等

概要

河川の耐震護岸整備や鉄道高架下の開発計画に合わせて、墨田区は
親水テラス、防災船着場、隅田公園、コミュニティ道路の整備などを
実施。また、新たに生まれ変わる水辺・公園・道路・鉄道高架下の一
体的空間の賑わい創出に向けて、北十間川に都市・地域再生等利用区
域を指定した。
鉄道高架下（一部河川敷地を占用）では、東武鉄道㈱による鉄道高

架下複合商業施設「東京ミズマチ」が営業されている。

河川管理者 墨田区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名 １級・荒川水系・北十間川

指定範囲 墨田区吾妻橋二丁目地先から向島一丁目地先

指定日 H31.3.25（R2.12.4変更）

占用主体
①東武鉄道及び浅草・とうきょうスカイツリー駅間高架下開発計画出
店者共同体、②墨田区

占用施設
イベント施設、遊歩道、船着場、飲食店等、日よけ、船上食事施設、
突出し看板、川床、その他再生等に利用する施設

合意方法 北十間川水辺活用協議会

許可期間 ①10年、②１年

関連ＵＲＬ

墨田区ＨＰ

https://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kasen_kyouryou/kuik
isitei.html

東京ミズマチＨＰ

https://www.tokyo-mizumachi.jp/

きたじゅっけんがわ

都市・地域再生等利用区域

位 置

小
梅
橋

小梅橋船着場

すみだく

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 「東京ミズマチ」と一体的な親水テラスによる新たな水辺の風景が生ま

れ、来街者や近隣住民の散策等で利用されている。

• 一部河川占用を受けて建設された「東京ミズマチ」は、開業から約２年

が経過し、多くのメディア等にも取り上げられる新スポットとなった。

• 令和3年1月には小梅橋船着場が完成した。現在墨田区は河川占用を受け

て、観光舟運の社会実験を実施している。今後更なる水辺の賑わいが期

待される。

水辺の様子

事業スキーム

河川管理者

※区域指定の際も、地域合意を得ている。

許可申請

占用物件（占用主体）

①遊歩道と一体をなす飲食店等（東武鉄道㈱・東京

ミズマチ共同体（略称））

②船着場（墨田区観光課）

占用許可

地元町会・商店会、学識経験者、観光
協会、地先地権者（鉄道会社）、行政
（東京都、墨田区）

地域団体の合意

北十間川水辺活用協議会

水辺の賑わいに資する活動に対す
る調整（年間活動計画の承認・活
動内容の報告など）

整備前の状況 現在の状況 小梅橋船着場
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44．東京都港区（二級河川 汐留川）
しおどめがわ

水辺イメージ図 干潟イメージ図

区域名称 竹芝地区

概要

東京都港区の竹芝地区は水辺のアクセス利便性が高い土地にありま
す。加えて竹芝地区に流れる汐留川は浜離宮恩賜庭園に面し、東京都
の絶滅危惧種も生息する、生物多様性に富んだ貴重な水辺です。

こうした環境を生かし、「舟運の活性化」「賑わいの創出」「環境
再生・学習の場づくり」による竹芝地区の利便性と魅力向上を目的と
して、汐留川に干潟と船着場の整備を行いました。

河川管理者 港区長（東京都知事からの条例による権限移譲）

水系名・河川名 ２級・汐留川水系・汐留川

指定範囲 港区海岸一丁目10番地先

指定日 R1.10.1

占用主体 都市再生推進法人 一般社団法人竹芝エリアマネジメント

占用施設

①船着場

②その他都市及び地域の再生等のために利用する施設

(河川教育・学習施設・自然観察施設)

設置者：東日本旅客鉄道（株）

合意方法 竹芝地区まちづくり協議会

許可期間 １０年

関連ＵＲＬ

竹芝エリアマネジメントHP

https://takeshiba-am.com/

ウォーターズ竹芝

https://waters-takeshiba.jp/waterside/#pier

港区HP

https://www.city.minato.tokyo.jp/kansashidou/20190925.ht
ml

みなとく
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム位 置

広場と水辺竹芝地区船着場 竹芝干潟

河川管理者

まちづくり
協議会

河川占用許可申請

地域合意

占用主体
（都市再生推進法人）

河川占用許可

施設設置者
（民間事業者）

舟運
事業者

研究機関
学校法人 等

施設使用許可申請 施設使用許可

（船着場）

河川使用契約
（施設設置許可）

施設の利活用方針についての意見交換会

（干潟）

• 2020年6月より船着場使用開始、7月より干潟使用開始。

• 2020年6月19日より浅草、お台場等と竹芝を結ぶ定期航路船を、7月13日

より羽田空港と竹芝を結ぶ貸切船の運航を開始。竹芝地区の利便性、魅力向上

に繋げる舟運事業を推進している。

• 干潟環境を再生・保全するとともに、貴重な自然環境に触れ、学ぶことのでき

る場として、研究機関、学校法人等と連携しながら干潟の活用に取り組んでい

る。 95



区域名称 目黒川船入場

概要

目黒川船入場及び旧川の資料館において、キッチンカーによる飲食販
売、イベント開催、コワーキングスペース等に利活用することで、河
川と一体となった賑わい空間の創出による水辺の魅力向上や、周辺地
域に憩い・集い・交流できる居心地のよい場を創出し、地域コミュニ
ティの活性化を図る。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 ２級・目黒川水系・目黒川

指定範囲 目黒区中目黒一丁目11番地先

指定日 R3.10.15

占用主体 目黒区長

占用施設
広場及びイベント施設並びにこれらと一体をなす飲食店及び売店等の
施設、地域の再生等のために利用する施設

合意方法 目黒川船入場及び旧川の資料館利活用協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

フナイリバ

https://funairiba.jp/

ナカメエリアマネジメント

https://nakame.org/

45．東京都目黒区（二級河川 目黒川）

位 置位 置

めぐろく めぐろがわ

フナイリバ
ナカメエリア
マネジメント

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

許可申請

河川管理者

施設使用契約 施設利用料

目黒川船入場及び
旧川の資料館
利活用協議会

街づくり協議会委員、
行政（都・区）

地域の合意

占用主体（目黒区長）

占用許可

河川・地域への還元

維持管理、河川の普及啓発、
地域イベントの開催、美化
活動等

施設使用者（一般社団法人ナカメエリアマネジメント）

• 目黒川船入場では、常設でキッチンカーによる飲食販売とイス・テーブルを設置し、

近隣住民や来街者の憩いの場となっている。また、プラゴミやフードロス削減のサス

ティナブルなイベントやフリーマーケットなど、環境に配慮した取組を行っている。

今後は、季節のイベント及びマルシェなど、地域交流イベントの充実を図っていく。

• 旧川の資料館では、令和５年度にコーワキングスペースや目黒川に関わる展示スペー

スとして利活用を開始した。新しいヒト/モノ/コトとの出会いや繋がりを提供し、新

しいビジネスやカルチャーの発信地としての場づくりを目指す。
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46．東京都台東区（一級河川 隅田川）

区域名称 隅田川かわてらす®

概要
隅田川の河川区域をランナーズステーション併設カフェのオープンテ
ラスとして利用することにより、隅田川の水辺の賑わいを創出し、地
域活性化につなげる。

河川管理者 東京都知事

水系名・河川名 １級・荒川水系・隅田川

指定範囲 台東区駒形二丁目1番地先

指定日 R4.1.12

占用主体 （株）リバティネット

占用施設 川床

合意方法 土地・建物所有者、地元町会、隣接土地・建物所有者等の同意

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
東京都ＨＰ

https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/kasenbu0134.html

位 置

位 置位 置

たいとうく すみだがわ

地図データ 国土地理院地図

指定範囲
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効果と今後の展開

水辺の様子

• ランニングステーション併設のカフェにかわてらすを設置しており、地域住民と

隅田川テラスのランナーの交流拠点を目指していく。

• かわてらすからは東京スカイツリーが眺望できる絶好のロケーション。

• 水辺の魅力発信や地域の更なる賑わい創出に向けて取り組み、地元貢献を図って

いく。

ASAGE CAFE
–カワドコCAFE＆BAR- 浅草蔵前

かわてらす状況事業スキーム

・日常清掃活動 ・出店者会主催のイベント等の実施 ・地域住民や町会と協働した
地域活動の実施 ・植栽等による水辺の飲食スペースとしての演出

河川管理者 建物・土地所有者、地元町会、
隣接建物・土地所有者

※対象範囲は、地域の実情に合わせて決定

③許可申請
占用料 ②地域の合意

④占用許可①事前協議

地域合意の対象者

【占用主体】出店者
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47．神奈川県厚木市（一級河川 相模川）

区域名称 相模川三川合流点地区

概要 良好な自然環境と親水性を備えた水辺ふれあい拠点を整備する。

河川管理者 神奈川県知事

水系名・河川名 １級・相模川水系・相模川

指定範囲 厚木市厚木地先

指定日 R4.11.28

占用主体 厚木市長

占用施設 広場、これらと一体をなすバーベキュー場等

合意方法 相模川三川合流点地区利用調整協議会

許可期間 未定

関連ＵＲＬ
神奈川県HP

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f4i/suisei/openka.html

あつぎし さがみがわ

位 置位 置
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効果と今後の展開効果と今後の展開

中心市街地から徒歩圏内の河川敷で、自然の豊かさを実感できる空
間を創出することにより、水辺の利活用、観光増進及び中心市街地の
活性化を目指す。

事業スキーム事業スキーム

【占用主体】
厚木市長

【河川管理者】
神奈川県

許可申請

（河川法）

占用許可
（河川法）

相模川三川合流点地区利用調整協議会

構成：厚木市、地元自治会、商工会、
観光関係団体、漁協 等

【施設使用】
使用者

使用契約

地域の合意

水辺の様子水辺の様子

小鮎川

中津川

相模川

三川合流点

相模川

広 場

駐車場

護 岸

相模川
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48．山梨県早川町（一級河川 早川）

区域名称 早川町オートキャンプ場

概要

「早川町オートキャンプ場」にオフロードコースを併設することによ
り、新たなアクアクティビティ体験のできる場として人々を魅了して
いた。早川町の観光資源である豊かな自然を存分に味わえる施設とし
て地域振興に大きく貢献していた。

なお、令和元年12月から施設整備のため、休止している。

河川管理者 山梨県知事

水系名・河川名 １級・富士川水系・早川

指定範囲 早川町保字下柳島地内

指定日 H25.3.21

占用主体 早川町長

占用施設 オートキャンプ場・オフロードコース等

合意方法 早川町からの要望

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

山梨県ＨＰ：http://www.pref.yamanashi.jp/chisui/tokurei.html

早川町ＨＰ：
https://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/tour/spot/camp/c
ar-camping.html

位 置

河川区域
指定範囲

平面図

はやかわちょう はやかわ

地図データ 国土地理院
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4.4
5.2 4.6

6.9
8.6

H26 H27 H28 H29 H30

効果と今後の展開

・オートキャンプ場利用者のオフロードコース体験や、一般利用者の親

水（川遊び）の機会が好評だった。

・施設整備を進めており、令和元年12月から休止している。

早川町オートキャンプ場 全景

オフロードコースでの親水風景

水辺の様子

事業スキーム 利用者数

キャンプ利用者数（千人）

河
川
管
理
者
（
山
梨
県
知
事
）

許可申請

占用許可 使用契約

選定

占
用
主
体
（
早
川
町
長
）

施
設
使
用
者

早川町からの要望（地域の合意）

休
止
中
の
た
め
デ
ー
タ
な
し

R1以降
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49．山梨県富士河口湖町（二級河川 本栖湖）

関連ＵＲＬ

区域名称 本栖湖（富士河口湖町）

概要

世界文化遺産の構成資産としてふさわしい本栖湖の環境と調和した湖
畔環境などの望ましい姿を保ち、地域振興に寄与する湖畔環境整備・
保全・活用等のさらなる発展を目指すため、「明日の本栖湖を創造す
るために」（明日の本栖湖創造協議会）の方針が策定され、本栖湖の
水辺空間の適正利用と地域活性化に資するものである。

河川管理者 山梨県知事

水系名・河川名 ２級・本栖湖水系・本栖湖

指定範囲 富士河口湖町本栖字上の原地内

指定日 H25.3.21

占用主体 富士河口湖町長

占用施設 船舶係留施設、キャンプ場等

合意方法 富士河口湖町明日の本栖湖創造協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ 山梨県ＨＰ：http://www.pref.yamanashi.jp/chisui/tokurei.html

静穏な湖沼環境

緑豊かな本栖湖キャンプ場

景観や安全に配慮した桟橋

ゴミのないきれいな水辺

景観に配慮した周辺施設

ふじかわぐちこまち もとすこ

位 置

地図データ 国土地理院

本栖湖
身延町

富士河口湖町

：指定範囲

都市・地域再生等利用区域の指定範囲

本栖湖
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効果と今後の展開

１ 素晴らしい景観と雄大で豊富に残っている本栖湖の自然を守る。

２ 恵まれた自然環境を活かし、本栖湖畔における野営、運動及び水辺レクリエーション
（釣りとレジャーボート・ウィンドサーフィン・カヌー）、散策等自然とのふれあいを
進める。

３ 単に、春から秋にかけてだけではなく、年間を通して、老若男女を問わず全ての観光
客が等しく楽しみ、単に通過するだけではなく、快適な宿泊を伴う滞留を目指す。

４ 引き続き、動力船の乗り入れを禁止するとともに、湖畔の人工物は、必要最小限の規
模とし、景観に配慮し、本栖湖と富士山の景観を破壊しないものとする。

水辺の様子

修景前

修景前

修景後

修景後

事業スキーム

【河川管理者】
山梨県知事

【施設使用者】
事業者等

許可申請 施設利用料

【占用主体】
富士河口湖町長

占用許可

明日の本栖湖創造協議会

意見聴取・具申

使用契約

構成：山梨県、富士河口湖町、地元区、
本栖湖観光協会、
本栖湖漁業協同組合、
ボート事業者 等

既存施設の景観に配慮した対策事例
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50．山梨県富士河口湖町（二級河川 精進湖）

区域名称 精進湖

概要

世界文化遺産の構成資産としてふさわしい精進湖の環境と調和した湖
畔環境などの望ましい姿を保ち、地域振興に寄与する湖畔環境整備・
保全・活用等のさらなる発展を目指すため、「明日の精進湖を創造す
るために」（明日の精進湖創造協議会）の方針が策定され、精進湖の
水辺空間の適正利用と地域活性化に資するものである。

河川管理者 山梨県知事

水系名・河川名 ２級・精進湖水系・精進湖

指定範囲 富士河口湖町精進地内

指定日 H26.3.25

占用主体 富士河口湖町長

占用施設 船舶係留施設、桟橋、イベント施設等

合意方法 富士河口湖町明日の精進湖創造協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ 山梨県ＨＰ：http://www.pref.yamanashi.jp/chisui/tokurei.html

位 置

カヌーコース

静穏な水辺環境
賑わいの場

整然としたボート繋留

カヌーポロ

ふじかわぐちこまち しょうじこ

地図データ 国土地理院

精進湖

都市・地域再生等利用区域の指定範囲

：指定範囲

精進湖
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効果と今後の展開

１ 素晴らしい景観と豊富に残っている精進湖の自然を守る。

２ 恵まれた自然環境を活かし、精進湖畔における野営、運動及び水辺レクリエーショ
ン（釣り・カヌー）、散策等自然とのふれあいを進める。特に、カヌーを中心とした
地域づくりを進める。

３ 音楽関係の合宿をする人々が、雄大な自然の中で発表する機会を設け、地域の賑わ
いの創出を図る。

４ 引き続き、動力船の乗り入れ規制の協力を求めるとともに、湖畔の人工物は、必要
最小限の規模とし、景観に配慮し、精進湖と富士山の景観を破壊しないものとする。

新潟駅

水辺の様子

修景前

修景前

修景後

修景後

事業スキーム

【河川管理者】
山梨県知事

【施設使用者】
事業者等

許可申請 施設利用料

【占用主体】
富士河口湖町長

占用許可

明日の精進湖創造協議会

意見聴取・具申

使用契約

構成：山梨県、富士河口湖町、地元区、
精進湖観光協会、
精進湖漁業協同組合、
ボート事業者等

既存施設の景観に配慮した事例
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51．山梨県富士河口湖町（二級河川 西湖）

区域名称 西湖（桑留尾地区、前浜地区）

概要

世界文化遺産の構成資産としてふさわしい西湖の環境と調和した湖畔
環境などの望ましい姿を保ち、地域振興に寄与する湖畔環境整備・保
全・活用等のさらなる発展を目指すため、「明日の西湖を創造するた
めに」（明日の西湖創造協議会）の方針が策定され、西湖の水辺空間
の適正利用と地域活性化に資するものである。

河川管理者 山梨県知事

水系名・河川名 ２級・西湖水系・西湖

指定範囲 山梨県南都留郡富士河口湖町西湖地内（桑留尾・前浜地区）

指定日 H31.3.１

占用主体 富士河口湖町長

占用施設 船舶係留施設、キャンプ場等

合意方法 明日の西湖創造協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
山梨県ＨＰ

https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/tokurei.html

位 置

さいこふじかわぐちこまち

前浜

桑留尾での
多様なレジャーの共存

ゴミのない
きれいな水辺

西湖

地図データ 国土地理院

桑留尾地区

前浜地区

桑留尾地区（大路原～桑留尾浜）

前浜地区（桑留尾浜（東側）～中川原）

：指定範囲

都市・地域再生等利用区域の指定範囲

西湖

西湖
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効果と今後の展開

• 素晴らしい景観と豊富に残っている自然を守る。

• 恵まれた自然環境を活かし、釣りやカヌーの体験学習、湖畔におけるキャンプ、合宿、

散策など自然とのふれあいを促進する。誰もが快適に共存できる場を創出する。

• 水際の植生を適正に管理し、良好な水辺環境の維持・保全を図るとともに、水辺に近づ

き親しめる場を創出する。

• 湖畔の人工物は、必要最小限の規模とし、景観に配慮し、西湖と富士山の景観を破壊し

ないものとする。

水辺の様子

事業スキーム

西湖創造協議会

【占用主体】
富士河口湖町長

【河川管理者】
山梨県知事

【施設使用者】
事業者等

意見聴取・具申

占用申請・占用許可
使用契約

管理体制模式図

適正利用による景観に配慮

適正利用による景観に配慮

構成：行政、事業者、地元住民等

施設利用料
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52．山梨県身延町（二級河川 本栖湖）

区域名称 本栖湖（身延町）

概要

富士山世界文化遺産の構成資源である「本栖湖」の優れた環境を活か
した多様なレジャー機能の整備と河川の有効活用の促進のため「身延
町本栖湖西岸活用創造協議会」による振興計画に基づき、自然環境の
保全と地域振興・活性化の両立を目指すものである。

河川管理者 山梨県知事

水系名・河川名 ２級・本栖湖水系・本栖湖

指定範囲 山梨県南巨摩郡身延町中ノ倉、釜額川尻地内

指定日 R5.3.1

占用主体 身延町長

占用施設 船舶係留施設、キャンプ場等

合意方法 身延町本栖湖西岸活用創造協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ 山梨県ＨＰ：http://www.pref.yamanashi.jp/chisui/tokurei.html

みのぶちょう もとすこ

位 置位 置

地図データ 国土地理院

都市・地域再生等利用区域の指定範囲

：指定範囲

本栖湖

身延町 富士河口湖町

公園

キャンプ場

■本栖湖西岸周辺の将来イメージ

水上スポーツ・釣り

キャンプ場

水上スポーツ・釣り

身延町

本栖湖
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・各種法規制に基づき、豊かな自然環境や優れた眺望環境を保全する。

・限られた平坦地を有効に活用する。

・自然環境を活かしたキャンプや水上アクティビティ等による地域活性化と

自然環境の保全の両立を目指し、河川空間活用のルールを遵守する。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

湖畔でのキャンプや湖上アクティビティ

【河川管理者】
山梨県知事

【施設使用者】
事業者等

許可申請 施設利用料

【占用主体】
身延町長

占用許可

身延町本栖湖西岸活用創造協議会

意見聴取・具申

使用契約

構成：山梨県、身延町、地元区、
本栖湖西部観光協会、
本栖湖漁業協同組合、
事業者等
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53．新潟県新潟市（一級河川 信濃川）

位 置

区域名称 信濃川やすらぎ堤

概要

新潟市中心市街地を流れる信濃川のやすらぎ堤（緩やかな法面勾配
（５割）の堤防）や萬代橋は、新潟市のシンボルである。その素晴ら
しいロケーションを活かしたイベントの実施や飲食店の出店等により、
賑わいと憩いの場が創出され、河川区域を含む萬代橋周辺地区の一層
の活性化と新潟市の魅力・活力の向上が図られる。

河川管理者 北陸地方整備局長

水系名・河川名 １級・信濃川水系・信濃川

指定範囲 萬代橋から八千代橋間の信濃川左右岸及び水面

指定日 H28.2.25

占用主体 新潟市長

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をな
す飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明、音響施設、
切符売場、案内所、船上食事施設、等

合意方法 信濃川やすらぎ堤利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
北陸地方整備局ＨＰ
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/toshitiikisaisei_shitei/yasuragitei
/index.html

しなのがわにいがたし
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水辺の様子
新潟市都心部の憩いの場となっているやすらぎ堤

効果と今後の展開

・占用主体（新潟市長）が公募した民間事業者と使用契約を結び、オープンカ

フェや売店等による店舗営業や各種アウトドアイベントを開催している。

・水辺空間を活かした統一的な設えのもと開催する飲食出店やイベントは、コロ

ナ禍においても多くの利用があり、利用者の満足度も非常に良好であった。

・令和５年度以降の体制について、令和４年度末に、右岸側と左岸側で分けて事

業者の公募を行った。右岸側と左岸側は立地特性や条件が異なるため、分けて

公募することで、今後、より多様な利活用や賑わいの創出が期待される。

利用者数事業スキーム

※R2年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により
事業を中止

信濃川やすらぎ堤
利用調整協議会

信濃川下流河川事務所（河川管理者）

【占用主体】新潟市長

占用許可許可申請

施設使用契約
協議・調整

出店者・イベント関係者

民間事業者

誘致・運営・管理

（地域の合意）
意見
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54．新潟県三条市（一級河川 信濃川）

位 置

都市・地域再生等利用区域

区域名称 三条防災ステーション周辺

概要

広場や水辺など広大なロケーションに、防災意識向上のための学習
や体験ができる水防学習館などがある三条防災ステーション周辺で
は、普段もイベントを開催し、市民の憩いの広場として活用されて
いるが、民間活力導入により、さらなる賑わいを創出する。

河川管理者 北陸地方整備局長

水系名・河川名 １級・信濃川水系・信濃川

指定範囲 三条防災ステーション周辺の信濃川左右岸および水面

指定日 H28.9.16

占用主体 三条市長

占用施設
広場、イベント施設、船着場、前述に掲げる施設と一体をなす飲食
店、売店、広告板、照明、音響施設、バーベキュー場、案内所、船
上食事施設、等

合意方法 三条市かわまち交流拠点施設利用調整協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ
北陸地方整備局ＨＰ
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/toshitiikisaisei_shitei/sanjyou/i
ndex0126.html

さんじょうし しなのがわ
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・キャンプブームの定着と毎月行っているイベントの取組により、誰もが楽しめる場所と

してミズベリング三条が認知されてきたことに加え、感染症の拡大が落ち着いたことで、

全体の利用者数は前年度と比較し増加している。

・今後は、キャンプイベントの実施、防災意識が高まるよう防災企画の取り入れ、感染症

終息後の体験型アクティビティ、SNSでの積極的な広報など、既存の施設を活かしつつ新

たな企画を積極的に取り入れ更なる集客を図る。

三条防災ステーション周辺

効果と今後の展開

水辺の様子

利用者数

※協議会＝三条市かわまち交流拠点施設利用調整協議会

構成：学識経験者、自治会、市民団体、経済団体、三条市、国 等

事業スキーム
（地域の合意）

令和４年度イベント実績例

ミズベリング三条フェ
ス等イベント

約19,000人

イベント以外の利用者
（施設内見学、BBQ、
キャンプ、バスケット
ボール等）

約17,600人

年間約36,600人が利用

三条市長
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55．新潟県見附市（一級河川 刈谷田川）

区域名称 刈谷田川防災公園

概要
防災公園を整備し、また「道の駅」機能を加え、「人・モノ・情報の交
流拠点」として位置付け、施設を整備している。

河川管理者 新潟県知事

水系名・河川名 １級・信濃川水系・刈谷田川

指定範囲
見附市今町１丁目、上新田町及び長岡市中之島字川原、字堀之内、字腰
巻地内

指定日 H24.10.26

占用主体 見附市長

占用施設 道の駅

合意方法 刈谷田川利活用検討委員会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ 新潟県見附市ＨＰ：https://www.city.mitsuke.niigata.jp/7352.htm

位 置

みつけし かりやたがわ
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効果と今後の展開

• 防災公園は災害時の活動拠点として整備されたが、デイキャンプができる広大な芝生

広場や、「道の駅パティオにいがた」を併設していることから、市内はもとより市外

県外からも、多くの人が訪れ、賑わいを生んでいる。

• 併設の道の駅は、日本トイレ大賞にも選ばれた快適なトイレや交流休憩センターのほ

か、地場産品の販売施設やレストラン、スイーツの売店があり、毎年約100万人を超

える人が訪れる。また、年間売上高は3億円を超え、地域経済に活力を与えているほ

か、地元農家や商店の生産意欲の向上、産業振興にも寄与している。

• 今後も隣接する地元商店街とともに、防災公園を拠点とした「人が周遊する」取り組

みを進めていく。

産直マルシェ

道の駅 パティオにいがた
（平成25年８月開業）

施設の様子

事業スキーム 利用者数

道の駅利用者数（万人）

河川管理者

地元団体代表、地域住民、
指定管理者、地元公園管
理者、行政（見附市）

刈谷田川活用検討委員会
（地域の合意）

許可申請

協議
占用主体

占用許可

H30 R1 R2 R3 R4

93.5104.7116.0 115.6 104.3
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56．新潟県新潟市（一級河川 通船川）

区域名称 通船川河口の森区域

概要
新たに船小屋等の占用施設を設置し、カヌー等船利用の拠点とすると
ともに、河口の森の整備により自然豊かな水辺環境を復元し、「人々
が集う憩いの水辺」づくりを進める。

河川管理者 新潟県知事

水系名・河川名 １級・信濃川水系・通船川

指定範囲 新潟市東区王瀬新町地内

指定日 H25.3.19

占用主体 （ＮＰＯ法人）新潟水辺の会

占用施設 舟小屋

合意方法 新潟地域河川敷地利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
新潟県ＨＰ
https://www.pref.niigata.lg.jp/niigata_seibi/1331154103451.
html

位 置 河口の森区域は、昭和５０年代にしゅんせつ

土処理地として造成された後、樹木が自生す

る水辺の貴重な緑地空間となっていた。平成

10年水害で樹木の伐採を余儀なくされたが、

官民協働による森の復元が進められた。令和

5年現在、河口の森広場は学生や市民の活動

と協働管理の場として活用されている。

河口の森

つうせんがわ

地図データ 国土地理院

にいがたし
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効果と今後の展開

・河口の森は、従来からボランティア団体による植樹と川そうじ船活動

や高校の端艇部（カヌー部）の練習場として活用されていたが、新潟

県が船着場を整備してから新たに船遊び活動も行われるようになった。

・近年は、河口の森をより利用しやすくするため、船小屋や駐車場、照

明、トイレ、水道などの整備が進み、定期的な草刈りなど快適さを重

視した管理が行われている。

・今後は、ボランティア団体によるカヌー教室の実施などや花植えによ

る景観向上など、河口の森区域の認知度を向上させる取り組みが広が

ることが期待される。

水辺の活動の様子

事業スキーム 利用者数

河川管理者

学識経験者、地元代表、
行政（新潟県、新潟市）

（地域の合意）

許可申請

選定
占用主体

占用許可

水辺活動参加者数（千人）

新潟地域河川敷地利用調整協議会

カヌー練習の様子

H30 R1 R2 R3 R4

3.53.4
3.0

草刈りと花畑づくりの様子

川掃除船のごみ回収の様子

3.0
2.5
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57．新潟県五泉市（一級河川 阿賀野川）

区域名称 咲花温泉地域

概要
平成23年7月新潟・福島豪雨水害を契機に着手した災害復旧事業によ
り新しく創出された河川空間において、川沿いの温泉旅館前へ川床を
整備するなど、賑わいのある河川空間として活用する。

河川管理者 新潟県知事

水系名・河川名 １級・阿賀野川水系・阿賀野川

指定範囲 五泉市佐取地内

指定日 H28.1.22

占用主体 碧水荘、ホテル平左エ門

占用施設
川床及び地域の再生等のために利用する施設（目隠し柵、イベントス
ペース等）

合意方法 川づくり調整会議

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
新潟県ＨＰ
https://www.pref.niigata.lg.jp/niigata_seibi_niitsu/135683220
5056.html

位 置 （上流側）

（下流側）

ごせんし あがのがわ

地図データ 国土地理院
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・咲花温泉地域では、水害を契機に新しい価値を見出そうと、災害復旧事

業の計画段階から川床整備や植栽等による情緒溢れる温泉地を目指して

検討を重ね、平成24年に策定した『咲花温泉かわまちづくり』は、第

15回「人に優しい地域の宿づくり賞」（主催:全国旅館ホテル生活衛生

同業組合連合会）の厚生労働大臣賞を受賞した。

・今後は温泉旅館前の川床整備や築堤部の植栽などを行い、県内外からの

観光客の集客を図る。

水辺の様子

災害復旧事業により新しく創出された河川空間

川床整備による賑わいイメージ

平成24年に策定した
『咲花温泉かわまちづくり』が

第15回「人に優しい地域の宿づくり賞」の
厚生労働大臣賞を受賞

効果と今後の展開

事業スキーム 利用者数

河川管理者

学識経験者、地元団体代表、
行政（新潟県、五泉市）等

川づくり調整会議（地域の合意）

許可申請

選定
占用主体

占用許可

咲花温泉観光客入込客数（万人）

R1 R2 R3 R4

2.82.9

4.8

3.5
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58．新潟県湯沢町（一級河川 魚野川）

区域名称 穴沢河川公園

概要
河川公園内において、飲食売店やデイキャンプ・バーベキュー場、イ
ベントなどの営業活動を行う事業者による河川占用を可能とすること
で、賑わいの場を創出しようとするもの。

河川管理者 新潟県知事

水系名・河川名 １級・信濃川水系・魚野川

指定範囲 南魚沼郡湯沢町大字神立地内

指定日 H31.3.22

占用主体 （株）エンゼル

占用施設 飲食売店、デイキャンプ・バーベキュー場、イベントスペース

合意方法 湯沢町河川空間利用調整協議会

許可期間 １年以内

関連ＵＲＬ

新潟県ＨＰ

https://www.pref.niigata.lg.jp/minamiuonuma_seibi/1356915
028376.html

位 置

N

ゆざわまち うおのがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

水辺の様子

R1年度利用計画

事業スキーム（予定）

デイキャンプ

河川管理者

占用主体

観光協会、商工会、漁協、町内会、
行政（湯沢町、県）

湯沢町河川空間利用調整協議会
（地域の合意）

許可申請 占用許可

事業者募集・選定

・令和元年度において、デイキャンプやバーベキューなどのサービス
の提供を行った。

・令和２年度～令和４年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響
もあり、事業未実施。

・令和５年度以降に事業実施再開の見通し。
・河川空間が賑わいの場となること、また、適正な利用の推進が期待
される。
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59．新潟県長岡市（一級河川 旧黒川）

区域名称 与板河川緑地

概要
都市緑地内において、バーベキュー施設を中心とした営業活動を行う
事業者による河川占用を可能とすることで、賑わいの場を創出しよう
とするもの。

河川管理者 新潟県知事

水系名・河川名 １級・信濃川水系・旧黒川

指定範囲 長岡市与板町与板地内

指定日 R2.3.31

占用主体 （株）与板BBQビール園

占用施設 イベント施設、飲食売店、バーベキュー場

合意方法 旧黒川河川敷地利用調整協議会

許可期間 １年

関連ＵＲＬ

新潟県HP

https://www.pref.niigata.lg.jp/site/nagaoka-
seibi/kyuukurokawa-toshichiikisaisei.html

位 置

ながおかし きゅうくろかわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 河川空間を活かした賑わいの拠点が創出されたことにより、河川敷地

の魅力の向上や地域の活性化へ寄与することが期待される。

• 今後、誘客イベントの開催について、地元自治体やビール園公式ホー

ムページを活用した情報発信の充実などにより、地域の観光振興を

図っていく。

水辺の様子

階段式護岸とバーベキューテント

バーベキューテント内部

与板★中川清兵衛記念BBQビール園

事業スキーム

河川管理者

関係地域代表、関係町内会、
地元商工会、地元観光協会、
行政（新潟県、長岡市）

旧黒川河川敷地利用調整協議会
（地域の合意）

許可申請

選定
占用主体

占用許可

利用者数

与板★中川清兵衛記念BBQビール園
利用者数（千人）

R2 R3

2.6

1.5

(6～10月) (4～10月)
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60．福井県福井市（一級河川 足羽川）

区域名称 AQUAテラス

概要
福井市中心部を流れ、福井駅からのアクセスに優れる足羽川の河川敷
をイベント広場として活用することにより、住民や観光客にとって魅
力的な河川空間を創出し、地域の活性化を図る。

河川管理者 福井県知事

水系名・河川名 １級・九頭竜川水系・足羽川

指定範囲 福井市中央２丁目、３丁目 泉橋～九十九橋間 右岸側

指定日 R2.6.1

占用主体 まちづくり福井（株）

占用施設 広場、イベント施設、これらと一体をなす売店・照明・音響施設等

合意方法 都市再生整備計画へ記載

許可期間 2年

関連ＵＲＬ

福井県HP

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/kasenkanri/junsokuto
kurei.html

ふくいし あすわがわ

位 置位 置

地図データ 国土地理院
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冬の足羽川で遊んでみよう

効果と今後の展開効果と今後の展開

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

利用者数利用者数

占用主体
（まちづくり福井（株））

河川管理者
（福井県知事）

許可申請 占用許可

福井市

都市再生整備計画に河川敷地の
利用について記載（地域の合意）

• 福井県における事例第１号として、オープン化のモデルケース
となることが期待される。

• 河川敷でのアウトドア体験等を通じ、足羽川の賑わい創出に寄
与している。

• 今後、学生団体や地域住民と連携した事業活動、景観美化等を
行い、河川空間の魅力向上および利用者層の多様化を図る。

• 令和4年度は雨天等でイベントが中止・延期になった影響で、
利用者数が減少した。

ふくいMachi Camp

Ｒ２年度 Ｒ３年度 R４年度

約
2,700

約
1,420

約
980

AQUAテラス
イベント参加者数（人）

カヌー体験
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61．福井県あわら市（一級河川 竹田川）

区域名称 竹田川河川公園

概要
金津市街地の玄関口であるJR芦原温泉駅周辺を流れる竹田川において
河川公園を整備し、カヤックやウォーターボール等、体験型の観光資
源を通じて水辺の賑わいを創出する。

河川管理者 福井県知事

水系名・河川名 １級・九頭竜川水系・竹田川

指定範囲
福井県あわら市市姫１丁目、春宮１丁目 地先

上新橋～北陸新幹線竹田川橋梁間

指定日 R3.5.25

占用主体 あわら市長

占用施設
広場、イベント施設およびこれと一体をなす準則第２２第３項第６号
に掲げる施設

合意方法 地元団体等の合意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

福井県HP

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/kasenkanri/junsokuto
kurei.html

位 置

位 置位 置

し たけだがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・河川公園内にオープンカフェやイベント広場等の親水空間を整

備し、北陸新幹線の福井県内開業に向けた観光誘客を図る。

・河川敷での活動に加え、地区の文化・歴史を案内する観光ガイ

ド事業も並行して行っており、地区全体の活性化に貢献してい

る。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

利用者数利用者数

占用主体
あわら市長

河川管理者
（福井県知事）

許可申請 占用許可

地元区
地元団体

施設使用者
金津まちなか創生会

施設利用料

使用契約

地域の合意

Ｒ３年度 R４年度

約270 133

竹田川河川公園
イベント参加者数（人）

カヤック体験
ウォータボール

カヤック体験

ダンスチームの出演

※人数のカウント方法変更
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62．福井県若狭町（一級河川 河内川）

区域名称 山座熊川OutdoorsBase

概要
河内川ダムが令和元年に竣工したことを機に、ダム湖やその周辺の自
然を活用したボート、川遊び、デイキャンプなどの環境アクティビ
ティを通じ、賑わいの創出を目指す。

河川管理者 福井県知事

水系名・河川名 １級・北川水系・河内川

指定範囲 若狭町河内 河内川ダム湖周辺

指定日 R4.5.11

占用主体 若狭町長

占用施設
広場、イベント施設、船着場、船舶係留施設およびこれと一体をなす
準則第２２第３項第６号に掲げる施設、その他都市および地域の再生
等のために利用する施設

合意方法 地元団体等の合意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

福井県HP

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kasen/kasenkanri/junsokuto
kurei.html

わかさちょう こうちがわ

位 置位 置

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・近くにキャンプ場（キャビン棟、オートサイトなど）を整備しており、

R5.秋にプレオープン、R6.春にグランドオープンを目指している。その

キャンプ場と連携して、さらには熊川トレイル（熊川宿と若狭駒ケ岳をつな

ぐ散策道）などとも連携して、湖面の利活用を進めていく。

・今年度から本格開業する。R4年度は体験会のみの人数。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

【占用主体】
若狭町長

【河川管理者】
（福井県知事）

許可申請 占用許可

若狭町河内区長

【施設使用者】
株式会社クマツグ

施設利用料

使用契約

地域の同意

Ｒ４年度

31
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63．静岡県沼津市（一級河川 狩野川）

位 置

区域名称 かのがわ風のテラス

概要

沼津市の中心市街地を流れる狩野川の魅力と、そのすばらしいロケー
ションを活かしたお洒落な空間を演出し、水辺空間で雰囲気を楽しん
だり、緩やかな時間を過ごしたりできるようにすることで、にぎわい
と憩いの場を創出する。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・狩野川水系・狩野川

指定範囲 右岸：あゆみ橋～御成橋、左岸：三園橋下流～永代橋上流

指定日 H26.2.26（指定）、R3.3.25（変更）

占用主体 沼津上土町周辺狩野川河川空間利用調整協議会

占用施設

（水辺のオープンカフェ等）

広場、広場と一体をなすオープンカフェ、売店等

（水辺のステージ等）

イベント施設、イベント施設と一体をなす照明・音響施設等

合意方法 沼津上土町周辺狩野川河川空間利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

中部地方整備局ＨＰ
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

かのがわ風のテラスＨＰ
http://www.kanogawa.fun-numazu.info/

ぬまづし かのがわ

中央公園

香貫公園

御成橋

永代橋

あゆみ橋

三園橋

都市･地域再生等利用区域

132

https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm
http://www.kanogawa.fun-numazu.info/


水辺の様子

効果と今後の展開

・時季に応じマーケットイベント・ステージイベント等が各種実施され、「水辺のバーベキュー」の利用者数も安定して

いる。カヤック体験の利用者数も増加傾向にある。

・にぎわいの場創設という「かのがわ風のテラス」の取組が平成26年度全建賞を受賞、平成28年度には利用調整協議会

の一員である沼津あげつち商店街が狩野川での活動を評価され、経済産業省の「はばたく商店街30選2016」に選定、

また、平成29年度には、社会資本と関わりをもつ地域づくりの優れた取組が認められ、国土交通省の「手づくり郷土

賞一般部門グランプリ2017」を受賞した。

・今後は、より安定的な利用を図るため、イベント利用時以外の活性化の検討など、引き続き取組みを行っていく予定。

・令和３年３月から指定区域を変更。あゆみ橋で結ばれた２つの公園（沼津中央公園（右岸側）・香貫公園（左岸側））

を中心に、左右岸に広がるエリアを連携させたイベント等を実施し、人の流れを生みだし、狩野川あゆみ橋を中心と

したまちなかの回遊性の向上をはかる。

かのがわ風のテラス 7月7日 水辺で乾杯 ナイトマーケット

事業スキーム 利用者数

利用件数 利用者数
（人）

H30年度 330 54,785

R1年度 301 30,319

R2年度 177 3,345

R3年度 182 5,804

R4年度 160 5,039

【河川管理者】

中部地方整備局長

【占用主体】

沼津上土周辺狩野川
河川空間利用調整協議会

イベント利用
は占用料免除

許可申請

静岡県

占用許可

構成：沼津観光協会、沼津市商
店街連盟、あげつち商店
街振興組合、商工会議所、
沼津市、国交省

民間事業者
（施設使用者）

水辺のステージ利用者

使用申請 使用承認 施設利用料 使用契約

←
狩
野
川

（地域の合意）

133



64．静岡県島田市（一級河川 大井川）

区域名称 蓬萊橋周辺地区

概要

島田市の重要な観光スポットのひとつでもある蓬萊橋周辺を、日常的
に市民や観光客が集うことのできる憩いと賑わいの場として創出して
いくことを目的とし、地域の活性化につながるイベントや商業者によ
る物産販売、事業ＰＲなどを行っていく。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・大井川水系・大井川

指定範囲 蓬萊橋周辺左岸及び右岸

指定日 H29.3.23（指定）、R3.3.19（変更）

占用主体 島田市長

占用施設
広場、イベントスペース、オープンスペース、これらと一体をなす売
店・オープンカフェ等、その他都市及び地域の再生等のために利用す
る施設

合意方法 島田市大井川ミズベリング協議会

許可期間 ５年

関連ＵＲＬ

中部地方整備局ＨＰ
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

島田市公式ＨＰ
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/kanko-
docs/kawamachizukuri.html

しまだし おおいがわ

都市・地域再生等利用区域

地図データ 国土地理院

位 置
蓬萊橋左岸

蓬萊橋右岸
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• 効果

蓬萊橋の周辺整備により、利便性の向上や集客効果の助長な

どに寄与した。また、イベント、物産販売、観光案内・事業Ｐ

Ｒなどを行い、市民や観光客の滞在期間の延伸・観光消費、広

場等の利用促進等により、憩いと賑わいのある水辺空間の創出

を図っている。

新潟駅

水辺の様子

蓬萊橋と周辺地区

事業スキーム

効果と今後の展開

蓬萊橋897.4（やくなし）茶屋

カフェ

島田市大井川ミズベリング協議会

【施設使用者】
• 物販・休憩施設の運営
• 特産品の開発
• 広場の維持管理

水辺空間整備（左岸）

指導

要請・報告

使用契約

・今後の展開

蓬萊橋左岸の利活用の更なる推進と蓬萊橋右岸の高水敷など

の整備及び活用検討を予定。今後、蓬萊橋両岸一帯の拠点性の

向上や回遊を促す取組などにより、蓬萊橋周辺をはじめとした

大井川の水辺空間を活かしたさらなる地域活性化が期待される。

占用許可

許可申請

構成：地元自治会代表、蓬萊橋周辺整備促
進協議会、観光協会、商工会議所、
商工会、島田市、国交省 等

【河川管理者】
中部地方整備局長

【占用主体】
島田市長

（地域の合意）

利用者数

蓬莱橋
渡橋者数
（人）

１日平均
渡橋者
（人）

897.4茶屋
総客数
（人）

R４ 114,696 314 40,382

R３ 90,768 249 34,662

坂路

小径

広場(整地・張芝) 水辺空間整備イメージ（右岸）
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65．静岡県函南町（一級河川 狩野川、大場川）

区域名称 伊豆ゲートウェイ函南

概要

道の駅に隣接する川の駅として、平成31年４月27日にオープン。出
水時における水防活動等の支援する施設として、また平常時には学習
の場、堤防や水辺を利用したアウトドアスポーツの場、芝生広場を利
用した賑わい交流の場としての地域活性化の役割を担う。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・狩野川水系・狩野川、大場川

指定範囲 （狩野川右岸及び大場川左岸）函南町塚本地区周辺

指定日 H30.2.1

占用主体 函南町長

占用施設
広場、一体をなす売店、案内所、オープンカフェ・照明、音響施設、
バーベキュー場、船着場、日よけ、その他都市及び地域の再生等のた
めに利用する施設（サイクルステーション、ドッグラン）

合意方法 函南塚本地区狩野川利活用調整協議会

許可期間 １０年

関連ＵＲＬ

中部地方整備局ＨＰ
https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

川の駅伊豆ゲートウェイ函南ＨＰ
https://www.kawanoekiizugateway.com

位 置

川の駅伊豆ゲートウェイ函南

函南町

沼津市

かんなみちょう かのがわ だいばがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

①常設のドッグランを活かしたドッグフェスや、地域事業者を中心としたマルシェの開催により、

狩野川利活用協議会・道の駅と連携して賑わいを創出し、道路利用者の休憩、憩いの場に。

②芝生広場を利用した「ＢＢＱ・キャンプ体験」「おもしろ自転車体験」「ストライダー体験」

とともに、河川空間を利用した「カヤック・カヌー・SUP体験」で楽しみと健康増進の場に。

③今後は、川の駅ブランドを宣伝し、隣接市町や周辺施設等と連携して、狩野川流域の活性化を

具体化できるよう大規模イベントを企画し実行していく。

水辺の様子

カヌー・SUPの利用状況

事業スキーム

【河川管理者】
中部地方整備局長

占用料免除許可申請

静岡県

占用許可

川の駅 多目的広場利用者

利用申請 利用承認

【川の駅管理者】函南町長＋指定管理者

函南塚本地区狩野川
利活用調整協議会

地域の合意

構成：地元区長、函南町
観光協会、狩野川
漁業協同組合、静
岡県、函南町、国
交省等

利用者数

R４年度 １６１,７２７人

「川の駅に気球がやってくる」R4.1
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66．愛知県豊田市（一級河川 矢作川）

区域名称 矢作川「白浜・千石公園地区（コアエリア）と右岸地区」

概要

「まちと水辺が一体となった魅力ある空間づくり」を実現するため、矢
作川の水辺空間において、民間事業者と連携し、まちや豊田スタジアム
と連携した「交流拠点」、豊かな自然環境に親しむ「水辺空間」、多様
な世代がレクリエーションを楽しめる「憩いの空間」を創出する。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・矢作川水系・矢作川

指定範囲
左岸：高橋から久澄橋までの区域

右岸：籠川合流点から竜宮橋下流

指定日 H30.3.26（指定）、R4.8.9（変更）

占用主体 豊田市長

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、前述に掲げる施設と一体をなす飲食
店、売店、オープンカフェ、広告板、仮置き型照明・音響施設、
キャンプ場、バーベキュー場、休憩場、などその他都市及び地域の
再生等のために利用する施設

合意方法 矢作川利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
中部地方整備局ＨＰ

https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

位 置

とよたし やはぎがわ

都市･地域再生等利用区域

N

地図データ 国土地理院

N

矢作川→
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効果と今後の展開

• 市民や民間事業者の「つかう」ニーズに応える「つくる」として、広場や遊歩道

等の施設整備を展開する。

• 民間事業者等と連携し、アイデアや思いが実現できる空間として利活用を積極的

に進め、水辺を通じた地域の賑わいを創出する。

• 民間事業者を主体とした誘客イベントの開催や、ホームページ等を活用した情報

発信の充実などを図り、多くの人が訪れる空間として活用する。

水辺の様子

事業スキーム

矢作川フェスタ とよた健康づくりウォーキング 矢作川いかだ下り

矢作川

豊田スタジアム

千石公園

白浜公園

占用許可

許可申請

占用許可

許可申請

※利用調整協議会＝矢作川利用調整協議会

構成：地元区長、豊田商工会議所、矢作川漁業協同組合、豊田市 等
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67．静岡県伊豆の国市（一級河川 狩野川）

区域名称 狩野川神島公園

概要

市内を流れる狩野川沿いに芝生広場や多目的広場を整備をすることで、
市民や来訪者が集い、憩うことのできる親水空間の創出を図ります。ま
た、民間事業者にも参画を促し、河川敷内に自転車オフロードコースを
整備する他、川を活かしたアウトドアスポーツや自然体験活動ができる
魅力ある水辺空間を創出し、地域の活性化を図ります。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・狩野川水系・狩野川

指定範囲 伊豆の国市神島地区周辺

指定日 R２.3.１３

占用主体 伊豆の国市長

占用施設 芝生広場、多目的広場、ドッグラン、自転車オフロードコース等

合意方法 伊豆の国市狩野川利活用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

中部地方整備局HP

https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

伊豆の国市HP

https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tosikei/shisetsu/kouen/kano
gawakamisima.html

位 置

いずのくにし かのがわ

：都市・地域再生等利用区域の範囲
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効果と今後の展開

• Park-PFI（公募設置管理制度）を導入し、民間資金を活用して公園の整備、管理運営

を行うことで、子どもの遊び場やイベント広場などさまざまな場を提供し、地域の新

しい賑わいスポットとなる公園を目指す。

• オフロードコースを活用した市民のスポーツ振興、健康増進に供するとともに、伊豆

半島サイクリングルートの結節点として自転車文化の普及・促進を図る。

水辺の様子

事業スキーム

整備後のイメージ

伊豆の国シクロクロス Supported by  湘南CX

狩野川ラフトディスクドッグ競技会

【河川管理者】
中部地方整備局

占用料免除
許可申請

静岡県

占用許可

利用者

利用申請

利用承認

【公園管理者】伊豆の国市＋指定管理者

伊豆の国市狩野川
利活用調整協議会

地域の合意

【構成】
地元区長、道の駅、商工会、
観光協会、狩野川漁協、県、
伊豆の国市、国交省等
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68．岐阜県岐阜市（一級河川 長良川）

区域名称 長良川右岸プロムナードエリア

概要
金華山や長良川を基盤に形成される空間を、多くの市民が活用し、地
域の交流の場とするとともに、観光客にも幅広く親しまれ、地域経済
にも寄与しうる有機的につながった場(エリア)の実現を目指している。

河川管理者 中部地方整備局長

水系名・河川名 １級・木曽川水系・長良川

指定範囲 長良橋右岸上流（岐阜市長良鵜飼屋地区）

指定日 R３.3.19

占用主体 岐阜市長

占用施設
イベントスペース、オープンスペース及びそれらと一体をなす物販
所・休憩場所、案内板、照明等

合意方法 ぎふ長良川水辺空間活用協議会

許可期間 4年

関連ＵＲＬ

中部地方整備局HP

https://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/riyoukuiki/index.htm

岐阜市HP

https://www.city.gifu.lg.jp/info/seisaku/1006653/1006655/
1016451/index.html

位 置

ぎふし ながらがわ

位 置位 置

金華山

長良川右岸プロムナードエリア長良川右岸プロムナードエリア
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効果と今後の展開効果と今後の展開

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

長良川右岸プロムナードエリア R５.5.11「長良川夜市」

「長良川の歴史、⽂化、景観を1000 年先も継承し

続ける持続可能な地域」を目指し、かわまちづくり事

業と連携し、「守る」「親しむ」「創る」をキーワー

ドに更なるハード整備と協議会加盟組織を中心にイベ

ント等を行い、地域経済の活性化に寄与する。

使用申請 電気使用料

利用者数

【河川管理者】中部地方整備局長

許可申請

利用者（事業者）

占用許可

使用許可

【占用主体】岐阜市長

＜ぎふ長良川水辺空間活用協議会（事務局）＞

＜構成＞
岐阜市、地元自治会連合会、まちづくり団体、観
光協会、温泉旅館組合、商工業会議所、漁業組合、
長良川鵜飼鵜匠等

ぎふ長良川水辺空間活用協議会（地域の合意） イベント 利用者数

R4.5.11 長良川夜市 約2,500人

R4.9.17 ひといきプロムナード 約1,000人

R4.10.15 長良川夜市 約3,000人

R4.10.23 長良川かわべのじかんマルシェ 約1,800人

R5.3.５ 長良川かわべのじかんマルシェ 約2,500人

R5.5.11 長良川夜市 約1,000人
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69．岐阜県飛騨市（一級河川 高原川）

区域名称 ミズベリング in 神岡／ひだ神岡夏まつり

概要

古くから市民に親しまれる高原川の河川区域を活用したイベントの実
施により、市民等の水辺の憩いの場だけでなく、民間事業者の営利活
動の場として賑わいを創出し、地域の魅力・活力とともに防災意識の
の向上を図る。

河川管理者 岐阜県知事

水系名・河川名 １級・神通川水系・高原川

指定範囲
飛騨市神岡町船津字フルスワ2142番2地先～朝浦字桜通908番1地
先

指定日 H30.6.11

占用主体 飛騨市長

占用施設

１）イベント施設

２）上記と一体をなす飲食店、売店、広告旗、照明および音響施設等

３）花火打ち上げ施設等

４）渓流釣り体験、川魚のつかみどり、川下りアドベンチャー施設等

合意方法 飛騨市高原川利用調整協議会

許可期間 イベント期間中のみの許可

関連ＵＲＬ
岐阜県ＨＰ

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18142.html

位 置 都市・地域再生等利用区域

高原川

ひだし たかはらがわ

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 「ミズベリングin神岡2022」では、魚のつかみどり、高原川に棲む

魚の水族館、キッチンカー、地元バザー及びエンタメライブ等多彩な

催しを開催し新たな賑わいの創出につながった。

• 令和４年度の取組結果を踏まえ、地元中学生と連携して更なるイベン

トの企画や広報活動により、多くの人が訪れる場として活用し、地域

の魅力・活力の向上を図る。

水辺の様子

高原川

事業スキーム

河川管理者（岐阜県知事）

許可申請

施設使用者
（高原川ミズベリング協会）

占用許可

施設使用契約公募・選定

占用主体（飛騨市長）

地元団体代表、地域住
民、行政（岐阜県、飛

騨市）

高原川利用調整協議会（地域の合意）

選定

ミズベリングin神岡2022
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70．岐阜県揖斐川町（一級河川 粕川）

区域名称 揖斐川町粕川イベント施設等

概要

粕川は、県内外の利用者から親しまれる水辺となっている。さらなる
水辺の利活用を目指し、民間事業者による営利活動の場としての活用
を進め、地域の魅力・活力の向上を図るとともに、水防災意識の向上
を図る。

河川管理者 岐阜県知事

水系名・河川名 １級・木曽川水系・粕川

指定範囲 揖斐川町瑞岩寺及び市場地内

指定日 H30.8.22

占用主体 揖斐川町長

占用施設
イベント施設及び施設と一体をなす飲食店、売店、広告旗、照明及
び音響施設など

合意方法 揖斐川町ミズベリング協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
岐阜県ＨＰ

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18142.html

位 置

かすがわいびがわちょう

都市・地域再生等利用区域

← 粕川

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

・移り行く季節ごとに様々な表情を見せる水辺空間を地域の人々と活用

する取組みを実施した。

• 様々な立場からの参画を促し、美しい水辺の新しい活用の可能性を創

造していく。

水辺の様子

ミズカラ～春色～

ミズカラ～GREEN～

事業スキーム

利用者数

河川管理者（岐阜県知事）

許可申請

施設使用者

占用許可

選定

占用主体（揖斐川町長）

地元団体代表、地域住民、
行政（岐阜県、揖斐川町）

揖斐川町ミズベリング協議会（地域の合意）

選定

ミズカラ～音色～

イベント名 来場者

ミズカラ～春色～ ー

ミズカラ～GREEN～ ー

ミズカラ～音色～ ー

使用契約

令和４年度

※令和４年度は新型コロナウイルスの影響で利用中止
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71．岐阜県中津川市（一級河川 付知川）

区域名称 付知川付知町地区

概要
付知川沿いにある道の駅『花街道付知』を中心として、水辺空間を活
用し癒しと賑わいの場を創出するとともに、防災意識の向上及び地域
活性化を図る。

河川管理者 岐阜県知事

水系名・河川名 １級・木曽川水系・付知川

指定範囲
【左岸】若宮大橋下流洞奥谷合流点付近～藤山橋付近

【右岸】付知橋付近～藤山橋付近

指定日 R4.12.14

占用主体 中津川市長

占用施設

１）イベント関連施設

２）キャンプ関連施設（デイキャンプ施設を含む）

３）ＢＢＱ施設

４）遊具、自然プール、魚釣り場など

５）ドッグラン施設

６）川床施設

７）飲食店、売店（オープンカフェ、キッチンカー含む）

８）広告旗、案内施設、照明施設、音響施設、張り出しデッキ、休憩
施設、植栽など

合意方法 中津川市付知川河川利用調整協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
岐阜県HP

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18142.html

なかつがわし つけちがわ

位 置位 置
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・民間事業者との連携により、飲食物等の販売を実施。

・ハード整備により、休憩施設等の利便施設の充実を図る。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

【占用主体】
中津川市長

【河川管理者】
岐阜県知事

許可申請 占用許可

付知川河川利用調整協議会

【施設使用者】
付知町振興公社

使用契約

地域の合意

イベント（森林の市）

付知川（上空より）

現況（左岸広場）
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72．静岡県浜松市（二級河川 都田川（浜名湖））

水辺の様子
桟橋から出向する遊覧船

区域名称 浜名湖舟運

概要
浜名湖SAに近接する河川敷地に桟橋を設置し、そこを基点として、小
型船舶で浜名湖上の遊覧及び舟運を可能とし、気軽に浜名湖の魅力を
体感できるようにした遊覧船事業。

河川管理者 静岡県知事

水系名・河川名 ２級・都田川水系・都田川

指定範囲 浜名湖周辺

指定日 H25.9.30（指定）、H26.2.24・H29.2.２（変更）

占用主体

〔桟橋別に〕

（NPO法人）浜名湖観光地域づくり協議会、浜名漁業協同組合、湖西
市、浜名湖遊覧船株式会社、奥浜名湖商工会

占用施設
船舶係留施設、広場、飲食店、売店、オープンカフェ、切符売場、案
内所

合意方法 浜名湖地域振興・減災協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ

静岡県ＨＰ

https://www.pref.shizuoka.jp/machizukuri/kasensabo/river/1
049310/kasenopen.html

はままつし みやこだがわ はまなこ
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位 置

効果と今後の展開

・令和4年度は54日間の運行で7千人を超え、1日当たり利用者数は過去

最高となった平成30年度の実績に迫る勢いだった。またテレビ番組でも

ユニークなSAの例として紹介され、認知度を高めることができた。

・令和５年度は、利用者に好評いただいているペット同乗可能の広報や大

河ドラマ「どうする家康」との連携、回復が予想されるインバウンド誘客

など、静岡県や浜松市、ＮＥＸＣＯ等と連携しながら行っていく。

東名高速道路
浜名湖SA ①

②③

④

⑤都田川
（浜名湖）

① ：浜名湖ＳＡ桟橋
②③⑤：舘山寺内浦湾の桟橋
④ ：新居弁天の桟橋
⑥ ：気賀桟橋

⑥

事業スキーム

２．湖上遊覧便
東名高速浜名湖SAと直結する①の桟橋
から高速道路利用者が気軽に浜名湖の魅
力を体感できる。

１．直行便
浜名湖SAを基点とし、浜名湖内の①～⑥の
桟橋を観光船で結ぶことで、浜名湖地域全体
の活性化に寄与。

利用者数

○湖西市

○その他

遊覧船利用者数（千人）

河川管理者

河川利用調整協議会等
（河川管理者、市町等）

河川法許可河川法
許可申請

河川占用料
納入

営業活動を行う事業者等

選
定

河川管理者

公的機関（市町等）
河川利用調整協議会等
（河川管理者、市町等）

河川法許可
河川法
許可申請

施設使用者

施設利用料
納入

選
定

使用契約

R4

7.2

H30

7.4

R1

9.2

令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定期運
航を中止し、令和３年度は11月の１ヶ月のみ運行した。（11
月実績：11日間運行、利用者数878人）
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73．愛知県岡崎市（一級河川 乙川）

区域名称 乙川リバーフロントＱＵＲＵＷＡ戦略地区

概要

中心市街地のど真ん中にもかかわらず、広大な水辺空間が広がる「乙
川」を最大限に活かした公民連携のかわまちづくりを平成28年度から
展開している。その取組みとして様々なプログラムが乙川の河川空間
で生き生きと行われている。

河川管理者 愛知県知事

水系名・河川名 １級・矢作川水系・乙川

指定範囲 市道明大寺吹矢橋線（ 吹矢橋）～名古屋鉄道名古屋本線菅生川橋梁

指定日 H27.11.26

占用主体
乙川リバーフロント地区かわまちづくり協議会事務局 岡崎市、代表
者 岡崎市長

占用施設

広場、遊歩道、船着場、船舶係留施設（係留環、係留杭）、船舶上下
架施設（ 斜路を含む）、前各号に掲げる施設と一体をなす飲食店・売
店・オープンカフェ・広告板・仮置き型照明施設・仮置き型音響施
設・バーベキュー場・切符売場・案内所・船舶等の調整・修繕等のた
めの仮設施設、船上食事施設、多目的のフロート施設、通路橋、エア
アーチ、その他施設

合意方法 乙川リバーフロント地区かわまちづくり協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
愛知県HP

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/0000088738.html

位 置

おかざきし おとがわ

桜城橋
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・マルシェやキャンプ、水上アクティビティ等、日々の気持ちに

よって過ごし方が選べる空間を創出することができている。

・民間事業者主体の活動による、公民連携の持続可能なかわまち

づくりを展開する。

効果と今後の展開

事業スキーム 利用者数

水辺の様子

（R４.５.25 ナイトマーケット）

61,431人

30,530人

54,269人

96,160人

R1 R2 R3 R4

（R４.7.24 川あそび）
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74．愛知県蟹江町（二級河川 蟹江川）

区域名称 蟹江川須成地区

概要
蟹江川と向き合い、水辺と共存してきた水郷の里の再生に向け、地域
資源の魅力を掘り起こし、また、景観の再生により人と川の新たな関
わりを築き地域の活性化を図る。

河川管理者 愛知県知事

水系名・河川名 ２級・日光川水系・蟹江川

指定範囲 天王橋上流７０ｍ～飾橋

指定日 R2.3.27

占用主体 蟹江町長

占用施設
遊歩道、船着場、船舶係留施設、前各号に掲げる施設と一体をなす飲
食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音響施設、切符売場、
案内所、日よけその他都市及び地域の再生等のために利用する施設

合意方法 蟹江川河川敷利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
愛知県HP

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/0000088738.html

位 置

かにえちょう かにえがわ

観光交流センター 祭人

天王橋

御葭橋

飾橋

須成公民館

須西小学校

冨吉建速神社・八剱社
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効果と今後の展開

・｢蟹江町観光交流センター祭人｣は、ユネスコ無形文化遺産の須成祭をはじめとする町

の魅力を発信する拠点として、川沿いにある地元特産品を使った新商品の開発販売、レ

ンタサイクル貸出等行っており、多くの人が訪れ賑わっている。

・蟹江川は古くからまちや人々と密接に関わってきた河川であり、４００年以上伝統が

受け継がれている｢須成祭｣のほか観光案内や地域住民による舟を使った大規模な清掃活

動等も行われている。

・川に親しむ多様なイベントに取り組みつつ、単調なコンクリート護岸を親しみのある

親水護岸整備、転落防止柵等の整備を進めることで、かつての水郷の里としての景観再

生を図り、更なる人の流れ、地域の活性化、観光・産業振興につなげていく。

水辺の様子

蟹江町マルシェ須成祭（宵祭：参加者 5,000人、朝祭：参加者 800人）

事業スキーム

河川管理者

占用主体

地域住民代表、町民団体、指定

管理者、行政（愛知県、蟹江町）許可・取消
許可申請

占用料（免除）

蟹江川河川敷利用調整協議会

（地域の合意）

協 議

利用主体

使用契約

覚書取交し
報告・相談 指導監督

承認・解除

連 携
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75．愛知県名古屋市（一級河川 堀川）

水辺の様子①

オープンカフェ

区域名称 納屋橋地区

概要
納屋橋地区の遊歩道や親水広場等の河川敷地を有効に活用することで、
都市にうるおいと活気に満ちた水辺空間を創出し、にぎわい創出や魅力
あるまちづくりを進めるため、オープンカフェやイベント等を実施。

河川管理者 名古屋市長

水系名・河川名 １級・庄内川水系・堀川

指定範囲 錦橋～天王崎橋

指定日 H24.3.1（H27.4.1変更、R2.8.7変更）

占用主体 （公益財団法人）なごや建設事業サービス財団

占用施設
イベント施設、オープンカフェ、公共コミュニティサイクルステー
ション

合意方法 堀川水辺活用懇談会（納屋橋地区）

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ

名古屋市ＨＰ

http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/000003389
1.html

ほりかわなごやし
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名古屋都市計画基本図
(平成29年)を加工して作成

名古屋駅 栄

名古屋城

位 置

拡大図
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事業スキーム

【河川管理者】名古屋市長 学識経験者、地域関係団体、行政

堀川水辺活用懇談会
（納屋橋地区）

納屋橋地区河川敷地利用
実行委員会

占用料免除

許可申請

愛知県

占用許可

地域関係団体

（※）地域関係団体とは、以下8 団体のことをいう。

テラッセ納屋橋発展会、広小路中央商店街振興組合、広小路西通一丁目商店街振興組合、

栄学区区政協力委員会、御園学区区政協力委員会、新明学区区政協力委員会、六反学区

区政協力委員会、広小路名駅商店街振興組合

使用申請

使用料支払い
使用承認

報告
（事業の改善が必要な事項等）

改善案の協議

利用者数

年度 H２５ H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４

長期利用
（オープン

カフェ店舗数）
４ ５ ５ ６ ６ ６ ６ ７ ７ ６

短期利用
（イベント件数）

２４ ２２ ３０ ３４ ４４ ５３ ５３ ５３ ３５ ４４

短期利用
（開催日数）

９４ ９１ ８３ ９６ １０８ １１７ １２０ １８９ ９９ １５８

施設使用者（イベント等）

地域還元策

・イルミネーション
・植栽修景 等

施設使用料を充てる

【占用主体】
公益財団法人なごや建設事業サービス財団：事務局

名古屋市（河川計画課）

意見 意見聴取
改善案の

提案
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• イベント開催や船着場の利用により、にぎわい創出に寄与している。

• 市民の堀川への関心が高まり、市民によるまちづくり活動が盛り上がっ

ている。

• 周辺の民間再開発において、水辺空間の広がりを意識したテラスデッキ

が設置されるなど、魅力あるまちづくりが展開されている。

• 令和２年度から本格整備を開始した護岸等のライトアップによる環境整

備や情報発信を進め、さらなる魅力向上とにぎわいづくりを図る。

効果と今後の展開

水辺の様子②

（ゴンドラ運航）

（なやばし夜イチ）
※ナイトマーケット

～ イベント利用の事例 ～

（堀川フラワーフェスティバル）

（堀川ウォーターマジックフェスティバル）
※船上ビールバー

©2022 AIZAWA  Photo depot
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76．三重県四日市市（二級河川 三滝川）

区域名称 三滝川慈善橋市場

概要
慈善橋周辺の堤防上の広場及び高水敷に整備されている公園を一体と
して、地域の賑わい創出空間として有効活用している。

河川管理者 三重県知事

水系名・河川名 ２級・三滝川水系・三滝川

指定範囲 三滝川に架かる慈善橋周辺の右岸区域

指定日 H27.9.25

占用主体 四日市市長

占用施設 広場と一体をなす売店等

合意方法 三滝川慈善橋周辺利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
三重県ＨＰ

http://www.pref.mie.lg.jp/HOZEN/HP/000017062.htm

位 置

慈善橋

よっかいちし みたきがわ

地図データ 国土地理院
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• 市内最大の定期市（２、５、７、０の付く日に開催）の会場や市民交

流の場として活用し続けることで地域の賑わいを創出するとともに、

住民の暮らしを支える買い物拠点という社会インフラの機能を維持し

ていく。

施設の様子

効果と今後の展開

事業スキーム

三
重
県
知
事
（
河
川
管
理
者
）

四
日
市
市
長
（
占
用
主
体
）

①区域指定等への
意見・合意形成

②区域指定要望

③区域指定

④河川占用
許可申請

⑧使用契約

⑦事業者の
選定

⑤河川占用許可

⑥利用方法、
事業者の検討

三滝川慈善橋周辺
利用調整協議会準備会

事
業
者
（
定
期
市
の
主
体
）

*

施
設
の
建
設
、
維
持
・
管
理
、

定
期
市
の
運
営
等

（
地
域
の
合
意
）

三
滝
川
慈
善
橋
周
辺

利
用
調
整
協
議
会

構成：四日市市、三重県、
地元自治会長等

慈
善
橋
市
場
の
様
子

水辺の様子
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77．滋賀県高島市（一級河川 琵琶湖）

区域名称 白ひげ浜水泳場北部

概要

子供から大人まで楽しめる水上アスレチック型の遊園地「アドベン
チャーウォーターパーク」。中に空気を送って設置される水上遊具で、
スライダー、トランポリン、ブリッジなど20種類以上のアトラク
ションが楽しめる。

河川管理者 滋賀県知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・琵琶湖

指定範囲 高島市鵜川先一級河川琵琶湖の河川区域内

指定日 H30.6.22 （一部変更：H3１.1.7、R２.３.24）

占用主体 有限会社 藤丸

占用施設

①水上アスレチック施設

②①と一体をなす施設（センサーライト、監視カメラ、単管パイプ、
水上看板、ブイフロート、基礎ブロック）

合意方法 高島市地域協議会

許可期間 ６月から９月のうち３か月

関連ＵＲＬ
白ひげ浜水泳場ＨＰ

https://shirahige-hama.com

位 置
都市・地域再生等利用区域■

琵琶湖

び わ こたかしまし
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効果と今後の展開

• 今後はより広報活動やPR活動を行い、都市・地域再生等利用区域の促

進を図る施策を検討していきたい

• 安定した湖面を利用した他のアクティビティの導入を検討する。

• 周辺施設との連携を図る。

水辺の様子

事業スキーム

河川管理者：滋賀県知事

占用主体：
有限会社 藤丸

高島市地域協議会（地域の合意）

地元団体代表、漁業組合、
観光協会、行政（滋賀県、
高島市）

許可申請
占用許可

選定

占用料納付

アドベンチャーウォーターパーク

・来場者数

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年

23,171人 24,370人 29,092人 39,914人 24,343人 29,807人 33,471人

利用者数
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78．滋賀県高島市（一級河川 琵琶湖）

区域名称 STAGEX高島前水泳場

概要
ステージクス高島（グランピング施設）の前の琵琶湖敷地に水泳場を
設置することで、同施設との相乗効果により賑わいの創出の取り組む
ものである。

河川管理者 滋賀県知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・琵琶湖

指定範囲 高島市新旭町藁園

指定日 R3.6.30

占用主体 光亜興産（株）

占用施設
水泳場、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、仮設トイレ、
更衣室、シャワー室、物置、スロープ等

合意方法 高島市地域協議会（新旭浜）

許可期間 ６月から９月のうち３か月

関連ＵＲＬ
光亜興産株式会社HP

http://www.koakosan.co.jp/

位 置位 置

たかしまし び わ こ

都市・地域再生等利用区域■
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・ 遊泳区域のブイが波風によりうまく機能しなかったため、今後固定方法

の見直しを検討する。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

利用者数利用者数

河川管理者：滋賀県知事

占用主体：
有限会社 光亜興産㈱

地元団体代表、漁業組合、観光協会、
独立行政法人水資源機構、行政（滋賀
県、高島市）

許可申請
占用許可

選定

占用料納付 高島市地域協議会（地域の合意）

2021年度：合計約240人

※整備や台風等の影響により実質開設期間は８月中旬～９月中旬の１ヵ月弱

202２年度：合計約１０0人

※実質的な水泳場開設期間は７月下旬～9月中旬の1カ月半程度
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79．滋賀県大津市（一級河川 琵琶湖）

区域名称 湖上TOWNMARKET

概要

琵琶湖のさらなる活用を推進するため、人の滞留行動や滞在時間につ
いての社会実験のため、湖上フロート（台船）でのイベントを実施。

当該イベントはSLOW OTSUの一環として、台船を活用し、湖上カ
フェや湖上イベント、夜間景観を楽しむことがきる空間を創出したも
のである。

河川管理者 滋賀県知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・琵琶湖

指定範囲 大津市打出浜から大津市におの浜一丁目

指定日 R3.9.29

占用主体 琵琶湖畔利活用運営委員会

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、
売店、オープンカフェ、広告版、広告柱、照明・音響施設、切符売場、
案内書等、日よけ板、船上食事施設、突出看板、その他船上のイベン
ト施設等

合意方法 大津市平野学区地域協議会

許可期間 ３ヵ月未満

関連ＵＲＬ

位 置

位 置位 置

おおつし び わ こ

ー
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・２名以上での利用が多く、飲食を伴う会話が主としての過ごし方であった。

また、１名での利用の場合でも飲食を伴う過ごし方が多くみられた。

・常設化に向けた検討を行い、こうした空間が日々の居場所になっていくこと

を目指す。

また、実験結果から、常設時は飲食サービスとのセットでの計画が望ましい。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

河川管理者：滋賀県知事

占用主体：
琵琶湖畔利活用運営委員会

地元団体代表、漁業組合、観光協会、
行政（滋賀県、大津市）

許可申請
占用許可

選定

占用料納付 大津市平野学区地域協議会（地域の合意）
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80．大阪府大阪市（一級河川 大川）

位 置

天
満
橋

区域

旧淀川（大川）

葭屋橋

天
神
橋 川の駅はちけんや

区域名称 八軒家浜

概要

八軒家浜では、水上交通と陸上交通の結節点として八軒家浜船着場が
整備され、「川の駅はちけんや」は、船着場管理機能、サービス提供
機能及び水辺の賑わい創出機能を有した複合的な賑わい施設となって
いる。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（大川）

指定範囲 天満橋～天神橋下流

指定日 H23.7.15

占用主体
地下１階部分：（NPO法人）大阪水上安全協会

１階部分 ：（株）はちけんや

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をな
す飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・切符売場・案内
所、日よけ、その他施設

合意方法 中之島水辺協議会

許可期間
地下１階部分：9年

１階部分 ：10年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

おおかわおおさかし
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水辺の様子

• 「川の駅はちけんや」は365日稼働しており、恒常的な水辺の賑わいや交

流の創出、水辺の情報発信、八軒家浜船着場の管理運営等の役割を果たし

ている。

• 水辺および周辺地域におけるさらなる賑わい創出のため「八軒家浜」周辺

地域住民・事業者・行政の関係を深めていく必要がある。

効果と今後の展開

事業スキーム

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：学識経験者、民間団体、
行政、公的機関 等

中之島水辺協議会
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81．大阪府大阪市（一級河川 堂島川）

位 置

玉
江
橋

堂
島
大
橋

区域

旧淀川（堂島川）

区域名称 中之島バンクス

概要

中之島バンクスは、中之島エリアの「大人の街」としてのイメージを
高めるため、河川敷地を新たな賑わい空間として、再整備したもので
ある。

また、周辺は大阪国際会議場や「ほたるまち」、ホテル、公共船着場
も設置されており、国内外から多くの来訪者を集める水辺空間となっ
ている。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（堂島川）

指定範囲 玉江橋～堂島大橋

指定日 H24.3.26

占用主体 （公財）大阪府都市整備推進センター

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・
切符売場・案内所、船上食事施設、その他施設

合意方法 中之島水辺協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

どうじまがわおおさかし
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水辺の様子

• カフェ、水上食事施設、アウトドアブランド、ウェディング等の多様な

店舗の運営やリバーサイドマーケット等のイベント実施により、水辺の

賑わいが定着。

• 精霊流しなどの地域行事が行われ、地域に根差した場所となっている。

• 施設の竣工から10年以上が経過しており、引き続き中之島バンクスの鮮

度を維持し水辺の賑わい創出に取り組む。

事業スキーム

効果と今後の展開

事業スキーム

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

施

設

使

用

者

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：学識経験者、民間団体、
行政、公的機関 等

中之島水辺協議会

使用契約

施設利用料

（
各
事
業
者
等
）
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82．大阪府大阪市（一級河川 堂島川・大川、土佐堀川）

位 置

天
神
橋

旧淀川
（大川）

旧淀川（堂島川）

土佐堀川

区域

難
波
橋

鉾
流
橋

大
江
橋

栴
檀
木
橋

淀
屋
橋

水
晶
橋

区域名称 中之島東部

概要

中之島東部に位置する「中之島公園」は、水都大阪2009を契機に再
整備され、中之島水上劇場や、バラ園、芝生広場、噴水といった基盤
整備に加え、景観を楽しみながら飲食のできるサービス施設とレスト
ランが平成22年6月から営業を開始している。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（堂島川、大川）、土佐堀川

指定範囲 堂島川鉾流橋～大川天神橋～土佐堀川淀屋橋

指定日 H24.3.26

占用主体 大阪市長

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、前述に掲げる施設と一体をなす飲食
店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設、その他施設

合意方法 中之島水辺協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

どうじまがわ おおかわ とさぼりがわおおさかし
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水辺の様子

• 食事施設の運営やヨガ教室等のイベント実施により、水辺の賑わい創

出に加え、中之島公園の集客・活性化にも寄与している。

• 利用者が減少する冬季の利用を促進し、年間を通じた賑わいの創出を

進めていく。

レストラン施設

効果と今後の展開

事業スキーム

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

施

設

使

用

者

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：学識経験者、民間団体、
行政、公的機関 等

中之島水辺協議会

使用契約

施設利用料

（
各
事
業
者
等
）
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83．大阪府大阪市（一級河川 土佐堀川）

位 置

区域

土佐堀川

難
波
橋

栴
檀
木
橋

淀
屋
橋

葭屋橋

区域名称 北浜テラス

概要
近年、川を意識した店舗や事務所が増え、水辺を楽しむというまちづ
くりの機運が高まり、地域の発意のもと、大阪川床「北浜テラス」が
始められ、今後とも水都大阪の拠点として期待されている。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・土佐堀川

指定範囲 難波橋上流～淀屋橋

指定日 H24.3.26

占用主体 北浜水辺協議会

占用施設
遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる施設と一体をなす照
明・音響施設・切符売場・案内所、日よけ、川床、その他施設

合意方法 中之島水辺協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

とさぼりがわおおさかし
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水辺の様子

北浜テラス

• R4年度末時点で16軒の川床がオープンしており、水辺の賑わいや水

都大阪の良好な景観の創出に寄与している。

• 今後、川からテラスにアクセスできる船寄場の本格運用に向け、安全

管理体制を検討。

事業スキーム

効果と今後の展開

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：学識経験者、民間団体、
行政、公的機関 等

中之島水辺協議会
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84．大阪府大阪市（一級河川 堂島川）

にぎわいの森イメージパース

水
晶
橋

鉾
流
橋

区域

旧淀川（堂島川）

区域名称 若松浜

概要

若松浜は、大阪のメインストリートである御堂筋付近に位置し、天神
祭ともゆかりが深い地域である。

大阪府が平成22年度から推進する「中之島にぎわいの森づくり」は、
都心の河川沿いの回遊性を高めるため、堂島川の上下流をみどりと遊
歩道でつなぐとともに、賑わい施設を誘致することにより、人々が憩
い楽しめる場を創出するものである。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（堂島川）

指定範囲 鉾流橋～水晶橋

指定日 H24.7.19

占用主体 （株）ケー・エキスプレス

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・
切符売場・案内所、船上食事施設、その他施設

合意方法 中之島水辺協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

どうじまがわ

位 置

おおさかし
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水辺の様子

• レストラン、ウェディングの運営や、リバークルーズ等のイベントの

実施により周辺地域から人が集まるようになり、水辺の賑わい創出に

寄与している。

• マルシェ等の新しい企画や蚤の市等のイベントの継続的な実施により、

幅広い年齢層の利用や地域からの集客による水辺の賑わい創出を図る。

事業スキーム

効果と今後の展開

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：学識経験者、民間団体、
行政、公的機関 等

中之島水辺協議会

若松浜船着場
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85．大阪府箕面市（一級河川 箕面川）

位 置

区域名称 箕面川床

概要

当該区域では、明治から昭和初期にかけて実在した川に張り出した茶
店や休憩所を復活させるなど、名勝箕面山が本来有するイメージに
沿って再整備し、観光都市「箕面」そして「渓流」の景勝地として、
位置づけることで、河川を活かした地域の活性を図っているところで
ある。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・箕面川

指定範囲 箕面大滝～一の橋

指定日 H24.3.26

占用主体 箕面市観光協会

占用施設 イベント施設、照明・音響施設、案内所、川床、その他施設

合意方法 箕面川床協議会

許可期間 1年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

みのおがわみのおし

地図データ 国土地理院
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水辺の様子

• 紅葉など季節を感じるイベントを実施することにより、水辺の賑わい

創出を図ることができた。

• 季節ごとに訪れる人数に差があるため、年間を通じた賑わいの創出を

図るために広報活動を充実させていく必要がある。

• 当該区域の持つ魅力の発信を広く行うことによりさらなる賑わいの創

出に努める。

事業スキーム

効果と今後の展開

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

施

設

使

用

者

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

箕面川床協議会

使用契約

施設利用料

構成：箕面市観光協会、箕面商工会議所、
箕面市、大阪府 等

（
各
事
業
者
等
）
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86．大阪府大阪市（一級河川 尻無川）

位 置

区域名称 尻無川河川広場

概要

尻無川河川広場は新たな水辺の賑わい拠点として、「大人の街」とし
て水都大阪の発展を支える中之島エリアなどと水上交通により連携す
ることで、水の回廊は一層その回遊性を高めるとともに、賑わい拠点
と陸上交通との連動も生まれ、これまで以上に来訪者の流れが期待で
きる。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・尻無川

指定範囲 岩崎橋～岩松橋

指定日 H27.2.23

占用主体 大阪市大正区長

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音
響施設、バーベキュー場、切符売場、案内所、日よけ、船上食事施設、
突出看板、その他施設

合意方法 尻無川河川広場周辺エリア活性化協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

しりなしがわおおさかし
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

事業スキーム

効果と今後の展開

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

施

設

使

用

者

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

尻無川河川広場
周辺エリア活性化協議会

使用契約

施設利用料

構成：大阪市大正区、大正区地域振興会、
大阪市大正区社会福祉協議会 等

（
各
事
業
者
等
）

水辺の様子

・第1弾として、フードホールをメインとした飲食エリアをオープン。

・近隣住民だけでなく、区域外からも多くの人が訪れている。また、魅力

的な水辺スポットとして多くのメディアに取り上げられている。

・引き続き、全面開業に向け、地域のもつポテンシャルを活かした、魅力

的な水辺空間創出を図る。
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87．大阪府大阪市（一級河川 安治川）

位 置

区域名称 安治川右岸（船津橋下流）

概要

安治川の船津橋下流の本エリアは、周辺には大阪市中央卸売市場本場
や川口旧居留地などがある場所で、海と川とまちの結節点として、ま
さに水都大阪の玄関口となっている。

都心では全国で初めてという「海の駅」としての整備・登録を行うこ
とにより、恒常的なにぎわいの場として、周辺地域も含めた活性化が
期待できる。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（安治川）

指定範囲 安治川右岸の船津橋下流３３０ｍ

指定日 H28.2.19

占用主体 大阪市福島区長

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音
響施設、バーベキュー場、切符売場、案内所、船舶修理場等、日よけ、
船上食事施設、突出看板、その他施設

合意方法 大阪市中央卸売市場前港周辺エリア水辺活性化協議会

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

あじがわ

地図データ 国土地理
院

おおさかし
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水辺の様子

効果と今後の展開

事業スキーム

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

施

設

使

用

者

（
各
事
業
者
等
）

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

④占用許可

①許可申請

③
答
申

②
諮
問

（地域の合意）

大阪市中央卸売市場前港周辺
エリア水辺活性化協議会

連
絡
・
調
整

使用
契約

施設利用料

構成：大阪市福島区、福島区地域振興会
福島区商店会 等

• 水上食事施設の運営やイベントの実施により水辺の賑わい創出や地域と

のつながりを構築している。

• 今後、対岸において予定されている水辺の賑わい拠点整備との連携を見

据え、舟運の促進に資する事業の展開を検討。
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88．大阪府大阪狭山市（一級河川 西除川）

位 置

区域名称 狭山池

概要

狭山池は飛鳥時代に西除川をせき止めて築造されたわが国最古のダム
形式の池で築造以来、様々な歴史上の著名人物が改修に関わり多くの
人々の献身的な努力によって守られてきた、極めて重要な「生き続け
る遺産」でありシンボルとして今なお広く親しまれている。

この古くから地域の拠点となってきた狭山池において、恒常的なにぎ
わいの場を展開することは、周辺地域も含めた活性化が期待できる。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・大和川水系・西除川

指定範囲 西除川狭山池橋上流１００ｍから狭山池北堤

指定日 H29.3.31

占用主体 大阪狭山市長

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をな
す飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、切符売場、案内所

合意方法 狭山池を核としたまちづくり委員会

許可期間 3年

関連ＵＲＬ
大阪府ＨＰ

http://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

おおさかさやまし にしよけがわ
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水辺の様子

【これまでの活用事例】
○ 狭山池まつり
○ 桜まつり（春・冬）
○ 大阪狭山市産業まつり
等狭山池の水辺空間を利用した取組を実施

効果と今後の展開

事業スキーム

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

河

川

管

理

者

（
大
阪
府
知
事
）

②
諮
問

③
答
申

狭
山
池
を
核
と
し
た

ま
ち
づ
く
り
委
員
会

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）包括
使用契約

（包括使用）

事業委託

意見・提言
事業実施

個別事業者

個別事業者

個別
使用
契約

【今後の活用案】
○ 大阪狭山市において令和2年3月に策定され
た「大阪狭山市水とみどりのネットワーク構
想」に基づく取組みに併せて、狭山池も活用し
た賑わいの創出を図る。

狭山池まつり

狭山池

副池
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89．大阪府大阪市（一級河川 安治川）

区域名称 安治川右岸（桜島入堀上流）

概要

安治川の桜島入堀上流の本エリアは、ユニバーサル・スタジオ・
ジャパンに隣接し、対岸の天保山エリアには、世界最大級の水族館で
ある海遊館や大型客船の発着する岸壁がある。

「水辺遊歩空間の創出」と「舟運等のネットワーク形成」によるエ
リアの水辺賑わいづくりを実現していく。

河川管理者 大阪府知事

水系名・河川名 １級・淀川水系・旧淀川（安治川）

指定範囲 安治川右岸の桜島入堀上流1080ｍ

指定日 R4.3.7

占用主体 （公益財団法人）大阪府都市整備推進センター

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、
照明・音響施設、バーベキュー場、切符売り場、案内所、日よけ、船
上食事施設、突出看板、川床、その他施設

合意方法 此花西部臨港緑地エリア水辺賑わいづくり協議会

許可期間 準備中

関連ＵＲＬ
大阪府HP

https://www.pref.osaka.lg.jp/kasenkankyo/kuikisitei-01/

位 置位 置

あじがわおおさかし
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効果と今後の展開効果と今後の展開

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

河川管理者
（大阪府知事）

港湾管理者
（大阪港湾局）

占

用

主

体

大阪府河川水辺の
賑わいづくり審議会

②
諮
問

③
答
申

施

設

使

用

者

④占用許可

①許可申請

（地域の合意）

構成：大阪市此花区、此花区地域振興会、
地先民間企業 等

此花西部臨港緑地エリア水辺
賑わいづくり協議会

④占用許可

①許可申請

・ 「水辺空間整備事業」については、2025大阪・関西万博開催までに水辺の回遊性を創
出することを目標に、堤防上のボードデッキエリアに店舗等の整備を進め、遊歩空間の回
遊性を確保すると共に、立地特性を活かした景観形成を行う。

・「舟運ネットワーク拠点整備事業」については、 2025大阪・関西万博開催、夢洲地区
の整備に合わせ、新たなネットワークを形成することを目標に、既設のユニバーサル・シ
ティ・ポートの活用に加えて新設の船着場や係留施設を整備し、「海のリゾートネット
ワーク」と「水の回遊ネットワーク」の結節拠点としての機能を強化する。

・これにより、此花西部臨港緑地エリアの水辺遊歩空間やユニバーサル・スタジオ・ジャパ
ン、シティウォークを含む賑わい拠点と大阪・関西の各賑わい拠点との相互交流を図り、
人が集まる場としての“賑わい”を創出して水辺の魅力を最大化する。

使用契約
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90．大阪府大阪市（一級河川 道頓堀川）

位 置

区域名称 水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」

概要

道頓堀川では、平成7年度より、親水性の高い遊歩道（とんぼりリバー
ウォーク）を整備。平成1７年６月からオープンカフェなどを社会実験
として実施し、平成21年８月からは、区間を湊町～日本橋間の約
1,000mに拡大し、河川空間における賑いを創出している。

河川管理者 大阪市長

水系名・河川名 １級・淀川水系・道頓堀川

指定範囲 湊町（浮庭橋） ～日本橋

指定日 H24.4.1

占用主体 南海電気鉄道（株）

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をなす
飲食店・売店・オープンカフェ・照明・音響施設・切符売場・案内所、
日よけ、その他施設

合意方法 道頓堀川水辺空間魅力創出検討会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

大阪市ＨＰ

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000155392.html

とんぼりリバーウォークHP

http://www.tonbori.jp

どうとんぼりがわおおさかし
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水辺の様子

遊歩道整備後
遊歩道整備前

オープンカフェ

独立型店舗（BBQ)

映画のプロモーションイベント
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事業スキーム

委 員：学識経験者、沿川地域代表者
事務局：行政

道頓堀川水辺空間魅力創出検討会

【占用主体】
南海電気鉄道
株式会社

【施設使用者】
イベント事業者
沿川店舗等

【河川管理者】
大阪市

管理運営に関する協定

使用契約 許可申請

占用許可施設利用料

賑わい創出業務に関する運営状況及び事
業収支の確認、利用ルールの変更

大阪府

河川占用料

通知

公募により選定（※）

（※）大阪市では、「道頓堀川遊歩道における管理運営事業者」を公募で選定することとし、

選定にあたっては、外部の有識者からなる「道頓堀川遊歩道における水辺空間利用にかかる

管理運営予定者等選定委員会」を設置し、審査・選定を実施。

地域に還元
施設利用料の一部は、地元小学
校と連携した遊歩道の植栽・写
生授業、イルミネーションの実施
等で地域へ還元している。
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効果と今後の展開

（効果）

〇遊歩道の利用状況について

年々オープンカフェやイベント実施件数等が増えてきており、水辺空間

の賑わい創出に寄与している。

※R２年度以降は、コロナウイルスの影響で一時期イベント件数及び

オープンカフェ件数が減少したが、最近は徐々に回復している。

（今後の展開）

これまでの取り組みにより、水辺空間に一定の賑わいは創出できたが、

次年度以降の管理運営においては、水辺空間の質をさらに高め、ミナミ

活性化において欠かすことのできない観光拠点としてのブランド力の強

化に繋げるための取り組みの充実を図る。

年度

利用区分
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

H31
(R1)

R2 R3 R4

イベント件数 49件 60件 62件 90件 110件 209件 214件 229件 272件 74件 85件 156件

オープン
カフェ(最大) 5店 8店 13店 17店 22店 31店 38店 44店 45店 33店 25店 32店

川側出入口
設置件数

44軒 66軒 68軒 74軒 78軒 81軒 81軒 87軒 78軒 79軒 77軒 81軒
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91．大阪府大阪市（一級河川 東横堀川）

区域名称 β本町橋

概要
β本町橋では、「民が主役、行政はサポート役」の考えのもと、民間事
業者の柔軟かつ優れたアイデア・企画力・経営能力を活かし東横堀川に
おける賑わい創出を目指している。

河川管理者 大阪市長

水系名・河川名 １級・淀川水系・東横堀川

指定範囲 大阪市中央区本町橋３番及び４番並びに東横堀川の本町橋北側水域

指定日 R３.6.1

占用主体 β本町橋共同事業体

占用施設 広場、イベント施設、これらと一体をなす売店・照明・音響施設等

合意方法 β本町橋・水辺の賑わい拠点づくり会議

許可期間 ３年

関連ＵＲＬ

大阪市HP

https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000531748.html

β本町橋HP

https://hommachibashi.jp/

ひがしよこぼりがわ

位 置

β本町橋

道 頓 堀 川

東
横
堀
川

木
津
川

大
阪
城

堂島川

土佐堀川

大阪（梅田）

大
川

おおさかし
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水辺の様子

独立型店舗

整備前 整備後

β本町橋オープン時

イベント時の様子

事業スキーム 効果と今後の展開

【効果】

β本町橋や本町橋船着場を利用した

イベント等の開催により、地域の方を

含めた人々の憩いの場として機能し、

水辺の賑わい創出が生み出されている。

【今後の展開】

民間事業者との連携による水辺空間

の価値の向上に積極的に取り組み、本

町橋周辺を起点とした東横堀川全川に

おける賑わい創出を目指していく。

水上アクティビティ
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92．大阪府堺市（二級河川 内川）

区域名称 内川（堺駅南歩道橋から南蛮橋）右岸

概要 南海本線堺駅に隣接した河川敷に、賑わい拠点を創出する予定。

河川管理者 堺市長

水系名・河川名 ２級・内川水系・内川

指定範囲 内川（堺駅南歩道橋から南蛮橋）右岸

指定日 R2.3.30

占用主体 堺市長

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、船着場、前述に掲げる施設と一体をな
す飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、
切符売場、案内所、日よけ、船上食事施設、突出看板、川床、その他
施設

合意方法 地元自治連合協議会をはじめとした関係団体の合意

許可期間 準備中

関連ＵＲＬ

堺市HP：

https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/doro/doboku/kasensuiro/
kanrikatsuyou/df_filename_20200330kuiki.html

位 置

さかいし うちかわ

南
海
本
線
堺
駅
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効果と今後の展開

• 検討中

水辺の様子

事業スキーム

• 検討中

• 現況（内川右岸のようす）
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93．兵庫県姫路市（二級河川 夢前川）

区域名称 姫路市夢前町山之内地区

概要

姫路市北部における歴史的資源、夢前川に育まれた観光資源ととも
に、豊かな自然の恵みを享受して食と農をテーマに観光と連携した地
域活性化の取組みの推進において、水辺空間を積極的に活用し、賑わ
いを創出する。

河川管理者 兵庫県知事

水系名・河川名 2級・夢前川水系・夢前川

指定範囲 姫路市夢前町山之内地内の学校橋から山之内橋

指定日 H29.9.7

占用主体 姫路市長

占用施設 広場、イベント施設と一体利用するための通路橋

合意方法 夢前川流域活性化協議会

許可期間 1年

関連ＵＲＬ
兵庫県ＨＰ

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks12/yumesakigawa-.html

位 置

ひめじし ゆめさきがわ

地図データ 国土地理院
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事業スキーム

夢前川流域活性化協議会

事業者

地元自治会
施
設
使
用
の

ル―

ル
を
定
め
る

姫路市長
（占用主体）

協議

兵庫県知事
(河川管理者)

区域指定の要望

都市・地域
再生等利用区域

区域指定

占用許可申請

占用許可

営業の実施（飲食の提供等）

・協議会等の設立
・計画の策定

効果と今後の展開

• 水辺空間を活用した賑わいの創出及び魅力ある地域の活性化に寄与
している。

• 引き続き当該地域の魅力向上、地域資源の発信等に取り組んでいく。

（
使
用
契
約
）
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94．兵庫県神戸市（二級河川 有馬川）

区域名称 有馬川親水広場等

概要

日本最古の温泉である有馬温泉、その温泉街を流れる有馬川におい
て親水広場を再整備（安全性及び利便性の向上）した。

再整備により創出した水辺空間を活用し、地域の食や文化を活かし
た観光と連携した地域活性化の取組みを推進し、地域の賑わいの創出
に寄与する。

河川管理者 兵庫県知事

水系名・河川名 ２級・武庫川水系・有馬川

指定範囲 兵庫県神戸市北区有馬町有馬のねね橋～公園橋まで

指定日 R2.6.1

占用主体
有馬温泉まちづくり基本計画実行委員会

（観光協会、旅館協同組合、自治会等）

占用施設
広場、遊歩道、イベント施設及びこれらの施設と一体をなす飲食店、
売店、オープンカフェ、広告板、仮置き型照明・音響施設並びに日よ
け、川床その他地域の再生のために利用する施設

合意方法 有馬温泉まちづくり基本計画実行委員会

許可期間 1年

関連ＵＲＬ
兵庫県HP

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks12/arimakawa.html

位 置

こうべし ありまがわ

位 置位 置

地図データ 国土地理院

有
馬
川

区 域
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水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

効果と今後の展開効果と今後の展開

• 水辺空間を活用した賑わいの創出及び魅力ある地域の活性化に寄与
している。

• 引き続き当該地域の魅力向上、地域資源の発信等に取り組んでいく。
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95．岡山県和気町（一級河川 吉井川）

区域名称 吉井川河川公園の休憩所

概要

吉井川河川公園の一角に、休憩所、トイレが整備され、公園利用者、ドライ
ブ客の利用のほか、春の桜、秋の紅葉など、季節の風景を楽しむ観光客等で
賑わっている。そして、休憩所内には、社会福祉法人による食事施設「麺工
房 味彩」が設置されており、当該施設では雇用の促進を図るとともに、地
産地消のメニューを提供するなど地域の活性化に寄与している。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・吉井川水系・吉井川

指定範囲 〔右岸〕吉井川河川公園休憩所施設群

指定日 H25.6.3

占用主体 和気町長

占用施設 広場及び広場と一体をなす飲食店等

合意方法 地元市町村の同意

許可期間 ６年

関連ＵＲＬ

中国地方整備局ＨＰ

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

岡山河川事務所HP

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/kawao/kawa/spot/yoshii-
spot09.html

わけちょう よしいがわ

地図データ 国土地理院

区域 吉井川河川公園の休憩所
【右岸】
吉井川河川公園休憩所施設群

位 置
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施設の様子

効果と今後の展開

• 休憩所「リバーサイド和気」内の食事施設は、社会福祉法人の就労継続

支援により雇用の促進を図っている。

• 平成26年７月のオープン以降多くの方にご利用いただいており、吉井

川河川公園の利用者の増加、地域の活性化に寄与している。

• 令和４年１１月に「かわまちづくり計画」に基づく周辺環境整備が完了

し、新たな水辺空間が形成されたことで利用者の増加などが期待され

る。

和気町かわまちづくり 和文字焼きまつり

休憩所「リバーサイド和気」②

周辺環境

休憩所「リバーサイド和気」①

事業スキーム

河川管理者（国）

許可申請

占用主体（和気町長）

占用許可
「第1次和気町総合
振興計画」に位置
付け

地域の合意

施設使用者（社会福祉法人）

公募・選定施設使用契約
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96．区域① 広島県広島市（一級河川 元安川）

水辺の様子

区域名称 水辺のコンサート

概要
水の都の風物詩として定着させるため、平成１６年の春から、水辺の
公共空間でミュージシャンやパフォーマー（水辺のアーティストとい
う。）によるコンサートを開催し、水辺の賑わいづくりを実施。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・太田川水系・元安川

指定範囲 〔右岸〕原爆ドーム対岸親水テラス

指定日 H24.3.27 （変更日 H29.3.31）

占用主体 水の都ひろしま推進協議会

占用施設 イベント施設及びイベント施設と一体をなす売店、照明・音響施設等

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 ３年７ヶ月（土・日・祝日（８月を除く））

関連ＵＲＬ
中国地方整備局ＨＰ

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

もとやすがわひろしまし
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96．区域② 広島県広島市（一級河川 元安川）

水辺の様子

区域名称 水辺のオープンカフェ

概要

「水の都ひろしま」の実現に向けた取り組みの一環として、元安川
オープンカフェを従来の仮設型から常設型（独立店舗型オープンカ
フェ）に拡充し、平和記念公園の来訪者に憩いや交流の場を提供する
とともに、潤いと安らぎのある川辺の風景を創出。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・太田川水系・元安川

指定範囲 〔左岸〕元安橋東詰南側河岸緑地

指定日 H24.3.27 （変更日 H29.3.31）

占用主体 水の都ひろしま推進協議会

占用施設 広場及び広場と一体をなすオープンカフェ等

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 ９年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局ＨＰ

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

もとやすがわひろしまし
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位 置 効果と今後の展開

• 定期的に行われている水辺のコンサー

トは、水辺空間を背景とした演奏によ

り、観光客等に安らぎを提供する効果

が期待される。

事業スキーム①

運営委託企画提案

河川管理者（国）

許可申請

運営者（ＮＰＯ法人）

占用許可

公募・選定

有識者、市民団体
経済観光関係者、行政

水の都ひろしま推進協議会

地域の合意

• オープンカフェについては、外国人を

含む多数の観光客の利用により、周辺

の賑わい創出に寄与している。

＜水辺のコンサート＞

＜水辺のオープンカフェ＞

事業スキーム②

河川管理者（国）

許可申請

事業者

占用許可

事業協賛金の納付 出店契約 公募・選定

有識者、市民団体
経済観光関係者、行政

水の都ひろしま推進協議会
地域の合意

事業協賛金は、イベントの実施等
水辺の環境整備等により地元に
還元している。
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利用者数

※水の都ひろしま推進協議会における配布資料及び提供情報を基に中国地方整備局においてグラフ化

店舗概要（出典：広島市ＨＰより抜粋）
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97．広島県広島市（一級河川 太田川）

水辺の様子

区域名称 太田川放水路泊地

概要
市民や観光客を対象としたカヌー体験教室やカヌーによる川巡りなど
の事業を行うためのカヌー基地であり、カヌークラブの運営により河
川利用の活用を図る。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・太田川水系・太田川

指定範囲 〔右岸〕太田川放水路泊地

指定日 H25.10.16

占用主体 広島市長

占用施設
広場、船着場及び広場、船着場と一体をなす売店、管理棟事務所、カ
ヌー保管庫等

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局ＨＰ

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

おおたがわ

カヌー体験風景 カヌー基地風景

ひろしまし
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位 置

効果と今後の展開

• カヌーを始め水面に親しむス

ポーツの拠点機能を果たして

おり、幅広い年代を通しての

太田川の水面利用に寄与する

ことが期待される。

事業スキーム

河川管理者（国）

許可申請 占用許可

占用主体（広島市長）

地域の合意

施設使用者
「カヌークラブ」

利用者募集

有識者、市民団体
経済観光関係者、行政

水の都ひろしま推進協議会

使用契約
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98．広島県広島市（一級河川 元安川）

水辺の様子

区域名称 かき船

概要
かき船は、水辺を眺めながら広島名産の牡蠣を食することができる施
設であり、観光面から「水の都ひろしま」の実現に寄与している。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・太田川水系・元安川

指定範囲 ［左岸］元安橋前桟橋下流、河岸緑地

指定日 H26.11.28 （変更日 H29.3.22）

占用主体 株式会社かなわ

占用施設 かき船（船舶係留施設、船上食事施設、その他施設）

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局ＨＰ

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

もとやすがわひろしまし

208

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html


位 置

• 昭和３０年代から当該河川で営業していた「かき船」を治水上の支障解消の

ために移転したものであり、平成２７年９月の新店舗開店と同時に、多数の

利用者が訪れている。

• 外国人を含む多くの観光客へ、広島の食文化を提供することにより、広島市

の観光に寄与することが期待される。

• ８月６日の「平和記念式典」（慰霊祭）の日に無料休憩所として開放する

等、平和発信の取り組みも行っている。

事業スキーム

水の都ひろしま推進協議会

河川管理者（国）

許可申請

占用主体（民間事業者）

占用許可

広島市長

指定の要望

地域の合意

有識者、市民団体
経済観光関係者、行政

効果と今後の展開

209



99．岡山県岡山市（一級河川 旭川）

区域名称 石山公園周辺イベント施設群

概要
岡山市の文化圏の中心となる岡山城、岡山後楽園及び周辺の文化施設
を含む烏城公園（石山公園地区）付近の水辺の回遊性の向上に寄与す
るとともに観光客や地元住民の憩いの場となっている。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・旭川水系・旭川

指定範囲
岡山市北区出石町一丁目～岡山市石関町及び丸の内二丁目地先

岡山市北区内山下二丁目及び京橋町地先

指定日 R2.4.20、R5.3.6（一部変更）

占用主体
岡山市長、株式会社おかやま旭川遊覧クルーズ、カヌーパーク
OKAYAMA

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ、広告板、照明・音
響施設、切符売場、案内所等、日よけ、突出看板、その他都市及び地
域の再生等のために利用する施設

合意方法 旭川かわまちづくり計画検討・推進会議

許可期間 2年、3年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局HP

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

位 置

おかやまし あさひがわ

位 置位 置

地図データ 国土地理院210
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・民間事業者による水辺空間の新たな活用により、岡山城、岡山後楽園及び
周辺の文化施設を含む烏城公園（石山公園地区）の賑わいを創出し、地域の
魅力向上につながっている。

・旭川遊覧クルーズが運航開始。今後はキッチンカーの誘致もおこなう予定
で、更なる回遊性の向上とともに、賑わいが創出されることが期待される。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム

利用件数利用件数

14,901件 （令和２年５月～令和３年４月）
9,332件 （令和３年５月～令和４年４月）
5,116件 （令和４年５月～令和４年１１月）

211



100．岡山県岡山市（一級河川 旭川）

区域名称 旭川岡山京橋クルーズ

概要

川から海へとつながる歴史的資源を活用して、岡山と瀬戸内海の新た
な魅力創出を図るとともに、京橋地区の活性化を目的とする。また瀬
戸内国際芸術祭の開催に合わせて瀬戸内海の島々間を運航することで
観光促進につなげるものである。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・旭川水系・旭川

指定範囲 岡山市北区京橋町地先

指定日 R3.2.15

占用主体 ㈱岡山京橋クルーズ

占用施設 船着場

合意方法 旭川かわまちづくり計画検討・推進会議

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局HP

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

おかやまし あさひがわ

水辺の様子水辺の様子
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・チャーター便の運航のほかに、５月、６月、７月は第一日曜日、付近で開

催される朝市開催日に合わせて定期便を運航している。

・複数の島を経由することでクルーズの利便性・魅力の向上を図るとともに、

発着地点である岡山市内の地域活性化へ寄与することが期待される。

事業スキーム事業スキーム

占用主体
（民間事業者）

河川管理者
（国）

占用料

許可申請

岡山県

占用許可

有識者、市民団体、
経済観光関係者、行政

指定の要望
地域の合意

岡山市長

旭川かわまちづくり計画検討・推進会議

位 置位 置

地図データ 国土地理院 地図データ 国土地理院
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101．広島県広島市（一級河川 旧太田川）

区域名称 基町環境護岸

概要

基町環境護岸の豊かな水辺空間を、市民・民間の創意工夫等を最大限
活かしうる空間としてイベント等で活用し、河川空間に新たな風景を
生み出すとともに、エリアの魅力を高め、新たな広島の川の文化を創
造。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・太田川水系・旧太田川

指定範囲 広島市中区基町５－６３地先

指定日 R3.4.23、R5.3.27（一部変更）

占用主体 River Do!基町川辺コンソーシアム

占用施設

広場、イベント施設、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、
オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、キャンプ場、
バーベキュー場、切符売場、案内所、日よけ、その他都市及び地域の
再生等のために利用する施設

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 5年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局HP

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

位 置
位 置位 置

ひろしまし きゅうおおたがわ

区域
太田川水系旧太田川
（基町環境護岸）
（左岸）
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・飲食ブースや物販、スポーツ及び音楽

パフォーマンスなど、太田川と基町環

境護岸の豊かな水辺空間を活用した各

種イベントの実施により、水辺空間の

賑わいの創出に寄与している。

・今後も各種活動を通じて、河川空間に

新たな風景を生み出すとともに、エリ

アの魅力を高め、水の都広島にふさわ

しい新たな広島の川の文化を創造する

ことが期待される。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

イベント参加者

令和４年度 約7,700人

(イベント13回実施)

占用主体

水の都ひろしま推進協議会

河川管理者（国）

許可申請 占用許可

広島市長

指定の要望

地域の合意

有識者、市民団体
経済観光関係者、行政

運営者
（River Do!基町川辺コンソーシアム）

利用者（イベント等）

使用に伴う費用負担
（利用ルールの確認）
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102．広島県福山市（一級河川 芦田川）

区域名称 芦田川緑地かわまち広場

概要

隣接する総合体育館や公園のイベント等と連携し、マラソン大会、ト
ライアスロン大会、スケートボート等のスポーツイベントや、ドッグ
ランイベントやマルシェイベントなどの市民提案型の多様なイベント
を開催することにより、かわまち広場一帯の賑わいを創出する。

河川管理者 中国地方整備局長

水系名・河川名 １級・芦田川水系・芦田川

指定範囲 福山市千代田町一丁目地先

指定日 R4.2.9、R5.3.1（一部変更）

占用主体 福山市長

占用施設

広場、イベント施設、遊歩道、前述に掲げる施設と一体をなす飲食店、
売店、オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、キャンプ
場、バーベキュー場、切符売場、案内所等、その他都市及び地域の再
生等のために利用する施設

合意方法 あしだがわ利活用推進委員会

許可期間 7年

関連ＵＲＬ
中国地方整備局HP

https://www.cgr.mlit.go.jp/kasen/riyou/index.html

位 置
位 置位 置

ふくやまし あしだがわ

平面図（芦田川緑地かわまち広場）平面図（芦田川緑地かわまち広場）

都市・地域再生等利用区域

A=36,341.91m2
都市・地域再生利用等区域
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・広場での過ごし方に多様性が生まれたことで、賑わいや利用者同士の交流

が生まれ、河川空間を利用したエリアの魅力の向上と地域活性化に寄与し

ている。

・官民連携の取組により、広場の魅力向上に繋がる公共空間の活用方法や環

境整備について試行・検証していく。更には、エリア価値の向上やまちの

発展に繋げていく。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

占用主体
（福山市長）

河川管理者（国）

許可申請 占用許可

施設使用者
（千代田地区かわまちづくり
官民連携プラットフォーム外

民間事業者）使用料

使用許可

地域の合意 市民団体、
地域住民、行政

あしだがわ利活用推進委員会

スケートボードスケートボード

イベント（ヨガ）イベント（ヨガ）

イベント（BBQ）イベント（BBQ）

13,145 人, 
47%

5,266 人, 
19%

4,647 人, 
17%

2,868 人, 
10%

1,871 人, 7%
2022年度利用者数（約2.8万人）

芝生広場 スケートボードパーク ＢＢＱエリア その他広場 駐車場
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103．広島県広島市（一級河川 京橋川）

水辺の様子

区域名称 水辺のオープンカフェ

概要

〇地先利用型オープンカフェ

川沿いの民有地においてカフェ等を営む民間事業者が、各店舗に隣
接する地先の河岸緑地を利用して、一体的なオープンカフェを実施。

〇独立店舗型オープンカフェ

河岸緑地に民間事業者が営業する飲食店舗を常設。

河川管理者 広島県知事

水系名・河川名 １級・太田川水系・京橋川

指定範囲 右岸：栄橋～東広島橋、左岸：だいおくの鼻～東広島橋

指定日 H23.4.12

占用主体 水の都ひろしま推進協議会

占用施設 広場及び広場と一体をなすオープンカフェ等

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
広島県ＨＰ
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/96/130093150445
3.html

きょうばしがわひろしまし

218

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/96/1300931504453.html


位 置

• 水辺空間を活かした賑わいの拠点が創出され，河川敷地の魅力の向上や地域の活

性化に寄与している。

• 京橋川の右岸に加え，左岸においても平成28年度から営業を開始し，現在，京橋

川沿いのオープンカフェは８店舗である。

• 今後もこのオープンカフェが「水の都ひろしま」にふさわしい都市空間として広

島の魅力向上に貢献していく。

事業スキーム

利用者数

【河川管理者】 広島県

河川
占用料
納入

河川法
許可
申請

河川法
占用
許可

【占用主体】水の都ひろしま推進協議会

河川
占用料
相当額
納入

選
定

事業
協賛金
納入

使用契約

【施設使用者】 出店者

令和２年度 令和３年度 令和４年度

地先利用型オープンカフェ １８，０７７ １３，０８５ ２１，４５３

独立店舗型オープンカフェ ４１，１９５ ４７，２９６ ５７，５２６

京橋川右岸の栄橋
から東広島橋まで
の間の河川敷地
（護岸肩まで）

京橋川左岸のだいお
くの鼻から東広島橋
までの間の河川敷地
（護岸肩まで）

効果と今後の展開

※「地先利用型」は、隣接の民有地内の店舗が河岸緑地内にテラス等を設置して、一体的に空間利用

する形式で、「独立店舗型」は、河岸緑地に店舗そのものを設置する形式。

地域の合意

事業協賛金は、オープンカフェ周辺の花による飾
り付けや、イルミネーション、イベントの実施など
により地元に還元している。
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104．広島県広島市（一級河川 猿猴川）

区域名称 イベント広場等

概要
広島駅南口の猿猴川左岸の河岸緑地において、民間事業者等がイベン
トや催し物等を開催することにより、にぎわいを創出する。

河川管理者 広島県知事

水系名・河川名 １級・太田川水系・猿猴川

指定範囲 駅西高架橋～猿猴橋 間 左岸

指定日 H29.8.18（指定）、R３.5.26（変更）

占用主体 広島駅周辺地区まちづくり協議会

占用施設 広場、イベント施設等

合意方法 水の都ひろしま推進協議会

許可期間 1年

関連ＵＲＬ

広島県ＨＰ

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/96/130093150445
4.html

位 置

広島駅

猿猴川

駅
前
大
橋

猿
猴
橋

えんこうがわ

地図データ 国土地理院

ひろしまし
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効果と今後の展開

水辺の様子

事業スキーム

利用者数

【河川管理者】 広島県

河川
占用料
納入

河川法
許可
申請

河川法
占用
許可

広 島 市

委 託

【占用主体】
地方公共団体の委託を受けて，委託の範囲内で都市・地域再生等利用区域内で公益性のある事業又は活動を行う者

【施設使用者】 にぎわいづくりイベントの実施等

令和２年度 約 ２，３００ 人 （イベント ５ 回実施）
令和３年度 約 ２，５００ 人 （イベント １ 回実施）
令和４年度 約 ７，５００ 人 （イベント ２１ 回実施）

• 広島駅周辺の水辺を，水の都を象徴する人が集まり活気あふれる空間として，水上

交通「WATER TAXI」運航との相乗効果により，にぎわい創出に寄与している。

• 平成２９年１０月からイベントを実施し，ミニコンサートや「川の駅マルシェ」な

どを実施している。

• 令和３年度、イベント等開催の範囲を拡大した。

地域の合意

水の都ひろしま推進協議会
構成：有識者、市民団体、経済・観光

関係者、行政

承諾 施設利用料

河岸緑地に広場を再整備 にぎわいイベント（マルシェ）
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105．山口県長門市（二級河川 深川川、大寧寺川）

区域名称 長門湯本温泉街川床テラス等

概要
２級河川深川川及び大寧寺川周辺は、長門湯本温泉街として、県内有
数の観光名所であり、河川空間の魅力を最大限生かした魅力的な温泉
街を形成する施設等を設置し、観光まちづくりを促進していく。

河川管理者 山口県知事

水系名・河川名 ２級・深川川水系・深川川及び大寧寺川

指定範囲 2級河川深川川水系深川川及び大寧寺川の河川区域内

指定日 H30.10.23

占用主体 長門湯本オソト活用協議会

占用施設
イベント施設、イベント施設と一体をなす飲食店、売店、照明・音響
施設、川床、置き座その他都市及び地域再生等のために利用する施設

合意方法 地元市町村の同意

許可期間 5年

関連ＵＲＬ

山口県ＨＰ

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/kanri/toshitiik
isaisei.html

位 置

大寧寺川

深川川

N

ふかわがわながとし だいねいじがわ

深川川

大寧寺川

N

地図データ 国土地理院
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効果と今後の展開

• 川床テラス等の設置により、温泉街を彩る新たな賑わいの創出に繋が

り、観光客数及び回遊性の向上に寄与した。

• 今後、誘客イベントの開催や、Facebook・Instagramなどを活用し

た情報発信の充実などを図ることで、入込客の増加を図っていく。

水辺の様子

事業スキーム

長門市

占用主体
（長門湯本オソト活用協議会）

地域関係者
（湯本まちづくり協議会、旅館組合等）

指
定
要
望

連絡 ・ 調整
地
域
の
合
意 許可申請

占用許可

連絡 ・ 調整

各事業者

公募・参入

河川管理者
（山口県知事）

川床テラス

ライトアップした川床テラスでの
ライブトーク
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106．徳島県徳島市（一級河川 新町川）

位 置

区域名称 ひょうたん島遊覧船

概要

徳島県では、ひょうたん島周辺の既存観光資源を中心とした水上ネッ
トワークの構築や回廊整備により、観光振興を図っている。
その中でも当該区域は、ひょうたん島を巡る周遊船の乗り場や、親水
公園、ボードウォークが整備され、多くの県民が集う憩いの場となっ
ている。

河川管理者 徳島県知事

水系名・河川名 １級・吉野川水系・新町川

指定範囲 新町川左右岸の新町橋～両国橋

指定日 H24.12.25

占用主体 徳島市長、（ＮＰＯ法人）新町川を守る会

占用施設
広場、イベント施設、遊歩道、船着場、船舶係留施設、前述に掲げる
施設と一体をなすオープンカフェ等、その他施設

合意方法 地元市町村の同意

許可期間 （徳島市長）５年、（新町川を守る会）５年

関連ＵＲＬ
徳島市ＨＰ
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kankou/taiken/hyout
anjima.html

しんまちがわ

地図データ 国土地理院
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水辺の様子

効果と今後の展開

• 令和４年度におけるひょうたん島クルーズ年間乗船者数は約４万７千人、とくしまマ

ルシェの年間来客者数は約７万２千人であり、コロナ等の影響により少なくなってい

るが、人々の関心や動きが新町川周辺に集まるようになってきていることに変わりは

ない。

• 今後も行政と住民の協働による水辺の環境整備と、｢NPO法人新町川を守る会｣をはじ

めとした市民団体による水に親しむ多彩なイベントにより、魅力ある水辺空間づくり

に取り組む。

新町川水際公園での水上ステージ

とくしまマルシェ ひょうたん島クルーズ

事業スキーム 利用者数

河川管理者

許可申請

占用主体
徳島市長・ＮＰＯ新町川を守る会

占用許可

徳島市長

地域団体の同意
（地域の合意）

遊覧船利用者数（万人）5.6 5.3
4.8

1.9
2.6

4.7

0

2

4

6

H29 H30 R1 R2 R3 R4
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区域名称 川辺川ダム水没予定地

概要
五木村では、水没予定地について、更なる利活用を進めているところであ
り、水没予定地を活用した五木村の振興等を一層図るため、都市・地域再
生等利用区域の指定をおこなったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・球磨川水系・川辺川、五木小川

指定範囲

（第一次）池ノ鶴地区、久領地区、清楽地区、下手地区、溝の口地区

（第二次）高野地区、田口地区

（第三次）下手地区

指定日 （第一次）H27.2.23、（第二次）H27.11.10、（第三次）H29.2.15

占用主体 五木村長

占用施設
広場及び広場と一体をなす施設、その他施設（バンジージャンプ施設、観光農園、
キャンプ場等）

合意方法 五木村水没予定地再生推進協議会

許可期間 １年

関連ＵＲＬ

九州地方整備局ＨＰ

（第一次指定）

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-topics/h27/150223/index1.pdf

（第二次指定）

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-topics/h27/151110/index1.pdf

（第三次指定）

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-topics/h29/170215/index.pdf

107．熊本県五木村（一級河川 川辺川、五木小川）

位 置

青字：第一次指定地区
緑字：第二次指定地区
赤字：第三次指定地区

かわべがわいつきむら いつきおがわ
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水辺の様子

効果と今後の展開

• 昨年と比べ、五木源パークの利用者数は約2.2倍の増加が見られた。新型コロナウイルス

感染症も落ち着き、徐々に利用者が回復してきており、バンジージャンプに関してもコロ

ナ禍以前の利用客数を目標に運営を続けていく。

• 今後も引き続きイベント等を実施し、更なる誘客を目指していく予定。また、村民に対し

ても積極的に呼び掛け等を行い、村外から来られる方も村民も楽しめるような施策を検討

していく。

小八重橋ブリッジバンジー（下手地区）五木源パーク（池ノ鶴・久領地区）
ごきげん

キャンプ場等（下手地区） 椎茸生産団地（清楽地区）

事業スキーム 利用者数

河川管理者

五木村水没予定地再生
推進協議会（地域の合意）

地元団体代表、行政（国土
交通省、熊本県、五木村）

許可申請

公募・選定民間事業者
（施設使用者）

占用許可

占用主体

使用契約 施設利用料

16.8

2.0 3.9
8.6

R1 R2 R3 R4

五木源パーク利用者数（千人）
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108．宮崎県延岡市（一級河川 大瀬川）

新潟駅

位 置

区域名称 大貫かわまち交流広場

概要

延岡市では、大瀬川左岸大瀬大橋付近の河川敷地一帯について、年間
を通じた利活用が検討されてきたところであり、延岡市の活性化や地
域交流の促進を図るため、都市・地域再生等利用区域の指定を行った
もの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・五ヶ瀬川水系・大瀬川

指定範囲 大瀬大橋周辺

指定日 H28.11.30 （変更H31.3.28）

占用主体 延岡市長

占用施設 広場、飲食店、売店、バーベキュー場、川床等

合意方法
「五ヶ瀬川かわまちづくり検討会」並びに「これからの鮎やなを考え
る会」

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

延岡河川国道事務所ＨＰ

http://www.qsr.mlit.go.jp/nobeoka/pdf/kisya/r0212182.pdf

のべおかし おおせがわ

都市・地域再生等利用区域図

大瀬川
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(人)

水辺の様子

利用者数

効果と今後の展開

食事処利用者数推移

• 区域指定により、「鮎やな」に付随して、市が食事処や広場を運営する

ことでにぎわいを創出している。

• さらに、市ではこの区域を核とした「食」による地域振興を推進するた

め、新たにバーベキュー広場の設置計画などの要望が出されたことを受

け、令和元年７月１日に「かわまちバーベキュー広場」を開設。令和３

年８月には対岸の恒富地区を「五ヶ瀬川かわまちづくり」に取り入れ、

新たな整備が進むことにより、今後さらなる利用者の増加が期待され

る。

事業スキーム

大瀬大橋から鮎やなを望む

鮎やな

かわまち交流館 大瀬大橋から鮎やなを望む

鮎やな時期に併せてテーブルセットを設置

コロナの影響で利
用者数が減少。

延岡市長
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109．大分県日田市（一級河川 筑後川）

新潟駅

位 置

区域名称 竹田公園沿い河川敷広場

概要

日田市では、筑後川右岸竹田公園付近の河川敷地一帯について、年間
を通じた利活用が検討されてきたところであり、日田市の活性化や地
域交流の促進を図るため、都市・地域再生等利用区域の指定を行った
もの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・筑後川水系・筑後川

指定範囲 竹田公園周辺

指定日 H29.3.29

占用主体 日田市長

占用施設 広場、飲食店、鮎やな等

合意方法 ひた水辺空間利活用推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
九州地方整備局ＨＰ

http://www.qsr.mlit.go.jp/n-topics/h29/170329/index.pdf

ひ た し ちくごがわ

地図データ 国土地理院
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今回の区域指定で、隣接する竹田公園と一体となった「鮎やな」の利活

用が可能となり、「ひた三隈川鮎まつり」や「日田川開き観光祭」など

の地域振興イベントによって、水辺の賑わいづくりにつながり、水郷ひ

たの“魅力づくり”の拠点となることが期待される。

水辺の様子

賑わうやな場茶屋（飲食店）周辺

日田杉がふんだんに使われた
やな場茶屋内装

「ひた三隈川鮎まつり」で竹田公園で
の魚のつかみどりの様子

観光客でいっぱいの鮎やな

効果と今後の展開

事業スキーム 利用者数

許可申請 占用許可

【河川管理者】
筑後川河川事務所

地元団体代表、行政（日田市）

【施設使用者】
民 間 事 業 者

ひた水辺空間利活用推進協会

（使用契約：準則第25条）

（施設利用料）

施設利用者数（万人）

H30年度 １．６

R1年度 １．5

R2年度 －

R3年度 ０．６

R4年度 １．２

※R2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大や、豪雨災害により
河川内の鮎やなの基礎部分等が被災したことから休業した。

※R3年度は、やな場茶屋(飲食店)の営業は行ったものの、豪雨災害
により、鮎やなは設置しなかった。

【占用主体】日田市長
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110．長崎県諫早市（一級河川 本明川）

区域名称 本明川河川敷（高来地域）

概要
本明川河川敷（高来地域）では地域住民によってコスモスの植栽など
の環境美化活動が行われていたが、さらなる地域振興や賑わい創出を
図るため、都市・地域再生等利用区域の指定を行ったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・本明川水系・本明川

指定範囲 本明川高来地域（深海地区・黒崎地区）

指定日 R3.8.10

占用主体 諫早市長

占用施設 そば畑、フラワーゾーン等及びこれらと一体となす施設等

合意方法 本明川「幻の高来そば」等検討協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

九州地方整備局HP

http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/newstopics_files/2021081
0/21081001.pdf

位 置位 置

いさはやし ほんみょうがわ

都市・地域再生等利用区域図（深海地区）

都市・地域再生等利用区域図（黒崎地区）
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・特産品の「幻の高来そば」の栽培や販売などの店舗等による営業や

イベントの開催、四季折々の花々による賑わいが期待される。

事業スキーム事業スキーム

水辺の様子水辺の様子

河川管理者（国）

使用契約

許可申請

事業者

占用許可

公募・選定

本明川「幻の高来そば」等検討協議会
（地域の合意）

地元団体、行政（国土交通省・長崎県・諫早市）

幻の高来そば

フラワーゾーン

ソバ畑

雲仙岳

雲仙岳

占用主体(諫早市長)
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111．熊本県菊池市（一級河川 迫間川）

区域名称 竜門ダムキャンプ場

概要
菊池市では、竜門ダム周辺地域について、年間を通じた利活用が検討
されてきたところであり、菊池市の活性化や地域交流の促進を図るた
め、都市・地域再生等利用区域の指定を行ったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・菊池川水系・迫間川

指定範囲 竜門ダム エントランス広場及び流水公園

指定日 R4.1.28

占用主体 菊池市長

占用施設 広場、イベント施設及びこれらと一体となすキャンプ場等

合意方法 竜門ダム周辺地域活性化推進協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

菊池市HP

https://www.city.kikuchi.lg.jp/

ドラゴンキャンプ場HP

https://www.doragoncampsite.com/

きくちし はざまがわ

位 置位 置

都市・地域再生等利用区域図
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・キャンプ場の設置により、新たな賑わいの創出に繋がり、地域の発展に寄与した。

・今後、施設の改修等が予定されており、魅力のある施設として、入込客の増加を図る。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

【河川管理者】
（国）

許可申請 占用許可

竜門ダム周辺地域
活性化推進協議会
構成：菊池川河川事務所

菊池市、地域団体

【施設使用者】
（株）MOFF

使用契約

地域の合意
竜門ダムドラゴンキャンプ場利用者数
（令和４年４月～令和５年3月）

2４５４人

竜門ダムドラゴンキャンプ場全景

イベント開催時の様子

KIKUCHI CAMP Vol.４ 令和５年５月２０日、２１日開催 竜門ダムフェスタドラゴン夜市 令和４年９月２３日開催

【占用主体】
（菊池市長）
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112．熊本県熊本市（一級河川 白川）

区域名称 白川「緑の区間」

概要

熊本市では、白川「緑の区間」の河川敷地において、年間を通じた
利活用が検討されてきたところであり、熊本市の更なる活性化や地
域交流の促進を図るため、都市・地域再生等利用区域の指定を行っ
たもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・白川水系・白川

指定範囲 大甲橋～明午橋

指定日 R4.2.10

占用主体 白川「緑の区間」利活用推進協議会

占用施設 広場及び広場と一体をなす飲食店、売店、オープンカフェ等

合意方法 白川「緑の区間」利活用推進協議会

許可期間 5年

関連ＵＲＬ
九州地方整備局HP
https://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/newstopics_files/20220210/22
021001.pdf

位 置

位 置位 置

くまもとし しらかわ
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区域指定により、熊本市民や民間事業者のアイデアや活力を最大限生かしな

がら利活用が促進され、中心市街地の活性化と水辺の賑わいのあるまちづく

りに大いに寄与するものと期待される。

水辺の様子水辺の様子

事業スキーム事業スキーム 利用者数利用者数

白川夜市の様子

白川

白川

効果と今後の展開効果と今後の展開

白川
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113．福岡県宮若市（一級河川 犬鳴川）

区域名称 犬鳴川河川公園

概要

宮若市では、犬鳴川において地域住民等によるボランティアにより河
川美化・維持に努めており、市の中心部に位置する犬鳴川河川公園は、
都市公園として地域住民の憩いの場として親しまれ、また従来から愛
好団体の活動場所としても利用されていたが、河川公園並びにその周
辺地域の利活用によるさらなる地域振興や賑わい創出を図るため、都
市・地域再生等利用区域の指定を行ったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・遠賀川水系・犬鳴川

指定範囲
宮若市 市役所前から宮田緑大橋の間（犬鳴川河川公園並びにその周
辺区域）

指定日 R５.３.８

占用主体 宮若市長

占用施設
犬鳴川河川公園及びこれらと一体となす施設等（広場、イベント施設、
遊歩道、出店、キッチンカー等）

合意方法 犬鳴川河川公園利用調整協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

九州地方整備局HP

http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/n-
oshirase/r4/23030802.pdf

位 置位 置

みやわかし いぬなきがわ
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申請

効果と今後の展開効果と今後の展開

・区域指定により、犬鳴川河川公園を活用した賑わいの創出及び魅力ある地
域の活性化に寄与する。

・引き続き本公園の魅力向上と地域資質の発信等に取り組む。

事業スキーム事業スキーム

水辺の様子水辺の様子

犬鳴川みどりの会
※事務局（宮若市）
地元自治会
各種団体等

河川管理者
（国）

占用申請

施 設 利 用 者

許可

犬鳴川河川公園利用調整協議会

占用許可

犬鳴川さくらウィーク

宮若市ヒガンバナまつり 芋煮会

地域の合意

占用主体（宮若市長）
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114．福岡県直方市（一級河川 遠賀川、彦山川）

区域名称 直方リバーサイドパーク

概要

直方市では、都市公園として直方リバーサイドパークを整備、維持管
理し、地域住民の利用や、地域振興を目的としたイベントが開催され
るなど、地域にとって親しみかつ有意義な河川敷公園となっていたが、
本公園を地域活性化の拠点として更なる利活用を推進するため、都
市・地域再生等利用区域の指定を行ったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・遠賀川水系・遠賀川、彦山川

指定範囲
直方市 ・遠賀川：日の出大橋付近から新橋付近

・彦山川：導流提から東勘六橋付近

指定日 R５.３.８

占用主体 直方市長

占用施設
直方リバーサイドパーク及びこれらと一体となす施設等（広場、イベ
ント施設、遊歩道、カヌー乗り場、オートキャンプ場、売店、キッチ
ンカー等）

合意方法 地元住民代表者への制度説明及び意見徴収による合意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

九州地方整備局HP

http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/n-
oshirase/r4/23030802.pdf

位 置位 置

のおがたし おんががわ ひこさんがわ
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・区域の指定により、直方リバーサイドパークを活用し、直方市の魅力向上
の推進、及び都市・地域の再生に寄与する。

・直方リバーサイドパークを観光資源として最大限に有効活用し、「愛し愛
され、誇れるまちへ市民から広がる、のおがたの魅力～まちづくりとして
の観光～」を理念により一層の賑わいづくりを創出していく。

事業スキーム事業スキーム

水辺の様子水辺の様子

のおがたチューリップフェア2023
R5.3.25～4.2

のおがたアウトドアであそぼう♪
in 遠賀川2022

R4.11.3

河川管理者

許可申請

公園使用申請者
（無料）※

占用許可

地元区長
公民館長

地域の合意

公園占用申請者
（占用料が発生）※

使用申請

使用許可

占用申請

占用許可

※都市公園条例に基づく

占用主体
（直方市長）
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115．福岡県直方市（一級河川 遠賀川）

区域名称 植木桜づつみ公園

概要

直方市では、遠賀川の植木地区において、桜づつみ管理協定に基づき
占用許可を受け、植木桜づつみ公園を整備して地域住民の憩いの場と
して親しまれていたが、市公園条例における指定管理者制度に移行す
ることから、自主事業として営利活動を含めた利活用を可能とし、更
に地域振興や賑わい創出を図るため、都市・地域再生等利用区域の指
定を行ったもの。

河川管理者 九州地方整備局長

水系名・河川名 １級・遠賀川水系・遠賀川

指定範囲 遠賀川植木地区

指定日 R５.３.８

占用主体 直方市長

占用施設
植木桜づつみ公園及びこれらと一体となす施設等（広場、イベント施
設、遊歩道、バーベキュー場、売店、キッチンカー等）

合意方法 地元住民代表者への制度説明及び意見徴収による合意

許可期間 10年

関連ＵＲＬ

九州地方整備局HP

http://www.qsr.mlit.go.jp/site_files/file/n-
oshirase/r4/23030802.pdf

位 置位 置

のおがたし おんががわ
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効果と今後の展開効果と今後の展開

・区域の指定により、指定管理者制度の元、自主事業の運営により、地域振
興や河川環境を利用した新たな利活用が期待される。

・植木桜づつみ公園を観光資源として最大限に有効活用し、「愛し愛され、
誇れるまちへ市民から広がる、のおがたの魅力～まちづくりとしての観光
～」を理念により一層の賑わいづくりを創出していく。

事業スキーム事業スキーム

水辺の様子水辺の様子

桜の木を植樹し、成長見守り中!!

河川管理者
（遠賀川河川事務所）

占用主体
直方市長

地域の合意

中ノ江地区

指定管理者
（パークゴルフ場運営）

（イベント計画）

施設利用者
（パークゴルフ利用者）
（イベント参加者）

占用許可

許可申請

オープン化

への合意

利用申請

利用承認

公園条例及び
指定管理者
業務運営事業
に基づく

河川敷地の維持管理

桜づつみ公園の維持管理、花壇整備
→河川敷地の維持管理行為
良好な水辺空間の保全・創出

申請 指定
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116．福岡県福岡市（二級河川 那珂川、薬院新川）

位 置

区域名称 オープンカフェ

概要

福岡市の観光・商業・文化の中心地域に位置し、従前は日常の人通り
がなく閑散としていたが、水辺の賑わいや回遊性を取り戻す社会実験
を実施した結果、市民の憩いと水辺の賑わいが創出された空間となっ
ている。

河川管理者 福岡県知事

水系名・河川名 ２級・那珂川水系・那珂川、薬院新川

指定範囲 天神橋～西中島橋

指定日 H24.4.1

占用主体 福岡市長

占用施設 広場及び広場と一体をなすオープンカフェ等

合意方法 We Love天神協議会

許可期間 10年

関連ＵＲＬ
福岡県ＨＰ

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/toshi-tiikisaiseitouriyoukuiki.html

なかがわ やくいんしんかわふくおかし
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水辺の様子

効果と今後の展開

• 飲食店などが立ち並ぶ福岡市中心部において、オープン以来安定した

集客があり、水辺の賑わい空間・憩いの場として定着しつつある。

• 課題があるとすれば冬期の防寒対策であり、福岡には屋台文化が根付

いており、このノウハウ等を研究し対策を検討することも必要。

• 今後も、勢いを失わないよう、河川を含むカフェ周辺の環境を維持・

改善していくことが必要。

事業スキーム

河川管理者（福岡県知事）

公園管理者（福岡市）

博多の水辺協議会準備会
（オープンカフェの事業監理、PR、事後評価）

出店者
（オープンカフェの運営）

占用許可協議・調整

市公園条例・使用許可

出店者の選定・
事業協力

福岡市内を流れる、二級河川那珂川・薬院新川における潤いある水辺空間の創出（オープンカフェ）

許可申請

占用主体（福岡市長）

使用契約

地域の合意

【地域貢献】
清掃活動

不法駐輪対策等

We Love 天神協議会

地元民間企業、学識経
験者、地元団体、行政

（国、福岡市）

河川管理者（福岡市）
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No. 河川管理者 担当課 電話番号

（国）

1 北海道開発局 建設部建設行政課水政スタッフ 011-709-2311

2 東北地方整備局 河川部水政課行政第１係 022-225-2171

3 関東地方整備局 河川部水政課行政第４係 048-601-3151

4 北陸地方整備局 河川部水政課行政第１係 025-280-8880

5 中部地方整備局 河川部水政課行政第３係 052-953-8146

6 近畿地方整備局 河川部水政課行政第１係 06-6942-1141

7 中国地方整備局 河川部水政課行政第１係 082-221-9231

8 四国地方整備局 河川部水政課行政第２係 087-851-8061

9 九州地方整備局 河川部水政課行政第１係 092-471-6331

（都道府県）

1 北海道 建設部建設政策局維持管理防災課河川管理係 011-204-5551

2 青森県 県土整備部河川砂防課水政グループ 017-734-9661

3 岩手県 県土整備部河川課河川管理担当 019-629-5902

4 宮城県 土木部河川課 022-211-3172

5 秋田県 建設部河川砂防課 018-860-2511

6 山形県 県土整備部 河川課 023-630-2612

7 福島県 土木部河川計画課 024-521-7484

8 茨城県 土木部河川課 029-301-447８

9 栃木県 県土整備部河川課水政管理担当 028-623-2442

10 群馬県 県土整備部河川課河川管理係 027-226-3612

11 埼玉県 県土整備部河川環境課河川環境担当 048-830-5112

12 千葉県 県土整備部河川環境課河川海岸管理室 043-223-3132

13 東京都 建設局河川部指導調整課占用担当 03-5320-5409

14 神奈川県 県土整備局河川下水道部河港課水政グループ 045-210-6475

15 新潟県 土木部河川管理課水政係 025-280-5413

16 富山県 土木部河川課 076-444-3324

17 石川県 土木部河川課水政グループ 076-225-1736

18 福井県 土木部河川課河川管理グループ 0776-20-0480

19 山梨県 県土整備部治水課管理担当 055-223-1700

20 長野県 建設部河川課管理調整係 026-235-7308

21 岐阜県 県土整備部河川課 058-272-8593

22 静岡県 交通基盤部河川砂防局河川砂防管理課 054-221-3034

23 愛知県 建設局河川課管理グループ 052-954-6552

24 三重県 県土整備部河川課河川管理班 059-224-2686

25 滋賀県 土木交通部流域政策局河川・港湾室河川行政第二係 077-528-4161

窓口一覧 （令和５年４月現在）

（参考1）河川空間のオープン化支援窓口
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No. 河川管理者 担当課 電話番号

26 京都府 建設交通部河川課 075-414-5284

27 大阪府 都市整備部河川室河川環境課管理グループ 06-6944-9304

28 兵庫県 土木部河川整備課管理班 078-362-3528

29 奈良県 県土マネジメント部河川整備課 0742-27-7503

30 和歌山県 県土整備部河川・下水道局河川課河川企画班 073-441-3134

31 鳥取県 県土整備部河川課管理担当 0857-26-7377

32 島根県 土木部河川課管理係 0852-22-5499

33 岡山県 土木部河川課水政班 086-226-7478

34 広島県 土木建築局道路河川管理課 082-513-3923

35 山口県 土木建築部河川課水政班 083-933-3770

36 徳島県 県土整備部河川整備課管理担当 088-621-2627

37 香川県 土木部河川砂防課総務・管理グループ 087-832-3536

38 愛媛県 土木部河川港湾局河川課河川行政係 089-912-2671

39 高知県 土木部河川課管理担当 088-823-9839

40 福岡県 県土整備部河川管理課管理係 092-643-3666

41 佐賀県 県土整備部河川砂防課管理担当 0952-25-7161

42 長崎県 土木部河川課管理班 095-894-3082

43 熊本県 土木部河川港湾局河川課 096-333-2508

44 大分県 土木建築部河川課 097-506-4593

45 宮崎県 県土整備部河川課 0985-26-7184

46 鹿児島県 土木部河川課 099-286-3590

47 沖縄県 土木建築部河川課管理班 098-866-2404

（政令市）

1 札幌市 下水道河川局事業推進部河川管理課 011-818-3415

2 仙台市 建設局下水道建設部河川課 022-214-8836

3 千葉市 建設局下水道企画部総合治水課河川班 043-245-5392

4 横浜市 道路局河川部河川管理課 045-671-2855

5 静岡市 建設局土木部河川課計画係 054-221-1087

6 浜松市 土木部河川課 053-457-2451

7 名古屋市 緑政土木局河川部河川計画課企画調査係 052-972-2891

8 大阪市 建設局道路河川部河川課 06-6615-6834

9 堺市 建設局土木部河川水路課 072-228-7418

10 神戸市 建設局河川課 078-595-6371

11 岡山市 下水道河川局下水道経営部下水道河川計画課河川防災室 086-803-1434

12 熊本市 都市建設局土木部河川課 096-328-2571

（全般）

国土交通省 水管理・国土保全局水政課企画係 03-5253-8111

各事例については、各河川管理者へお問い合わせ下さい。
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（参考2）関連情報

河川敷地占用許可準則

• 国交省ホームページ

ホーム >> 政策・仕事 >> 水管理・国土保全 >> 利用 >> 河川敷地占用について >> 河川敷地占
用許可準則について
http://www.mlit.go.jp/river/hourei_tsutatsu/riyou/kasen_riyou/kyoka/index.html

かわまちづくり支援制度及び相談窓口「かわよろず」

ミズベリング｜MIZBERING

・http://mizbering.jp/ 

• 国交省ホームページ

ホーム >> 政策・仕事 >> 水管理・国土保全 >> 環境 >> 河川を活かしたまちづくり
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/machizukuri/index.html

・ 水管理・国土保全局は、地域の人々が様々な観点から川との良好なつながりを築くこ
とで、その地域ならではのまちの価値を高める「かわまちづくり」を支援しています。

・ これまでなかなか関わりが難しかった民間企業等の方々にも、
積極的にかわまちづくりの主体者の一員となっていただけるようになりました。

→ 基本的な占用ルールなどを説明します。構造や適用できる事業の可能性などを検
討の上説明します。

相談例１ 「自転車道を川沿いに整備したい」

お問い合わせ先は、以下のホームページをご覧ください。

「かわよろず」は、次に関連するご相談を承ります。

・「かわまちづくり」支援制度に関すること
・ミズベリングに関すること
・河川空間のオープン化（河川敷地占用許可準則の特例）に関すること
・川の水を利用した発電に関すること
・河川敷地の更なる規制緩和に関する社会実験「RIVASITE」に関すること
・その他、河川の空間及び流水の利活用、河川改修にあわせたまちづくりに

関することなど

水辺の未来を考える人たちが出会えば、たくさんのアイデアとアクション

が生まれる。そして水辺から新しい街づくりが始まる。

ミズベリング、それは水辺の未来を創る人が集い、共に動きだすためのプ
ロジェクト。市民、企業、行政がひとつになって水辺の未来に向かってここ
から動きだそう。

相談例２ 「テナント誘致を伴う店舗を設置したい」

→ 2023年から開始した社会実験「RIVASITE」の活用方法を紹介します。
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河川空間の利用に関する規制緩和 -通称 RIVASITE-

河川空間が
使いやすくなります

さらに

各河川の国管理区間について、一定の面積が確保できる等、
活用いただきやすいと思われる箇所の一覧を公表しています。

ぜひこちらをご覧ください。

※ポテンシャルリスト以外の箇所で活用可能な場所もあります。

国土交通省
ウェブサイト

・河川敷地の占用期間の更新を保証します
（最大10+10=20年！）

・民間事業者も、エリア一体型の占用が可能になります
・テナント契約ができるようになります

※河川管理施設の整備や占用区域外の清掃・除草等が条件です。
※2023年5月から、上記規制緩和に関する社会実験を開始し、今後制度の
正式改定を検討していきます。

詳しくは次ページ→

河川敷地の民間等活用に資するポテンシャルリスト

リ バ サ イ ト

（参考３）社会実験「RIVASITE」の概要
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河川管理施設の整備又は占用区域外の清掃・除草が必要です。

１占用期間
これまでの占用期間は、最大10年。
占用期間満了後に、追加で最大10年の更新延長を保証します。
より長期の事業計画が立てられるようになります！

２占用形式
これまで公的機関にしか認められていなかったエリア一体型の占用を民間
事業者もできるようになります。
河川敷地を、より柔軟に活用できるようになります！

３他の民間事業者との契約
他の民間事業者（いわゆるテナント）との契約が可能になります。
より幅広い事業運営が可能になります！

問い合わせ先

河川敷

堤防

占用範囲
ex.
河川施設整備
（盛土）

ex.
清掃・除草

河川敷地

<相談例>
・あの川のあそこを占用できるか知りたい 等

地方整備局等窓口一覧

相談窓口
「かわよろず」

規制緩和のポイント

規制緩和の適用条件

→かわまちづくりよろず相談窓口「かわよろず」へ
RIVASITE担当メールアドレス：hqt-rivasite@gxb.mlit.go.jp

<相談例>
・具体的にどのような手続きをすればよいのか
・規制緩和の適用条件を教えてほしい 等

→各地域の国土交通省地方整備局または河川事務所へ

※イメージ
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＜第四章 都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る
占用の特例＞
第二十二（都市・地域再生等利用区域の指定等）

河川管理者は、都市及び地域の再生等のために利用する
施設が占用することができる河川敷地の区域（以下「都
市・地域再生等利用区域」という。）を指定することがで
きる。
２ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域を指定する
ときは、併せて当該都市・地域再生等利用区域における
都市及び地域の再生等のために利用する施設に関する占
用の方針（以下「都市・地域再生等占用方針」とい
う。）及び当該施設の占用主体（以下「都市・地域再生
等占用主体」という。）を定めるものとする。

３ 都市・地域再生等占用方針には、次に掲げる施設のう
ちから、当該都市・地域再生等利用区域において占用の
許可を受けることができる施設及びその許可方針を定め
るものとする。
一 広場
二 イベント施設
三 遊歩道
四 船着場
五 船舶係留施設又は船舶上下架施設（斜路を含む。）
六 前各号に掲げる施設と一体をなす飲食店、売店、
オープンカフェ、広告板、広告柱、照明・音響施設、
キャンプ場、バーベキュー場、切符売場、案内所、船
舶修理場等

七 日よけ
八 船上食事施設
九 突出看板
十 川床
十一 その他都市及び地域の再生等のために利用する施
設（これと一体をなす第六号に掲げる施設を含む。）

４ 都市・地域再生等占用主体には、次に掲げる者のうち
から、当該都市・地域再生等利用区域において占用の許
可を受けることができる者を定めるものとする。
一 第六に掲げる占用主体
二 営業活動を行う事業者等であって、河川管理者、地
方公共団体等で構成する河川敷地の利用調整に関する
協議会等において適切であると認められたもの

三 営業活動を行う事業者等
５ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定（都
市・地域再生等占用方針の策定及び都市・地域再生等占
用主体の指定を含む。第７項において同じ。）をしよう
とするときは、あらかじめ、河川管理者、地方公共団体
等で構成する河川敷地の利用調整に関する協議会等の活
用などにより地域の合意を図らなければならない。

６ 都市・地域再生等利用区域は、都市及び地域の再生等
のために利用する施設が当該河川敷地を占用することに
より治水上又は利水上の支障等を生じることがない区域
でなければならない。

７ 河川管理者は、都市・地域再生等利用区域の指定をし
たときは、その旨を公表するものとする。

第二十三（都市及び地域の再生等のために利用する施設の占用
の許可）

河川管理者は、都市・地域再生等利用区域においては、
第五第１項の規定にかかわらず、都市・地域再生等占用主
体が占用の許可を申請した場合において、当該占用が、都
市・地域再生等占用方針及び第八から第十一までの基準に
該当し、かつ、都市及び地域の再生等並びに河川敷地の適
正な利用に資すると認められるときには、占用の許可をす
ることができる。

第二十四（占用の許可の期間）
第二十三の規定による占用の許可の期間は、十年以内で

当該占用の態様等を考慮して適切なものとしなければなら
ない。

第二十五（占用者以外の施設利用）
第二十二第４項第一号に掲げる者が都市・地域再生等占

用主体となる占用にあっては、その占用施設を営業活動を
行う事業者等（以下「施設使用者」という。）に使用（第
二十二第３項各号に掲げる施設の設置を目的とする使用を
含む。以下この章において同じ。）をさせることができる
ものとする。
２ 河川管理者は、前項の規定により第二十二第４項第一
号に掲げる者に対して、施設使用者に占用施設の使用を
させることを含む占用を許可する場合には、次の各号に
掲げる条件を付すものとする。
一 施設使用者に占用施設の使用をさせる場合には、使
用契約を締結し、当該施設使用者を適切に指導監督す
ること。

二 施設使用者に占用施設の使用をさせることにより施
設利用料を得る場合には、その収入を当該占用許可を
受けている河川敷地における施設の維持管理及び良好
な水辺空間の保全、創出を図るための費用に充てるこ
と。

三 施設利用料の徴収及び活用状況を、河川管理者に、
年一回以上で河川管理者が定める回数報告すること。

３ 第１項の規定に基づき、第二十三の占用の許可を受け
た第二十二第４項第一号に掲げる者（以下「公的占用
者」という。）が施設使用者に占用施設の使用をさせる
場合には、当該公的占用者は、使用契約を当該施設使用
者と締結するとともに、その内容を河川管理者に報告し
なければならない。

４ 公的占用者は、使用契約を締結するときは、占用施設
の使用の具体的内容（使用する占用施設の概要を含
む。）、契約期間、施設利用料、施設の撤去に関する事
項その他の必要事項を契約の内容とするほか、次の各号
に掲げる条件を付すものとする。
一 施設使用者による使用は、契約の内容に従って適切
に行うこと。

二 施設使用者は、公的占用者の指導監督に服すること。
三 施設使用者が取得する工作物の設置等の許可の状況
によって、契約を変更し、又は無効とすること。

四 施設使用者による使用が関係法令若しくは契約内容
に違反し、若しくは著しく不適切である場合又は河川
工事その他の公益上やむを得ない必要がある場合には、
公的占用者の意思表示により契約を解除できること。

５ 施設使用者による占用施設の使用が法又は許可条件に
違反している場合その他必要があると認められる場合に
は、河川管理者又は河川監理員は、次の各号に定めると
ころにより法第７５条又は第７７条等に基づき必要な措
置をするものとする。
一 公的占用者に対しては、施設使用者に対する指導監
督に関する指示、占用の許可の取消し等の監督処分等
を状況に応じて適正に実施すること。

二 施設使用者に対しては、行為の中止、工作物の除去
等の指示、監督処分等を、状況に応じて適正に実施す
ること。

河川敷地占用許可準則（平成１１年８月５日建設省河政発第６７号建設事務次官通達・抄）



（問い合わせ窓口）

国土交通省 水管理・国土保全局 水政課 企画係

〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3 （代表電話）03-5253-8111

※本資料は、国土交通省ホームページ上で公表しております。

ホーム >> 政策・仕事 >> 水管理・国土保全 >> 利用 >> 河川敷地占用について

Let’s enjoy riverside life!

1.平取地域イオル再生事業
（北海道平取町・沙流川）

25.秩父ジオグラビティパーク
（埼玉県秩父市・荒川）

90.水辺遊歩道「とんぼりリバーウォーク」
（大阪府大阪市・道頓堀川）

69.ミズベリング in 神岡／ひだ神岡夏まつり
（岐阜県飛騨市・高原川）

75.納屋橋地区
（愛知県名古屋市・堀川）

©2022 AIZAWA  Photo depot

12.二子玉川駅周辺地区
（東京都世田谷区・多摩川）
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